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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○委員長（保田 仁議員） それでは皆さんおはようございます。本日から２日間、令和６年度

の美瑛町各会計の決算審査ということであります。不慣れでありますが、進行を務めさせてい

ただきます。委員の皆さまにおかれましては、お忙しい中ご出席頂きまして誠にありがとうご

ざいます。 

本委員会は、議会で議決した、令和６年度予算が適正に執行されたか、また、住民の福祉の

向上に十分寄与されたかを審査し、町の１年間の財政運営につきまして、その成果と課題を明

らかにし、今後のよりよい行政運営につなげるための大変重要な審査の場であり、私たち委員

一人一人真摯な姿勢で臨むことが求められております。審査に当たっては、各課の説明を十分

に聞き、必要な質問を通じて、建設的な議論を重ねて参りたいと、参りたいと存じます。各議

員各位におかれましては、ご協力を賜りながら、実りある審査となること願い、開会の挨拶と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

開議宣告 

 

○委員長（保田 仁議員） ただいまから令和、ただいまから令和７年度の美瑛町議会決算審査

特別委員会を開会いたします。ただいまの出席委員は１１人であります。 

審査に当たっての留意事項は、配布済みの審査方針のとおりであります。若干補足と確認を

しておきたいと思います。まず、委員の発言要求及び説明員の答弁は挙手によって行い、委員

長の許可を得た後、起立して簡潔に行ってください。質疑の方法は一問一答とし、回数につい

ては制限しません。なお、会議規則第５４条に、発言は全て簡明にするものとし、議題外にわ

たり、またはその範囲を超えてはならないと規定されており、当委員会においてもこの規定が

準用されます。以上であります。よろしく審査のほどお願いをいたします。 

次に、審査資料でありますが、資料要求を取りまとめた結果、４２項目の資料について資料

要求し、お手元に配付のとおりであります。その他、ご意見がありましたら承ります。ご意見

ありませんか。 

（「なし」の声） 

ないようですが、審査中にもしあれば、その都度委員会で協議をし進めたいと思います。そ

れでは、町長及び担当課の説明員の方に来ていただくよう取り進めてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 
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それでは、町長及び説明員の入室を願います。暫時休憩します。 

休憩宣言（午前９時３１分） 

（町長・総務課説明員・会計課説明員 入室） 

再開宣言（午前９時３４分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 

町長挨拶 

 

○委員長（保田 仁議員） 角和町長からご挨拶をお願いいたします。 

（「はい」の声） 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） 皆さま、おはようございます。令和７年美瑛町議会決算審査特別委員会、

委員の皆さまのご出席で開催を賜りまして、誠にありがとうございます。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

令和６年度は、コロナからの回復が顕著となりまして、町内経済、また、観光の入り込みな

ど、非常に好調なうちに推移をいたしました。一方で、であるがためにかもしれませんけれど

も、各物価ですとか、燃料、光熱費、人件費等、様々なところで物価の上昇が顕著であった年

でありました。そのよう中で、町民生活を安定的に日々を過ごして頂くための施策につきまし

て迅速に進めさせて頂いたところでございます。 

昨年もこの場で同じような趣旨のお話をさせていただきましたが、今美瑛町として、行財政

改革に取り組んでいる最中でございます。この決算審査委員会という場が、一つ一つの事務事

業につきまして、町民の代表である議会議員の皆さまから事業の内容につきまして、精査を頂

き、検証頂く大変重要かつ貴重な機会であると認識をしているところでございます。 

この２日間に渡りますご審議を通じまして、今後のより良い美瑛町、行政に必ずや結びつけ

ていきたいという思いでございますので、何とぞ、活発なるご審議慎重なるご審議をお願いを

申し上げまして、決算審査特別委員会開会に当たりましてのご挨拶に代えさせて頂きます。な

にとぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（保田 仁議員） ありがとうございました。 

（町長 退室） 

○委員長（保田 仁議員） 総務課、会計課の皆さん、よろしくお願いをいたします。 
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○委員長（保田 仁議員） それでは、令和６年度美瑛町、各会計の決算審査を始めます。認定

第１号、令和６年度美瑛町一般会計歳入歳出決算の審査を行います。歳出からはじめます。 

はじめに、決算書４７頁及び４８頁、第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費について

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書８５頁及び８６頁。第２款総務費、第６項監査委員費、第１目監査委員費につ

いて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議会事務局費及び監査委員事務局所管の歳出に関する審査を終わり

ます。 

次に、決算書の４７頁から５２頁まで。第２款総務費、第１項総務管理費、第１目職員給与

費及び第２目一般管理費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋議員。 

○委員（京屋愛子議員） ３番、京屋です。よろしくお願いします。４８頁、２款１項１目職員

給与費、５０頁、２款１項２目一般管理費についてお伺いします。１番の職員給与費ですが、

先日の研究会で課長はなかなか採用が難しいというお話をしておりました。じゃあ、令和６年

度は採用した方は何人くらいで、退職者は、私気になるんですけど、退職者は何人ですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 令和６年度における新規採用職員につきましては、高卒の方が３名、大卒の方１名、

社会人の方が４名、計８名という風になっています。退職者につきましては、定年退職の方２

名と、中途退職５名、再任用の終了１名ということで、計こちらも８名という風になっていま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ここで辞めている方、もちろん色々事情があって、お辞めになってい

ると思うのですが、まあもちろん引きとめるっていうことは、一応どうなんだっていう話は聞

いているとは思いますが、ちょっと５名は多いかなって思って、この辺をどのような分析をさ

れてらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 
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○職員係長 中途退職の５名としましては、内情としましては、ご自身の事情の関係で、ご両親

のが心配で東京の方に、故郷の方に帰られた方とかいらっしゃるんですけども、その理由とし

て、もし庁舎内での活動、業務にですね、何かもし原因があるという風なことで、こちらに要

因があるということで、実際にそういったお声はないんですけど、もしそういったお声が出て

くるようであれば、逐一そのなぜそういった理由で退職に至るのかを聞き取りを進めまして、

それの改善に向けてですね、制度改正もそうですし、職場の環境づくりに取り組んでいきたい

と思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 今具体例言ってましたけど、これ本当にやっていかないと、職員係だ

けではなくですね、各課でやっていただかいと、ね。そこら辺のフォローアップを職員の方や

っていただかないと、まあ本当に入る人が少なくなって、採用も難しくなった。ですから、今

いる職員を大切にしてやって頂きたいなと私は思います。その辺は皆さんとお話をして来年度

に向けてマニュアルを作って、まあマニュアルが全てじゃないんだけど、そういうのをやって

いって、共有していって、１人でもよかった。美瑛町の職員でと思える職場にしていっていた

だきたいと思います。では、それに採用のとこで社会人枠大変多くなっている。私はそれはと

ても良いことだと。 

○委員長（保田 仁議員） 京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） あっ、ごめんなさい。 

○委員長（保田 仁議員） 今の件に関してよろしいですか。 

○委員（京屋愛子議員） 答弁お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 そうですね、職場の中でのコミュニケーションを深めていくと行くことで管理職含

めてですね、日常的に職員との聞き取り、悩みごとの相談だとか、そういった

ことを進めて、未然にそういった問題が起こらないように対処してまいりたいと考えています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。ぜひやっていただきたいという風に思います。

働きやすい職場が一番良いと思いますので、それはやっていただきたいと思います。 

じゃその１人の職員のことについてですが、今はいろいろＤＸとか、ネットとかそういう問

題非常に多くなって来ていますよね。皆さんのなかでもやならければいかないこととか。前も

言ったのですが、採用する場合ね、一般職ももちろんですがジョブ型ですので専門職としてき
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ちんとそこらへんやってもらえる人。まあジョブ型雇用も非常に難しい、メリットもあれば、

デメリットもあります。ですので、そこら辺研究していただいて、社会人枠を取る時にしっか

り、一般職になると異動があるじゃないですか。異動もそれも必要ですけど、がんばってここ

をやって行けるっていう人がいたら、みんなも働きやすい。ジョブ型っていうのも来年考えて

いただくと、皆さんも働きやすいと思いますが、課長いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務課長。 

○総務課長 ジョブ型の雇用ということでございます。本町では現在ですね会計年度任用職員の

うち、例えば、学校の教育専門員ですとか、その他の防災マネージャー、それから６年度まで

採用していた地域プロジェクトマネージャーですとか、あとＩＣＴの支援員ですとか、そうい

った職種は報酬を別に条例を別に定めてですね、実質的なジョブ型といったような形態を取っ

ております。 

このジョブ型については、行政課題に迅速、それから的確に対応するための専門性の高い人

材の確保というところで、まぁ非常に有益な側面もございます。で、そういった議員御指摘の

ですね、より職務とか職責、専門性、スキルを明確にしたジョブ型の雇用です、重要になって

くると思います。これをですね、正規の職員、こういった部分にも拡大するというところも考

え方としては今後検討の必要があるなと感じております。で、全般的にその人材の確保がです

ね、非常に厳しくなってきてます。特にその専門的なスキルを持った人材の確保というのは特

にですね、厳しくなってきておりますので、そういった考え方が十分に今後も検証しながら、

導入の検討ですね、進めて行きたいという風に思っています。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） それでもう１つ。今年の１０月１日から、改正育児介護休業制度って

いうのが、昨日からですね、１０月１日から国は制度としてやりはじめました。令和６年度で、

本町では、介護とか、看護とか、介護でお休みを取った方はいらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 令和６年度の実績としまして、介護休暇等を取得している方は現状いらっしゃらな

い状況になっています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） いないようですけれども、これからやっぱり、介護必要になってくる

ご両親がいたり、それから子どもが病気になったりってこともあると思いますので、今度、こ
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の制度ができましたので、来年度はしっかりこれを皆さんに浸透して、まあもちろん私の病院

で、じゃなくて、民間の事業ですと、その方が休んだ場合のね。休んだ場合は、周りの方が負

担がかかるんですよね。そうなったときに、そこの人たちにお給料払うと。年間４０万だった

かな。ある一部の企業なんですけど、そういう方に負担が多くなる訳ですから、その分も、割

り当てるというような制度民間では取っています。公務員は非常に難しいと私は分かって言っ

ておりますけども、でもそういうことも考えないと取りにくい。やっぱりみんなに迷惑かける

から取りにくいってことがあってはならないことだと思うんですよね。国でやんなさいよって

言ってるわけですから。その辺は総務省がどういう風に考えるか分かりませんけども、そうい

う風にお金出してやるよってなったら、ぜひ取っていただければ有難いかなと思いますけど。

まあそのその辺ちょっと、せっかく制度できましたから、皆さんに周知して気持ちよく取って、

皆さん申し訳ないなって、きっと取ると思うですよね。そういうことにならないようにしっか

り取ってくれると有難いのですが。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 取得のしづらさという面につきましては、委員おっしゃるとおり、周りに配慮して、

休暇の方をためらう職員もいるのかなと思います。対策として、事前に休業制度の説明の段階

で、そういった心配のないような説明をしたりですとか、その所属の管理職の方でですね、随

時相談をとりながら、取りやすい環境というのを整えてまいりたいと考えております。制度的

な面では、ちょっとその周りの方に配慮して、手当を増加という所まではお話は進んではいな

んですが、周りのスタッフを含め、管理職以外も配慮できる環境づくりに努めていきたいと考

えています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） お答えを頂きました。ありがとうございました。次に、５０頁の例の

職員研修事業ですけれども、今回一番最後に、行政報告のとこで、去年度の接遇研修に元ＣＡ

さんが入って、接遇基礎力向上に研修を行ったと書いてありました。これとてもいいことだと

思うんですよね。私は、皆さんが一生懸命働いていることは、本当に議員やってますからよく

分かります。ですけれども、町民としては、やっぱり分からないですよね。みんなこれ、言っ

ていいかわかりませんが、やっぱり言ったほうが良いかなって言いますけど、どうしても来る

と、今、パソコンで仕事していますよね。ですから、なかなか町民が来ても気が付かない。す

みませんと言わないと気が付かない。みんな、すみませんって言ってますって。まあそれ言う

のはいいんですけど、私もすみませんとお願いしますと言うんですけど、終わったあとに接遇

の事をやったんですから、帰るときに町民はありがとうございましたと町民は言う訳ですよね。
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書類もらったり、受理していただいたり、色々教えてもらって。それに、ありがとうございま

したって言ったら、うんでもなきゃ、すんともない。何も言わないで、っていう。それはやっ

ぱりそういう話聞くんです。それはこんないい研修しているのに、議場で言う話じゃないって

言われてればそれまでなんですけど、でもこれはやっぱり町民の声ですから、私はぜひ何か研

修のときに、そういうことがあるんだよ。１人でも２人でもそういう人がいると、みんながそ

うだということになってしまうんですよね。そこはやっぱりもちろん行政サービスをするなら、

お仕事ですから、別にねＣＡさんみたいには言わなくていいですから、ご苦労さまでしたとか

ね、とかぐらいの一言言っていただくと、町民も役場に来やすいと。じゃないと来にくいと言

われました。雰囲気やっぱり大事だと思いますので、ぜひそういうことを、研修やったんだっ

たら、ちょっと今、先に悪いこと言ってしまいましたけど、いいこともあると思いますからお

答え頂けますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 御指摘の言葉ありがとうございます。そうですね、窓口職員のみならずですね、役

場職員として基本的な挨拶であるとか、もし困っている人を見かけたら声かけをしていくとい

う能力につきましては最低限のことだという風に考えております。その上でですね、今回のそ

のＣＡさんの研修の中でも言っておりましたけど、おもてなしっていう風な気持ちを持ってで

すね、基本的な服装もそうですし、表情だとか、立ち振る舞いだとか、そういったところの基

本的なところを、その重ねて相手に関心をはらうだとかですね、察することを意識することで

心のこもったサービスに繋がっていくんだとのお話をされていました。今後においてもですね、

そういった研修のほうを進めていきたいという風に考えていますし、また、そういったお声が

ありましたので、各課内ですね、そういった対応にならないように、対策のほう、見直しかけ

ていくような対策の方はかってしていきたいということを考えています。 

○職員係長 ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。２款１項１目、職員給与費の中で、予算よりも５００

万ほど減額となってるんですが、これは予定よりも採用が少なく、予定よりも採用がいなかっ

たのか、それとも退職者の方が予定よりも多かったのか。ちょっとその辺を確認でお願いした

いんですけども。 

○委員長（保田 仁議員） 暫時休憩します。 

休憩宣言（午前９時５３分） 

再開宣言（午前９時５３分） 
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○委員長（保田 仁議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

職員係長。 

○職員係長 そちらの減額分につきましては、職員共済費のほうの減額のほうになっています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。職員共済費は１００万くらいしか出てきてないです

よね。もっと大きい理由、もっと５００万の理由。もっと大きい理由だと思うのですが、よろ

しくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 失礼しました。職員給与費の構成につきましては、人事異動等もありまして、当初

ですね、前年度の人数で予算の方計上しているんですけど、会計間そこでの異動があったりと

かっていうことで、ほかの派遣職員がいたりだとか、ちょっと人数のほうがそもそも減ってい

るというところで、ちょっと先ほどの答弁とは、修正させていただきたいんですが、そちらの

ほうで人数のほうの変化があって、そちら落ちているということになっています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠委員です。いや、結局人数が減ったからってことでいいん

ですかね。それとも異動、降格があったからなのか、もう一度お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 たとえば、管理職の給与が高い方が、会計間の異動されて、その部分についてちょ

っと減ったりだとか、逆に給与の低い方が入って低い方が入ってくることによってっていうそ

の差で変わったりということが生じてます。 

○委員長（保田 仁議員） 質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いします。おはようございま

す。よろしくお願います。２款１項１目、まず職員給与費。超過勤務の現状についてですね、

お尋ねしたいんですけれども、私超過勤決して悪いもんだと思いません。例えば、議員にも邪

魔されないし、町民の問い合わせもなく、濃密な時間を、業務をできるというメリットがある

と思います。結構各課ばらつきもある。一回質疑の対象となっていると思うんですね。ただ上
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限規制というかある程度、課のほうでそれぞれ上限規制を設けてやってるのかどうか。それ、

大変な思いをしている職員さんいないか、まず現状どうかお聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 超勤期間につきましては比較で、それと昨年度より、微増というところの状況にな

っております。そちら要因としては、例年より確定申告の業務に時間外が増えていたりだとか、

夏の大雨等もあっただけということで、時間外の方は増えております。そして規制につきまし

ては、原則として、通常業務については、月４５時間以内でかつ、１年間通して３６０時間以

内の範囲内という風なことで、上限が定められております。その他ですね、他律的な業務とい

う風に呼ばれているんですけども、業務量だとか、業務の時期だとか、自ら決定することがで

きない困難な業務に対しては、月１００時間を超えないように、また年間７２０時間を越えな

いようにしていきましょうということでその範囲内での勤務を行っています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。隣町、東川なんかすごくブラックで、民間では今ワ

ークライフバランスっていうのがね当然町でも美瑛町でもやっていると思うんだけど、ワーク

ライフバランスそれがなかりせばですね、やっぱり本当に職員疲弊して、東川のある方たちも

話したんだけど、東川町ほんとにブラックになってきている。そのブラック、どうやって補っ

ているかって言ったら、数十人の地域おこし協力隊が下請があって、地域おこし協力隊の良い

面と、それを影で見せられない地域おこし協力隊の悪い面ある。そういう風なね、やっぱり美

瑛町のワークライフバランスをしっかりと保って、一生懸命やってもらいたい。事業が増えて

くれば仕事も当然増えてくるから、それからやること増えて、超過勤務も出てくると思うんで

すけれども、その辺ワークライフバランスとるためのですね、何か仕組みみたいなの、６年度

の中で、試みというか、実際のやり方としてどのようなことを心がけてやってきたのか。職員

係として。そのあたりワークライフバランスをどう取り組んで来たか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 ワークライフバランスの取組につきましては、今年度勤怠管理システムのほう導入

させていただきました。そこで職員個人でですね、自身の勤務状況、時間外がどのくらいなの

か、休暇数は今どれくらい取得しているのかを容易に確認できるようなシステムになっており

ます。そういったところでですね、把握しやすさというものを導入出来ましたので、自身でも

意識するっていうのもそうですし、また管理職のほうでも、自身の、職員のですね、自分のと

ころの課の職員の取得状況のほうを確認して、そろそろ休んだ方が良いんじゃないというよう
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な声掛けを実施したりですね、全体の勤務量を見て均衡化を図るようなフォロー体制を組むよ

うなっていう所で、そういった仕組みづくりのほうを進めていっていただいております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁いただきました。質問を変えます。２款１項２目の一般管理費、

１番の住民自治活動保険料、５番の職員研修事業、７番会計管理事業、９番公債費。５つ伺い

ます。まず一つ目、一般管理費ですけれども一般管理費、住民自治活動保険料４５万４，９１０

円。これ令和６年度中の保険料の給付事例ですね。せっかく町民の方が一生懸命その自治活動

といういろんなイベントで一生懸命取り組まれているんだけれども、やっぱりこう必要十分な

ですね保険が支払われているのかどうかだとか、やっぱり町民の方せっかくやったんだけど、

いやこんなこともやらないわけなとこもあるので、どのような保険の給付があるか、どのよう

な保険料があるかお伺したいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 住民自治の活動保険料につきましては、町内活動において事故などが発生した場合

の保険の給付を事業となっております。幸いなことにですね、令和６年度は給付対象になるよ

うな事案は発生していませんでした。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 質問変えます。職員研修事業、令和６年度予算４６７万３，０００円

で、決算として３３１万円。１３６万ほど、諸不用というか出てますけれども、これ当初予算

では当然積算して、いろいろ旅費だとか、研修の内容だとか含めて、組立てたんだけど、これ、

やむを得なく出なかったものなのか、それともちょっと積算がちょっと甘くてっていうか、大

きく予算を組んでしまったのか、その辺どのような決算において、どのような認識でおられる

か伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 そちらの金額に関しましては、例えば本年、令和６年度については、自治体のＤＸ

研修等をですね実施しまして、そこでＩＣＴの利活用アドバイザーとして、美瑛町で委嘱して

いる専門人材の方に研修のほうお願いすることによって、まあ業務の範囲内で実施することが

できて、経費を抑えることができたということだとか、旅費の部分についても、突発的に視察

等のですね研修もですね、あることもあるので、そちらの方で不用額が出てしまったという面

もございます。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。やっぱり事業何でもそうですけど、民間は人、物、

金だと思うんですよ。やっぱり人に対する投資っていうのはそれは怠ってはいけないと思うの

で、安く済ませようとかっていうことも、行財政改革で大事かもしれないけど、やっぱり大胆

というかやっぱり研修はですね、しっかり旅費かけてでも現地で見てこいだとかって言う感じ

だとかですね、取組として今後必要になるのかなと思ってます。６年度中にそんなことあった

かもしれませんけどね、こう縮こまらずしっかりとですね、いい研修受けて、ぜひ町民に還元

して貰いたいという思いありますけど、そこについてどうお考えか、係長にお聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 委員御指摘の通りですね、実際に現地の方に出向いて得るものはとても大きいと理

解しておりますので、今後もですね、そういったこと積極的に取り組んでまいりまして、どん

どん職員の質の向上というところに繋げてまいりたいと考えています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。７番、会計管理事業について伺います。これ毎年の

ように聞いてるんですが、手数料の引上げであるとか、あとは、やはりここ派出についてので

すね、経費について金融機関厳しい時代が続いていて、逆に言ったら、今は少しずつ短プラも

改定になって、これから銀行儲かっていくだろうというところなんですけど、引上げの交渉だ

とか、そういうのってのは、実際、令和６年度中どのような金融機関からのそういう申出だと

かあったのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 会計係長。 

○会計係長 手数料につきましては、今年度のですね各金融機関の方から値上げの要望等きてい

るところでございます。協議についてはその都度行っているような状況でありまして、近隣町

村の状況ですとか、財源があるものではありませんので、慎重な判断をしていく必要があるな

という風に考えております。現状については、以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。やっぱりこれは横並びでですね、例えば指定金融機

関のほかの町の金融動向だとかってあって、やっぱり情報交換だとかそういうのをしながらで

すね、どっか上げたらまたあそこ上げたんで何とかってくると思うんで、これですねやっぱ横
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のつながりを大事にしていきながらね、決して金融機関の商売を邪魔するわけじゃないんだけ

れども、やっぱりこう行財政改革の一環もありますので、その辺については、しっかりとやっ

ていただきたいと思ってます。今、会計管理者しっかり日頃から勝負してるっていうかね、い

やそれはっていう風にね、上手になしているんだと思うんだけれども、具体的に例えば手数料

の引き上げの要請があるのか。例えば、金融機関振り込みの手数料ありますよね。派出のそう

いう手数料っていう補助も出てますけども、どこの部分求められてるかだけ伺いたいと思いま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 会計係長。 

○会計係長 具体的に来ておりますのは、やはり人件費がかかる。窓口の収納手数料について要

望が来ております。それだけには限らないですが、やはり金融機関において人件費が多く負担

があるんだと感じているところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 質問変えます。交際費、令和６年度で８６万８，０００円の執行、当

初予算１５０万ということで、やっぱりね、お付き合いのあれも変わるんだけれども、やっぱ

りいろいろと行けば、やっぱり当然お金がかかってくるとは思いますが、５年度の予算から６

年度の予算については、１５０万から３０万増やしてます。ただその中で、今回執行が減って

いるていう、不要額が多くなってる。これについてどのような分析をされているか伺いたいと

思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 交際費につきましては、町行政の推進に必要な意見交換など、また町長の協力関係

を構築するために必要な経費として、町内会や各種団体の総会ですとか、記念式典のお祝いで

すとか、敬老会など地区行事にかかるお祝いですとか、その他事業執行上必要な外郭団体と懇

談会をやったら経費でとしてですね、昨年度と比べていきますと、令和５年度まで配布してお

りました年末のカレンダーですとか、そういうのを一部やめたりですね、昨年は火事のお見舞

金の支出の部分が減ったということで、そのようなに減っている状況となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。平成３０年、古い話であれなんですが、平成３０年

度の予算ではですね、執行額から４３２万７，０６０、ごめんなさい。違う。そんなに高くな

いわ。平成３０年交際費２９４万２，０００円。それから比べると随分こうあの予算絞ったと
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いうか、縮小してるなっていうことで、それはいい意味でもあるんだけど、さっきの研修と一

緒で、必要な部分はやっぱり使うべきだと思うんですよね。ただそんな中で行財政改革の一環

として、今後交際費についてですね、どのようにお考えなのか。平成３０年で１９０万と比べ

ると、今１００万くらいですね。シーリングを設けるのか、町長がいくら頑張っても１００万

で足りるのか、１５０万必要なのか。まあ色々ねあるかもしれないんで、せっかくなので行財

政改革推進室長に伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 行財政改革推進室長。 

○行財政改革推進室長 まず平成３０年と、今の現状では、理事者違いますので、行動範囲も違

ってきてるのかなとは思っております。で、今後の交際費ですが、一応予算組みとしては、あ

る程度形で組みたい。１５０積んで、積み上げはほとんどないんですよね。その中で、町長・

副町長がどのような活動されてるのかということで、必要であれば補正で対応という形で進め

て行きたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。２款１項２目一般管理費、５０頁の備考欄３、行政区長・

町内会長等事務取扱交付金。こちら交付金との事なんですけど、行政区長・町内会に係わるこ

とはここしかありませんので、ここら辺のところ、委員長ご理解いただければと思っておりま

す。毎年、行政区長・市街地区町内会長会議が実施されていますけども、事業内容等説明する

形、こういった形では、最適な会議かなと思うんですけども、市街地区と農家地区地区、ここ

ではやはり異なる課題があるなというような認識をしているところであります。したがってこ

の、特に市街地地区ですけれども、やはり別な会場を設けて実施することも必要ではないかな

と思っておりますので、その辺の考え方もお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 行政区長会議につきましては、毎年４月と１１月、役場の方で実施させていただい

ております。今御意見頂いた、市街地とその他の地域では会議室を分ける必要があるという事

につきましては、今後各行政区の皆さんたちの意見も参考にしながら慎重に進めて検討してい

きたいと考えています。 

（「はい」の声） 

○委員（青田知史議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） この市街地区４つの日常圏域では、１つの圏域と考えられております
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けども、やはりこの、町内会あるいは行政区といった形で、農家地区は違うとあろうことかと

思います。したがって、特に町内会は任意団体ではありますけども、やはり口出しが出来ない

といった消極的な発想ではなく、行政が主導して議論する場を作っていくと。このようなこと

も必要かと思いますので、その辺のことについて再度お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長 

○総務係長 さまざまな意見もあると思うの部分ではありますが、町内会の加入率も毎年９０％

代で推移しているんですけど、減っている事実もございます。なかなかこういう特効薬ってい

うのは、あんまりすぐ思い付く部分ではないんですけども、まずは住んでいる方がですね、自

分たちのことは自分たちでするという気持ちを優先しながらですね、進めていきたいと思いま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） そんなこともありまして、市街地区の行政区毎の人口推移を資料とし

て提供していただきました。出していただきました。やはりこれを見ていくとやはり人口の増

減をみていきますと、行政区ごとに違いもあると。そんな形で町内会、こちらの方に落とし込

んだデータを将来推移。こういったことも必要になってくると思っております。町内会、行政

区のあり方、これを町民主体で議論すべきところではありますけども、やはりこのきっかけづ

くりを行政からやってほしいなと。こういうような思いをしていますので、その辺の考え方を

再度お伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 きっかけづくりにつきましては、今回資料の提出もさせていただきました、行政区

ごとの世帯数と人口構成ですね。こちら作成して頂いた際にですね、市街地区のみ作成させて

いただいているんですけども、それ以外のところの資料作成も同時に進めました。確かにです

ね、市街地以外の人口の減少っていうのは本当に進んでおりまして、課題も市街地とそれ以外

では必ず違うというところも見えてくると思う部分でございます。きっかけを与えるという所

につきましては、行政のほうでももちろん進めて行きたいと思いますので、皆さまの意見をち

ょうだいしながら進めていきたいと考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。２款１項２目一般管理費の備考欄の行政区会館運
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営費補助事業です。行政区会館の補修事業なんですけれども、あの、資料の中でですねこの行

政区会館の築年数というのがありますけれども、あの、把握できていない築年数のところがあ

るんですけど、町が管理、町といいますかね町所有でないからという訳ではありませんけど、

そう言わずにですね、ある程度築年数ですとか、把握しておくってことは大事だと思うのです

が、その辺いかがでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 ただいま御指摘にありました、建築年につきましては、令和７年度にですね、一括

交付金でにすねこちらの事業、考案する際にですね各地域にアンケートですとか、聞き取りの

方して実施しておりますので、今後整理のほう進めてまいります。よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） 今回ですねこの決算で出て、数字出しておりますけども、ここ近年の

推移ですね、この補修等の推移なんですけども、これ、増えてきてるのかどうかですね、築年

数これでいきますと、多分、稲転の例えば会館なんかですと大体昭和５０年代だと思うんです

ね。建築されてると思うんですけども、かなり補修の額っていうのはだんだん増えてきてるん

じゃないかと思うんです。その辺の推移というのはどうでしょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 補修の推移につきましては、令和６年度につきましては１２６万１，０００円と

少しづつ年々増えている状況ではあります。ご指摘頂きましたとおり、築年数５０年を超える

ところ増えておりまして、屋根の部分ですとか、水の部分ですとかがそういうところも増えて

いる状況となっております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の５３頁から５６頁まで。第４目車両管理費から第６目情報管理費までについ

て質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。５４頁、２款１表５目財産管理費の２番目、スマ

ート行政推進事業についてお伺います。先ほどからご説明いただいておりますけど、勤怠管理

システム導入費として委託料が予算では約３４０万円だったんですけれども、実績っていうか
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決算では１５５万１，０００円の決算額となっているところでの、減額になった理由について

お知らせ頂きたいのと、また。 

○委員長（保田 仁議員） 高田委員、１問１答です。 

○委員（高田紀子議員） を、お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 そちらの減額の理由につきましては、当初ですね令和６年度中に導入してランニン

グコストの方も計上していたんですけども、ちょっと導入に時間を要しましてランニングコス

トは令和７年度からの発生という事で、そちらのほうの減額部分になってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） ではですね、何月頃から導入されていたのでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 構築のほうを完了したのが、３月のほうになっておりまして、導入自体、本稼働と

いう意味での本稼働は令和７年度４月からになっています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。じゃあ令和７年度からっていうことですね。では

ですね、現状なんですけれども、今の現状において、報告書の中で、この入れたことによって、

先ほどから説明がありましたけれども、勤怠、休暇とかそういうのが自分自身であったり、管

理職が理解できるようになったっていう状況の中で、今後この中でデータとかが出てくると思

うんですけれども、これをどのような働き方対策に使っていこうというような考えがおありで

したらお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 システム導入によって、重ねてのご説明になりますが、そういった見える化という

のが進むことで、自身の意識のほうも、大きく変わるかと思っております。そして管理職のほ

うもですね、そういった体制が組みやすくなっていくということもありますので、そちらの自

身の働き方の振り返りですとか、そういったことに活用を進めていただきたいという風にも考

えております。でも、その課の現状というのを、一目で把握しやすくなっておりますので、状

況に応じて配置の方にも検討材料となっていくと思います。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。ご返答ありがとうございます。それぞれ結局、デ

ータがそろっていくことによって、年間のお休み状況っていうのもまた分かってくるし、本人

のさっきのお話ししましたワークライフバランスの中での休みっていうのも、出てくると思う

ので、そういった中で、美瑛町の場合は、イベント等が多いので、休暇というかお休みのとき

に仕事をしなければいけない状況が今年なんか特に多い状況ですので、そういった年度計画の

中でも、どういう事業があって、どういう風なお休みに仕事をしなきゃいけないっていうとこ

ろは明白になってくると思うので、そうすると、誰がどういう風な状況、先ほど言った介護休

暇とか、それこそ育児休暇とかも男性の取りやすいような方法も考えていかなきゃいけない状

況になっていますので、これをベースに、計画的なというか、そういうことを目安にした計画

性を持った働き方改革を考えていただきたいと思っています。そういう方向性での考え方は、

をもう一度お聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 ワークライフバランスという面で、その男性の育休の取得のしやすさであるとか、

現状のお話をしますと、男性の職員は令和５年以降からですね、男性職員、子どもが生まれた

場合には最低１か月の休暇を今のところ、全員取得しているような状況ではあります。そうい

ったところで、システムの導入によってですね、議員おっしゃるようにですね、取りやすい環

境づくりっていうのを繋げていくという事は大変重要という風に考えておりまして、今後令和

７年度のお話ではあるのですが、美瑛町職員のワークライフバランスの推進に関する指針とい

うような形で、職員の皆さまに考えの方をお示ししておりますので、そちらの方も守っていき

ながらですね、環境整備を進めていきたいと考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○６番（青田知史議員） よろしくお願いします。まず２款１項４目の車両管理費、こちらのほ

うのですね、備品の購入として、今回計上となっています４３１万３，０００円、どのような

スペックのどのような車両を購入しているのかお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 令和６年度に購入しました車両につきましては、ＥＶ車で前輪駆動のオートマの

車になっております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁いただきました。これも、いつも言う話ですけど、やっぱり町の

ほうのですけどね来客がいらっしゃた時に乗る車ですね、公用車が必要なんじゃないかと。例

えはよくないんだけど、あの町でアルファードだとかって言い方をされるんですね町民もいら

っしゃったりするので、その辺考えていく時代なのかなと。町長がですね、１期目車を替えま

した。ノアか何か入れているかと思うのですけど、それもそろそろ耐用期間そろそろだと思う

んだけども、ガタが来た時に乗せられる、例えば旭川で会合があった時に、きちっとこう正面

につけられる立派な車をですね私は町長に乗せたいなと思うのですが、担当係としてはそうい

うような考えがあるのか、ないのかお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 具体的な社名まではちょっと控えさせてはいただくんですけれども、少し大きめの

車ですか。そういうのも町のほうで２台所有している状況でございまして、委員御指摘のとお

り走行距離もでてきましたし、年式のほうも大分経ってきました。なのでもちろん理事者の御

意向もあると思うのですが、担当といたしましても更新という意味で、町長だけが乗る車と認

識しておらず、職員皆で使える車両というものを検討していきたいと考えているところでござ

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁頂きまして、質問を変えまして、スマート行政推進事業について

伺います。スマート行政、本町のスマート行政という定義でいうと、恐らくそのキャッシュレ

ス決済システムがあります。会計年度任用職員のシステム、企業システムを導入しました。そ

して、ワンストップ窓口をやりましたっていうことで、いろいろ考え方あると思うんですね。

スマート行政、一括りにしにして、その中で、スマート行政の、定義、担当者としてどのよう

にお考えか。定義ですね。その辺について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 スマート行政の定義という所ですが、１番は町民の方が１番スムーズにストレ

ス無く、ミスなく業務手続きできるというところが１番だと思っております。そして次に、や

っぱ職員もですね、業務省略化によってですね、ミス無くし、ミスもなくなるということと、

あとですね業務効率化してワークライフバランスを保てるということを二つ定義しています。

以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） 令和６年度で様々な取組をしました。それで登山に例えたら何合目ぐ

らいまで、本町のスマート行政がですね、達成してるのか。まだまだこれから先５合目くらい

なのか、まだまだこれからやらなきゃならないのか。一定程度やったら、スマート行政、町民

に恥じることなく、理解ができるものがあがってきているのか。だいたい山に例えたら何合目

くらいなのか。登山に例えたら何合目くらいまで来ていますかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 課としてはですね、一応、まあ個人的な意見になってしまうかもしれないんで

すけども、おそらく３合目くらいだと思っております。っていうのはですね、どんどんですね、

ていうのはですねどんどん、我々が整えていくけど、いたちごっこじゃないですけど、どんど

んどんどん我々が想像つかないようなですね、技術革新があります。それで、なので恐らくス

マート行政についてはですね、頂上にいくことはないと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） すばらしい回答というか、いやいいこと言うなと思って聞かせてもら

いました。私もそう思ってるんですよね。技術革新ときちんとやっぱりそのサービスと行政の

ずっと進んでいっても、なかなか到達することないのかなと思います。ただその中で民意のハ

ードシステム、ディステムなんか個人的に関心持ってるそういうのもあったりだとか、今いろ

いろ出てるんでねそれどっかで研究してもらいながら、町民のためにですねそれをしっかりと

還元してもらいたい。その思いがありますけれども、令和６年度のそん中で、ちょっと肝にし

てた部分、何というかな。自己評価というかで結構です。課としてじゃなくて、担当としてこ

れだけをやったっていうのがあってそういうのがあれば、お聞かせ頂いて、それは多分３割の

中の１５％、２０％、これだけをやったっていうのがあればですね、あと今後こういうことも

やっていきたいんだっていうのがあればお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 一番、一番ということですかね。一番ということでしたら、一番はコンビニ交

付だと思います。やはりほとんどの住民の方はですね、私もおそらく一番、一番小さい頃とか、

社会人になった時に一番必要なのは、住民票とか所得証明とか取ることだと思います。ただ、

役場が空いてる時間しか今までとれなかったんですが、今変わることによってですね、日本全

国どこでも、時間は２３時までなんですけど、そういうところでですね必要な時取れるという

ことで、メリット。それが一番の町民の方にとってメリットだと思います。今後ですね今、契
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約とかですね入札とかですね、結構どんどん電子化になってまして、そういうところもですね、

結構そこの業務がですね、かなりですね、業者の方にとってもですね、こっちの方の職員にと

ってもですね、書類上に時間が掛かるんですよね。その辺をですね工夫して効率化していきた

いと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁いただきました。質問変えまして、庁舎維持管理事業５，９６１

万８，０００円のうちの修繕費について伺います。これ恐らく維持管理、優先順位付けて修繕

取り組んでいると思うのですけれども、もし６年度でやろうとしていて見送りになっていると

か、本当はやりたかったんだけどできなかったものがあったのか。予算の中でもしかしたら先

送りしているものがあったのかのかもしれないんだけど、そういうものがあったのかどうか。

十分な修繕ができていたのかどうか。その辺の認識を伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 只今御指摘いただきました部分につきましては、庁舎の冷暖房の修繕ですね、これ

がかなり高額になるもので、６年度の部分につきましては最低限修繕ということで、今後です

ね工法等踏まえながら、既存の部分を活かしていきながら新しい形っていうものも検討してい

きたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁いただきました。続きまして、情報管理費の２番、情報戦略推進

事業と、７番、公会計管理事業について、二つ伺います。まず一つ目、情報戦略推進事業、こ

ちら情報戦略推進という中では、ちょっと比較的金額のほうがですね、少なかったのかなと思

うんですけども、まずどのような効果があったのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 こちらはですね、ちょっとアドビっていうソフトのライセンス料と、まあどち

らかといえば音楽とか、あとですね、映像とかですねプロ並みに色々作業ができるというソフ

トで、そういう町として発信していくためにですね、皆さんが総務課で一つライセンスを持っ

ているというものになっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） ライセンス料、プロ並みにという事で、これは期待してよろしいです
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か。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 プロが使うものに、ライセンスになります。まあプロが使っているかは別とし

て、プロが使うものになります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁頂きました。公会計管理事業についてございます。これ、例年、

財務書類の作成のための費用という風に考えているんですけども、これですねこれ契約先、お

そらくずっと１社。何だか吉岡というところでずっとやっていると思うんですけど、これ他の

ところでやるっていう事は、あまりないのかなって思ってですね、要は専門的なところだから、

必ずやっぱりここっていう風にほとんどの自治体ここしかやってないよ思うんですけど、より

何かこう、使いやすいだとか、そういう風に色々こうこう思い入れとして、そこでなきゃダメ

だとか、他のところもあるのか、検討の余地があるのかまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちらの業者じゃなきゃいけないということはなくて、実際には他の業者さん

からもお話は伺って検討した状況もございます。今後どうしてもこちらの調査についてはずっ

と今までもやってて、美瑛町のデータもすごく蓄積されてるとこなので、分析等をするにも、

やはりデータベース、持ってるってことであるので、メリットは大きいのかなと考えていると

ころがあり、他にも考えることはできると思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○６番（青田知史議員） 答弁をいただきました。まあしっかりとした会計事務所だから全然、

絶対的な信頼があっていいんだけども、なんとなく財務処理を暦年見ていくとフォーマットが

あって、数字を入れて、そういう文章が出来上がってそういうところ、パックでなんかできた

ような気がして、何となくそれが町から数字を出したら、割とそこそこ簡単に作っちゃってい

るんじゃないかなって、そういう風な印象があるんですけれども、だからこそ、町のほうから

いろいろしっかりと注文を出してって、より精緻化だとか、あとより分かりやすくだとかって

いうことを反映してもらいたいなと思っておりますけど、それについてのお考えを伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 委員からお話が前からもあったように住民の方に、分かりやすい公表のほうと
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いうことで、その点に関しては今協議を進めて、どのような形で町民のほうに周知をしていく

のかというのは考えているところでございます。また精緻化、今お話もあったんですけど、国

のほうからも精緻化のほうはどんどん進めなさいよという話や、所有財産の整理も今後してい

かないといけないというところも通知でされてますので、より一層内容の精査、また周知の仕

方っていうのは考えていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次行きます。 

決算書の５７頁から６２頁まで。第７目地域振興費中、備考欄９、自治推進委員会事業１、

東部地区コミュニティ施設（仮称）。ごめんなさい。１１、東部地区コミュニティ施設（仮称）

整備事業及び１５地域プロジェクトマネジャー管理事業について質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。２款１項７目地域振興費、こちらの６０頁の１１、

東部地区コミュニティ施設整備事業。それから、１５の地域プロジェクトマネージャー管理事

業についてお伺いいたします。まず、東部地区コミュニティ施設。こちらの整備事業、こちら

に関してですけれども、この施設は子どもから高齢者まで、多くの世代が集う多様な活動拠点

として将来にわたって活力ある地域づくりに資するために設置をする複合施設。こういった定

義がなされています。公民館分館、こちらの問題なんですけれども、ここはこの地区には２か

所あったと思うのですが、この辺のところの議論が中に入っていないなと思いまして、その辺

のところをどう考えているのかその辺のところをお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 公民館分館との協議につきましては、地域のコミュニティを形成する上で大変重要

な部分だと思っておりますので、実際中に入っている方には、分館長様、分館主事様も含めて、

同じ話の中には入って頂いておりますので、情報の方は共有できて、想いですとかやりたいこ

とっていうのはお話できているっていう認識でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。人員的にはこの中には入っていただいてると思う

んですけど、公民館事業。こちらの方なかなか見えづらいなと思ったんで、そこんところの疑

問なんです。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 総務係長。 

○総務係長 失礼いたしました。公民館の事業につきましては、文化スポーツの方とも連携して

いくことにはなるんですけど、今まで独自で進めてきた公民館の事業というのが必ずあると、

あるんですよね。教室の部分ですとか、分館でやっているお祭りの部分ですとか。そういうと

ころもですね、引き続き、この中に入ってもですね、上手く運営できるような支援ですとか、

お手伝いっていうのを考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。なぜここにこだわるかといいますとですね、やは

りこの、この事業を四つの日常生活圏、圏域。この次の考え方につながってくるなとこういう

ことを考えています。 

次の仕組み作りですかね、そんなスタートになる事業であると認識しているもんですから、

地域共生社会実現に向けた取組であると。こんな認識でいます。したがいまして、美瑛町の将

来ビジョンのモデル地域、こういった位置付けであると、こういった認識をしています。した

がいましてこの辺のところを、他地域への展開を視野に入れて取組をしているのかどうか。こ

の辺のところにつきまして質問させていただきます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちらの事業につきましては議員御指摘のとおりですね、新しい自治の在り方

という部分について、本町ではこれまで進めて来たですね住民自治の形とは違うアプローチを

しているというような状況となります。全国的な事例を見ましても、こういった過疎高齢化が

進むですね、地域に対して、地域運営組織といういわいるその組織を設置した取組がですね、

今後の持続的な地域の暮らしを考える上で重要なものだという形で、本町におきまいても、全

国の事例等を参考にしながらですね、進めてきた所でございます。今後この取組がですね、全

ての本町における地域に有効に行くかどうかという部分はですね、その地域がどういった状況

にあるか、お話合いの進め方ですとか、そういったものもですね東部地区で進められているも

のが全ての地域において、うまくいくものであるかどうかという部分についてもですね、行政

側としましては検証しながら進めているところではございますが、引き続きですねやっぱり大

事なことは住民の皆さんが主体になって、自らの地域を住みやすくしていくということについ

てですね、しっかりとしたお話合いと体制づくりのもとに、行政側は活動する場所ですとか、

支援する人材ですとか、まあ資金面を含めてですね、ご支援をしながら、お互い役割分担をし

ながら進めていくことが重要かなと考えておりますので、引き続き事業を進めて参りたいと考
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えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはりこの町民主体、こういったことには重視し

て頂きたいと思っております。この中でですね、アクションプラン。地域活性化計画、こんな

策定も考えられておりますけれども、以前に田園回帰１％戦略といった形で、人口ビジョン、

こちらの方の重要性を提案させて、やらせてもらったことがあります。こういったこともこの

データベースしっかり取りながら、またここにつきましては、農地の課題もあるのかなと思っ

ております。こんな形で農地を三つに分けて、熊への対応、こういったこともあろうかと思い

ますけれども、やはりこの耕作をして田畑をしっかり管理していく地域。それから耕作をやめ

るが、草刈りなどをして管理をしていく地域。それから三つ目は、利用を諦めて、徐々に森に

帰していくと。こういった３点の思想が大事かなとおもっておりますので、その辺のところを

考えていく時期にきてるかなと思っていますので、その辺についての考えもお伺いしたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 東部地区の３地区につきましては農村地帯ということで、現在農業の基盤整備

事業ですとか、また町道整備事業ですとか、そういった生産基盤や生活基盤の整備についても、

公共事業がかねてより進められている、重要な地域であるかと認識しております。農地を含め

た土地利用全般の考え方についても、地域の皆さんでそれぞれ農事組合の方ですとか、これま

で議論等をされてきているところでございますが、現在この東部地区のコミュニティ施設の事

業の中ではですね、より生活に密着したというかですね、地域共生社会を進める上での、そう

いった議論のほうが中心的にされておりますが、今後そういったいろんな側面からのですね、

話合いも進んでいけるような形で、いろいろな人が関わるようなですね、話合いが進めるよう

な体制づくりに努めてまいりたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） 質問を変えます。続きまして、備考欄１５の地域プロジェクトマネジ

ャー管理事業、こちらにつきましてお伺いをいたします。この総務省の資料によりますと、重

大プロジェクトを前提とした制度であるよと、こういった認識のもと本町においては、重要プ

ロジェクトとしてあげているのは、１つ目には関係人口創出事業。それから２つ目には、テレ

ワーク推進事業。３番目として、地域おこし協力隊管理事業。４つ目には、まちづくり寄附管

理事業。こういった形で重要プロジェクトとして挙げておりますけれども、やはりこの地域お
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こし協力隊。こちらにつきましては、やはりこの地域プロジェクトマネジャーの活動、ここが

重要ではないかなと思っておりますので、この今までやって来た活動をどのように評価してい

るのか、その辺ところのの考えをお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 地域プロジェクトマネジャーの活動、地域おこし協力隊のサポートという面での活

動につきましては、各課で、本町では各課で振り分けられた隊員の方に、総合的な支援という

形でプロジェクトマネージャーの方に、活動の支援をお願いしております。また、起業の３年

後の企業を見据えた相談ですとか、あとは、様々なスキルやつながりを持つ人材でしたので、

人材の紹介ですね町内の重要な方との繋がりですとかやっていただいて、結果的に協力隊のほ

うも、令和６年度には退任される方、任期満了で退任される方も多かったですが、そこの地域

の定着率も地域の定着率の向上にも繋がっているという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。やはりこの地域おこし協力隊の人数も増えてきてまして、

ここの隊員をサポートする地域プロジェクトマネージャー、このようような人材が今後とも必

要だなと思っているんですね。その辺の所を考えて、指導して、どのように今後考えていくか

その辺の所の考えをお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 実際、現在のところ令和７年度で地域プロジェクトマネジャーの予算計上はないで

すけれども、プロジェクトマネジャーのほうで活動してきた内容がですね、今現在いる協力隊

の方々には、考え方もそうですし、そういうミーティングの仕方だとかそういったことが定着

してきております。また職員係のほうでもですね、こういったことを参考にプロジェクトマネ

ージャーが活動してきたことを参考にしてですね、今後もサポート体制というのを考えさせて

いただきたいという風に考えています。参考にさせていきたいと考えています。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石議員。 

○委員（白石久代議員） ７番、白石です。よろしくお願いいたします。今の八木委員と全く同

じ５０頁の、すみません。６０頁の地域プロジェクトマネジャー管理事業、１５番なんですが、

資料を出していただいて、一人に支払われた金額、そして、事業内容とか効果が書いてありま

す。説明のところに柔軟な配置としているということで、４つ大きく述べられているのですが、
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最後の言葉で、円滑化を図った、連携を図った、事業をサポートしたという非常に分かりにく

い成果、見えにくい成果だと思うのですが、これは何かあの評価の基準とかございますでしょ

うか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 地域プロジェクトマネージャーの活動についてですけど、まず主な活動として、関

係人口の創出事業っていうのがあるんですけども、もともとその関係人口の創出という面で考

えていくと、なかなか成果の方が具体的に見えづらいっていうのは、性質としてあるのかなと

は考えています。ただ、そういったコ・ワケーション・ビレッジにおける、ファシリテーター

役を担っていったりですね、また先ほども述べましたように、様々なスキルですとか、繋がり

の方を持っている人材でしたので、これまでにないようなイベントですとかを多く開催してい

ただいて、まあ多様な人材を交流を図ることで、新たなコミュニティが出来上がって、また町

の可能性を広げるようなきっかけとなるような活動をしていっていただいています。ちょっと

表現として、具体でないっていうのは、理解できるところかなとは思うんですけど、多大なる

町への影響は及ぼして頂けたのかなという風には考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ７番、白石です。答弁頂きました。この、すみません。以前に説明を

受けたかもしれないんですが、会計年度職員ということは、更新ということで翌年度は分から

ないということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 この地域プロジェクトマネージャー制度を使っての会計年度任用職員としての雇

用としては、３年間という風な期限が決まっておりますので、そこでの雇用は令和７年度につ

いてはしていないということになります。 

○委員長（保田 仁議員） 質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 同じく１５番、地域プロジェクトマネージャー管理事業について伺い

ます。あの、関係人口、曖昧模糊、そしてとらえ方が難しいと。それで可視化するために、今、

ふるさと住民登録制度っていうこれから令和７年度から執行、始まります。それで今回の担当

係長としての評価で結構なんですけれども、このプロジェクトマネジャーは、関係人口の例え

ば関係人口の定義としてもね、二拠点居住した人、他拠点居住をした人を指す場合もあれば、
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美瑛町の生産物を買うっていう方も入れば、たまたま関心を持ってもらって、来訪者として観

光者として来るだとか。関係人口増やしたっていうことであって、どのくらい、どの部分が増

えているかって。ちょっと難しい質問だと思うんですけど、このプロジェクトマネージャーは

何をやったのかってところですね。どのような認識でおられるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 実際この地域プロジェクトマネジャー、関係人口としてどのくらいの数値で増やし

たのがっていうのはなかなか実際に関係人口創出事業としましては、別の事業で小事業化され

ていて、そちらにコミットしているというものにはなるんですけど、そちらの成果としてはち

ょっとまちづくり推進課の方で所管しているとのこともあり、具体的な数値についてはちょっ

と把握できていないところではあるんですけれど、まあさまざまなですね、行政の運営、行政

の課題としては広範なところに目を向けて活動して頂いているという風に思っています。ちょ

っと具体的な数値というところでは、あのお答え出来ないんですけども、活動の内容としては

大変町の発展に寄与していただいたのかなという風に思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 青田委員。 

○委員（青田知史議員） 名誉町民になって、町の発展にした、寄与した浜田町長っていうまで、

町の発展に寄与してそこまではないと思うんですけど、そこまではない。町の発展に寄与する

っていうことではないと思う。それだったらね、職員にこう招き入れてやっぱしっかりやって

もらわないといけない。ただ私が一番聞きたいのは、偏りがなかったのかっていう。例えばね、

エリアであるだとか、その方のやり方がそれぞれあるんだけれども、本当にこう町のベクトル

があってね、進んでやってくれていたのか。それはまち課のほうかもしれない。ただこれ原課

としてお金出てるのがねここなんだから、どのような評価してるかっていうところ、ちょっと

ねまち課のほうが担当ってね、小事業としてやっているからってそういうことじゃなくて、担

当係として結構なんだけれども、どのように見えてたのか。それともまち課のほうに任せたか

ら、見えてなかったのか。簡単で結構なんですけど答弁求めます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 地域プロジェクトマネジャーとしてですね、町がやっていきたい方針だとかそうい

ったことはあって、それに向けての活動になってくるんですけれども、実際に地域で活動を進

めていく地域に入っていくにあたってですね、見えてくる地域課題ですとか、そこには自分の

得意分野等も含めて、今の美瑛町に必要であるという風に感じることについてですね、都度都

度その担当課と関係課で協議を重ねて行った上で、事業を引っ張っていったっていうところが
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あるので、まあそういったことで、地域プロジェクトマネジャーと関わるところで効果的な成

果としてはスポットスポットで見れば、注力して事業に関わって頂けたのかなとは思っており

ます。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。 

それでは、１１時５分まで、暫時休憩にしたいと思います。 

（休憩宣言 午前１０時５１分） 

（再開宣言 午前１１時０５分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

次に、決算書６１頁から７０頁まで。第８目地域おこし協力隊事業費中、備考欄１３地域お

こし協力隊管理事業について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。２款１項８目、７０頁、２番、地域おこし協力隊管

理事業ですけど、これ予算は１，１７８万３，０００円で、１０人取る予定という風なされた

んですけれど、今回５４０万、約半減してるんですけれど、これ何人結果、結果のところ何人

来て、何人って、何人来たっていうことなんでしょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 こちらの費用につきましては、地域おこし協力隊のインターンの事業における費用

を計上しておりまして、地域おこし協力隊インターンの事業数としては、お試し地域おこしも

含めて４事業のほう実施しております。そのうち、実際に参加された人数につきましては、１８

名いらっしゃるというところになります。そして日額１万２，０００円を支給して、そちらの

報償費として、支出しております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） いや、何か予算だと１２人で１，１７８万円なんですよ。それが今回

１８人で、５４５万って、何かおかしくないですか。説明をもっとお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 こちらですね、予算の計上としては、実際に事業を行うに当たって任期というのが、

例えばお試し地域おこし協力隊であれば、２泊３日から２週間、そしてインターンであれば２
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週間から３か月という風な期間で、計算をしておりまして、そのうち計上としては、現状とし

ては、期間のほうを長く見積もった上で計算をしておりまして、実際に応募が来た段階で、そ

こまでの滞在は難しいというところで、実績として反映されていたという風な内容になります。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。２款１項８目、地域おこし協力隊管理事業こちら

のほうの地域おこし協力隊管理事業、こちらのほうについてお伺いいたします。ここはより精

度の高い地域おこし協力隊を採用するきっかけとなるのが、このお試し地域おこし協力隊。そ

れから地域おこし協力隊インターンだと思うんですけれども、令和６年度はどのような状況だ

ったのか。先ほど１８名というのはこれ両方含めての人数だったのか、その辺のところをお伺

いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 人数としては両方含めての人数となりまして、内訳としては、お試し地域おこしが

６名でその他、インターンのほうで１２名という風な内訳になっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。続きまして地域おこし協力隊校の一般的なところ

ですけれども、総務省の地域おこし協力隊取組ハンドブックこの中では、地方公共団体にとっ

ての導入効果というところで、行政ではできなかった柔軟な地域おこし策。それから住民が増

えること。これは隊員が増えることによって地域が活性化するんではないかと、こういった言

われ方を抜粋したわけですけれども、あります。本町にとってもやはりまちづくりの突破口を

開く人材となる、こんなことになることを期待はしているところでありますけれども、今後は

拡大方向なのか現状維持、あるいは減らしていく、減らしていく方向なのか。その辺のところ

につきまして、今後の展開をどのように考えているのかお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 地域おこし協力隊については、令和６年度については５名の方が退任されておりま

して、そのうち、４名については町内で起業をしたりだとか、就職をしたりということで、定

着につながっております。また、現在としては令和７年度現在としては、総勢ですね、１０名

の協力隊が在籍しているんですけれども、今後においても町のですね課題について必要性に応

じて、地域おこし協力隊の力を借りることがあれば、また、積極的に活用をしていきたいとい
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う風に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 分かりました。それからあとはですね、この地域おこし協力隊、こち

らのほうは積極的に活用してある地域づくりこれから進めていくべきではないかなと考えて

おります。それから今お話ありました、任期満了後の問題であります。こちらは町内で起業す

る人たちへのサポート体制はきっちりできているのかなと、こういった面であります。例えば

ですがもう既に経営されてる方おりますけれども、経営面、あるいは販売促進面。こういった

ことで、きっちりこのサポートする仕組みができているのかどうか、その辺のところをお伺い

いたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 退任後のサポートという面ですけれども、事業としてはですね、地域おこし協力隊

の起業事業承継の補助金という風な形で町内で活動される方については上限１００万円を補

助金として支出させていただいております。その後の経営ですとかそういった専門的なサポー

トという面では、ちょっとまだ具体的に取り組めている状態ではないんですけれども、そちら

のほうも、今後また町内で起業されて活動をされていく方増えていくと思いますので、何らか

の検討を行っていきたいという風に思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） あとは最後にですねちょっと気になるのがですね、例規集、こちらの

ほうの関係なんですけれども、我々はきっちり考えていかなきゃならんのは、法に基づいて動

いてるかどうかと。常に心がけているのは、ちょっと待て法にはいかないと、こういった気持

ちで毎回取組をしてるわけですけれども、こちらの法令あるいは例規、ここにきっちり記載し

ていくべきではないかなと思っております。ここで地域おこし協力隊の設置要綱、こちらの機

能、何日か前に見たらちょっと例規集に載ってないんで、この辺のところ大事なところだと思

うので、やはりきっちり記載して、条例、規則に並ぶ要綱もきっちり重要なものについては記

載していくべきではないかなと思っておりますので、その辺のところを最後にお伺いいたしま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 職員係長。 

○職員係長 委員ご指摘のとおりですね、そういった制度面についてのしっかりとした公表の体

制ですとか、そういったことが必要かと思う、考えております。ちょっと今の現状として、要
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綱のほうが令和２年度につくった当時のままというところで、現状に即した形で改正というの

も検討しながらですね、今後、またそういう風な例規集に記載するなどといったことで取組を

進めてまいりたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の７３頁から７６頁まで。第１１目火山砂防情報センター費及び第１２目災害

対策対策費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） よろしくお願いします。２款１項１１目、災害対策費、備考欄のほう

に掲載ないですけども、令和６年９月に美瑛町国民保護計画が平成１９年制定されたものが久

方ぶりに改定になっております。それで、当初ですね、予算令和３年度４年度ぐらいまでは、

当初予算に３万円ぐらい計上になっていて、今回やっぱり費用等が発生してないっていうこと

もあってですね、予算計上になってないかと思うんですけれども、このあたり、現状どのよう

な議事録等もですねホームページが掲載なってるんですけれども、非常に大事なことなんで、

現状どのようなですね取組が進まれていて、今後どのような展開が予想されているのか。想定

しているのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 美瑛町の国民保護計画につきましては会議のほうも、実際令和６年度させてい

ただきまして、報酬のほうも用意してたんですけども、委員さんがですね、公共の役場の関係

ですとか、開発開発の部分ですとか、ということで報酬を辞退したという経過がございます。

当初予算から組むようにいたしまして、変更の必要がある場合は速やかに会議を開いて変更し

ていくという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 委員の構成の方見るとですね、やはり自衛隊の方警察の方だとか公的

な官公庁の方中心に、要は所管というかね、関係部署、機関が構成しているというところで、

ただ町民の方がやっぱりこう入ってそれで改めてですねその国民保護計画、美瑛町の保護計画

について理解を進めてもらうと。これは非常にですね日陰の部分にあって、なかなか目につく

ようなものではないんですよね。ただ、何かあったときにやっぱりこそ国民とか町民に対して

のいろいろ協力を求めたりだとか制約もあったり、あるいはその２４時間体制で職員が連絡や
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りとりすることも想定しているような計画であり、行動計画かな。であったりするんで、その

辺りについては町民の方の理解必要のために、構成の中に町民の方に入れるほうがいいのかな

と思ってましてそれ、課題かなと思ってますけどその辺りについてどうお考えか伺いたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 今頂きましたとおり、町民目線というのは非常に重要な視点だと思いますので、

中に入れるに当たりましては委員会の中での協議ももちろん必要になりますので、その辺慎重

に進めていきたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

質疑なしと認め、１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ２款１項１２目災害対策費、こちらの７６頁の備考欄１、防災活動事

業、こちらにつきまして質問させていただきます。やはりこの災害時のことを想定いたします

と、個別避難計画。こちらにつきまして質問させていただきます。こちらの中には、避難行動

要支援者の名簿の作成、この辺のところはどの辺まで進んでいるのか、お聞かせ願いたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 ただいまご質問頂きました名簿につきましては、保健福祉課のほうと連携いた

しまして、一時の集約のほうが完了している状況でございます。今後につきましては、各それ

ぞれがですね、障がいですとかに応じた避難個別避難計画というのを、一人一人こうつくるよ

うに進めていくという段階でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） あとはですね、今後の流れですけれども、やはり避難支援するのはや

はり最終的には地域の方々の支援を頂くということになろうかと思いますけれども、町内会あ

るいは行政区にこういった名簿の渡される方向性なのかどうなのか。その辺のところの考えを

お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 最終的にお助け頂くには、もちろん地域の部分ですとか、町内会の皆さまの協

力がなくてはならない部分だと認識しております。ただですね町内会の皆さまへのお渡しする
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分には、個人の同意を得られたものというのが制約でついてるものですから、今後は、きめ細

やかな同意をとって進めていきたいという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 分かりました。それでは続きまして自主防災組織、こちらの設立状況、

どこまで進んでいるのか。また設立後、どのような条件があって、どのように進めていくのか、

その辺のところの考え方をお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 自主防災組織につきましては、現在４組織ということで展開していただいてお

ります。つくった後はですね、毎年防災の日に合わせてっていうわけではなくて、自主的にで

すね勉強会を開いたりですね、あと避難訓練のようなことで、我々職員もお声がけ頂きながら

進めている部分でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 最後に、一つはですね、やはり全体的な問題ですけれども、最近はゲ

リラ豪雨。こういったことでこちらも北海道でも起こるようになってきてますんで、その辺の

火山だけでなくこちらの防災体制もきっちり整えていく必要なんかあるのかなと思ってます。

これはやはり地域ごとにいろいろ特徴があるかと思いますので、その辺のところの考え方につ

きまして再度お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 実際にですね、エリアごとに気をつけるところが違うというのもありまして、

防災教室行くときにはですね、あなたたちが逃げるところはここですよとかっていうのを、洪

水、風それぞれ別にですね地図を見ながらですね、お示しして、理解のほうを深めるように努

めております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の７７頁から８０頁まで。第１４目諸費について質疑を許します。ただし、備

考欄１、美瑛高等学校教育環境振興補助事業に、地上デジタル放送受信障害対策事業、４地上

デジタル放送受信対策設備更新事業、８防犯協会支援事業、１２まちづくり寄附管理事業及び

１３企業版ふるさと納税推進事業を除きます。質疑ありませんか。 
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（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 興梠です。２款１項１４目諸費、３番、地域情報通信基盤管理運営事

業ですけれど、今回光ケーブルの増設っていうことでこれ予算のときも聞いたんですけれど、

結局のところ何回線増やしたんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 ちょっと回線んっていうような回線というような、ちょっと数はちょっとです

ね出てこないんですがですね、工事、工事にはですね、１０件の工事させていただきました。

そのうちですね８件については、１件のための増設工事。で、あとはですね２件については回

線自体が足りなくなって回線を新たに増設したという工事になります。以上になります。 

（「なし」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） これ光ケーブルで何か付け足して、付け足して、いつまでもだらだら

だらだらいつまでもやってて、今まで来たときが６，０００回線で４００件分ということだっ

たんですよね。これいつまでどうやってやるっていう計画で、いつまでやったら１００％にな

るのかという計画ですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 ちょっとですね、いまあの光ケーブルなんですが、基本、数的には人口以上あ

るんですけど、その場所場所でですね、数が足りなく、その地区、いろいろ数で組合せていか

なきゃいけないので、それで、お金を無限大にかければまあ数いるだ、何ですかねその地区に

よって、お金をかけて確実にすぐできるようにと過大投資をすればそういうすぐ引けることに

なると思うんですが、ただ、この美瑛町含めて人口が減っていく。あとは、どこの地域に人が

今後来るかって分からない状況で、ちょっと過大投資をするっていうことがですね、課題等し

か投資をすることが現実的ではないので、ちょっと今現状でですねそういうような足りないと

ころは増設していくというようなことをさせていただいています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。いやこれ私も３年ぐらい前に、栄町ですけれど、町

なかでケーブル付けるのにさ、半年以上待ちますって言われたんですよね。この間もまだ北町

に家建てた人が、まだつかない、まだつかないって言ってるんです。これ、町としてきちんと

どこにどれだけ足りないっていうのは把握しているのかどうか。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 ですね昨年ですね、一応ＮＴＴ側と協議してですね、ある程度足りなくなりそ

うなとか、回線が少なめだっていうところはですね把握しております。ただですね、その方が、

地区に人が来るかどうかが分からないというのと、その方が家を建ててインターネット、光回

線を引くかどうかっていうこともちょっと分からないという状況で、結構な投資がですね、過

大な金額になるものですから、あらかじめ来るか来ないか分からないものにですね、数百万円

っていうものを金額をちょっとかけるというのがちょっとどうなのかというところになって

おります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） １回２，７００万ぐらいかかるんです、毎年。そして今回何回線引い

たかちょっと分からないって言ったら、これ把握きちんと、もう１回きちんと把握して、大体

予想つくつきますよね。北町の家がどんどん建ってんだから、少し増やさなきゃいけないとか、

そういう計画が何かあんまり全然ないんで、だから建てた人が半年、半年以上待たされるとか

そんな風にやっぱり苦情が出てるんです。ここをちゃんとしていかないといインフラまずそこ

のインフラをきちんと整える計画っていうのは立てているのか、これも含めた計画ってのをき

ちんと立ててるのか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 増設もあるんですけど、多分つながらなかったっていう原因がですね、それだ

けっていう方ではないということがありますので、プロバイダーから、その工事にプロバイダ

ーの人の工事の都合がつかなくてと、時間がかかる。あと、例えば増設もそんなに規模かすご

い工事ではないんですが、ちょっと今北電さんとかＮＴＴさん含めてですね、人材が不足で工

事の手配が間に合わないというようなところで、うちのほうで発注かけても工期がちょっとあ

る程度長さがあるものなので、それでですね、ちょっと時間かかってしまっているというケー

スがあります。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の８３頁から８６頁まで、第４項選挙費、第１目選挙管理委員会費及び第２

目衆議院議員選挙費までについて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書１５７頁及び１５８頁。第９款消防費、第１項消防費、第１目消防費について

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次、決算書１７７頁及び１７８頁、第１１款公債費、第１項公債費第１目元金及び第２目利

子について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１７７頁から１８２頁まで。第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第

１目公共施設等整備基金費から第２項公営企業費、第６目病院事業負担金までについて質疑を

許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。病院事業補助金５億５，０００万に対して地方交

付税、財政措置見込みで結構ですが、地方交付税でおおよそどの程度のですね、補填が。補填

という言葉あがらないですね。どの程度見込んでいるのか、財政対概算で結構ですお答え頂け

ればと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 病院事業補助金に係る地方財政措置ということで、６年度の決算でいきますと、

まず補助金の支出が５億５，０００万。こちらに対しまして交付税の算入がおおよそ、２億 

５，６００万程度の額が算入されるという試算になっております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に進みます。 

次に、決算書の１８１頁から１８２頁、第１４款予備費、第１項予備費、第１目予備費及び

充用内訳について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで総務課及び会計課所管の歳出に関する審査を終わります。 

時休憩します。総務課会計課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午前１１時２８分） 

（総務課説明員・会計課説明員 退室） 
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（まちづくり推進課説明員 入室） 

再開宣言（午前１１時３０分） 

○委員長（保田 仁議員） まちづくり推進課の皆さんよろしくお願いします。休憩前に引き続

き、委員会を再開します。 

次に、決算書の５１頁及び５２頁、第２款総務費、第１項総務管理費、第３目広聴広報費に

ついて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いいたします。２款１項３目、

広報広聴費、広報事業６５５万８，０００円。こちらのほうについてまず伺いたいと思います。

過去にね、決算委員会で広報なんか見てないんだっていう６番議員の私の前の議員さん見てな

いんだと、私はちゃんと見てるんだけれども、その中で、今ねデジタル化で一生懸命ラインで

広報見れるようなったりして、すごいいいことだと思うんですけども、ＬＩＮＥのね、登録人

数というのは、今現状どのような感じでね、増えてきているのかその推移と６年度の登録状況

について教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 広報プロモーション係長。 

○広報プロモーション係長 ご質問ありがとうございます。ＬＩＮＥの登録者数につきましては、

令和２年の４月から運用開始しておりまして、２年度の登録者数１，１００人となっておりま

して、３年度２，００９人、４年度２，６４４人、５年度３４５８人、６年度４，２７８人９

月３０日現在で５，０６９人の登録者となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで、こちらをね、上手に使うことで、やっぱり

機能が拡張されつつあるんですけれども、この今の機能をね、富士山の登山に例えたら何合目

ぐらいまで、来てるかっていう。先ほどの登山に例えたんだけども、さっきは３割っつったん

だけど、担当課と係としてどの程度までね、その機能を充実させてきてるかっていうとこで６

年度の状況で何合目まで来てるか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 広報プロモーション係長。 

○広報プロモーション係長 登山に例えますと、２合目となっております。例えば渋谷区とかは

ですね、ラインのですね、機能、かなり充実しておりまして、それでもですねまだほかにも使

える機能がたくさんあると考えておりますので、先ほど情報管理係長もおっしゃってましたけ
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ども、まだまだデジタルのですね、加速化が進んでおりますので、現状２割と回答させていた

だきます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員）  答弁頂きました。それで、デジタルデバイドってところがあって、

私もだんだんラインこう使ってても使えなくなってる機能とかもあったりだとか、なかなか高

齢者になってくると、また障がいがあったりすると、使えない人もいたりするんだけどその辺

りに対してね、どのようなアプローチというか、救済といったらいいのかな。その辺があるこ

とによってまたさらにね、ユニバーサルの状態をつくっていくことで、機能も使う方も増えて

いくと思うんで、その辺り試みというかデジタルデバイドの救済どのように考えているのか、

６年度の取組でそういうのがもしあれば、答弁頂きたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 広報プロモーション係長。 

○広報プロモーション係長 高齢者の方を含めまして、様々な方にですねデジタルの活用を推進

するために、毎月今スマホ教室などを開催しておりまして、そちらでですね、町民全体にです

ね、デジタルを活用した情報が行き渡るような取組を進めております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書５７頁から６２頁まで、第７目地域振興費について質疑を許します。ただし、

備考欄９自治推進委員会事業、１１東部地区コミュニティ施設仮称整備事業及び１５地域プロ

ジェクトマネジャー管理事業を除きます。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋議員。 

○委員（京屋愛子議員） ３番、京屋です。よろしくお願いします。６０頁、ごめんなさい。 

５８頁の２款１項７目、地域振興費の備考欄１４、関係人口についてお伺いします。関係人口、

予算よりかは下がってますよね。今回執行したのが少ない。ここを、前総務課でも話した話が

出てたんですけど、施策の推進に関わる好景気、何でしたっけ。好影響が創出されているとい

う行政報告の中にあります。ですけど、これ、見えないんですよね。はっきり言って。この事

業がよく、私もよく分からない。参加することはたまにはありますけれども、なかなかこの辺

が町民にも見えていない。この辺を具体的に、どうしていく。見えなかった。見えないつった

ら失礼なんですけど、見えないのか、ちょっと原因分かりましたら教えてください。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 よろしくお願いいたします。関係人口の取組につきましてまずは、どのような

事業を実施したかというご説明をさせていただきたいと思いますが、主に企業や大学と連携い

たしまして、交流人口や定住人口でもない関係人口を創出するという目的のもと、事業を実施

したものでございます。主に旅費や、実行委員会への補助金という形になってございます。具

体的な内容としましては、まず包括連携を締結しております大妻女子大学との連携の中で、学

校祭などに出展することで、シティープロモーションを実施することですとか、大妻女子大学

の学生に、美瑛町にお越し頂きまして、美瑛町の教育の取組をしていただき、その学びを東京

に戻ってから、大妻大学の中で発表していただくような取組をしております。またほかの企業

につきましてはまず、職員を派遣しております小林製薬との連携の中で、小林製薬、大阪のほ

うに出向きまして、社員さん向けのシティープロモーションを実施することで関西圏関西圏で

の関係人口の創出に取り組みました。また、同じく包括連携締結するトリドールホールディン

グス東京の会社との間では、トリドールさんは、美瑛町にお越し頂きまして、うどん教室やイ

ベントへの出展。例えば、美瑛選果の収穫祭に出展頂きまして、食育の取組や食のＰＲを実施

したほか、逆に我々が東京のトリドール本社に出向くことで、シティープロモーション、また

農産物のブランディングを実施したというような取組が主な内容となってございます。この取

組につきましては、関係人口をまず、都市圏、首都圏の方々と交流することで美瑛町をまずは

知っていただき、その取組の結果、例えば、ふるさと納税や、企業版ふるさと納税の寄附額の

アップにつながったりですとか、あとは、美瑛町と一緒に様々な事業を展開していただくこと

で、美瑛町を抱える問題の解決につながるという効果が生まれるものだと思っております。議

員ご指摘のとおり見えにくいというところは、確かにそのとおりあるかと思っております。事

業に携わった方、イベントに参加した方でないと分からない部分が様々あるかと思います。

我々もＳＮＳを利用したりですとか、あとは広報紙に掲載することで情報発信をしたいという

ことに努めているところではございますが、なかなか文章。ちょっとの文章だけでは伝わらな

いという部分があるかと思います。一番分かっていただく方法としては、事業に実際に町民の

方に参加していただく。もしくは、当事者になっていただくということが大事かと思っており

ますので、町民の方に参加していただけるような、町内で行うような取組などができれば良い

なと思っておりますし、広報紙でももっとうまく情報発信をすることが今後大事だと思ってお

りますので、今後努めたいと思います。以上になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋議員。 

○委員（京屋愛子議員） お答え頂きました。やっぱりみんなが参加しないと広がらない。で、

プロジェクトマネジャーのね、ここに関係人口の関係でやっていましたけれども、今回もプロ
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ジェクトマネジャーは３年終了になります。ですから、本当に大変申し訳ないです。何回です

けど、見えない。ね、ここを何とか来年度は、今、検討するとおっしゃってラインの話出まし

たよね。ああいうものを使っていくっていうことが大事かなって、私はちょっと思うんですよ

ね。分かりやすくやっていかないと、せっかくお金を使うわけですから、これはもう、大学の

連携とかそういうのは、広報とかに出てますし、ここの会社と連携しますとかっていうのは、

私たちわりと分かるんですけど、そしてどうなってんのって言われるんですよね。じゃ、どう

したの。結果どうなんていう。そこまで出せとは言いませんけど、やはりちょっとうちの町に

は、ここと連携したらこういう風に効果あったよとか、それがないと、好影響が創出されてい

ると書いてありますので、この辺が分かるようにやはりやっていかないと、町民は、一生懸命

やってくれてるんだ。この町の、ただ美瑛町はもう全国的に言わなくても、本当に知ってます

よね。ですから、今後、令和７年度にかけては、しっかりその辺、広報なり、依頼なり、きち

っと町民に分かるようにしていただければいいと思いますけど、いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ご指摘頂きまして、ありがとうございます。関係人口の取組、単発で広報に載

せることもありますし、また、企業版ふるさと納税やふるさと納税の成果をまた個別で発表し

ているところもございます。実は、このふるさと納税の税収アップも関係人口創出の取組の成

果であるとは思っておりますので、その関係人口とふるさと納税の税収アップがリンクするよ

うなうまい伝え方をすることで、きっと町民さんにも分かっていただけることができるかと思

いますので、そのような情報発信に努めてまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ２款１項７目地域振興費、うち２番、６番、１０番、１４番お願いし

ます。２番、備考欄１、地域間幹線バス路線運行支援事業についてございます。こちらの青い

池路線がですね、実はドル箱で道北バスの言ってもいいのかな。要はね幹部の方、いくら言っ

たら、要はキャッシュボックスをね３回入替えたぐらい乗る方が増えてるという。それで、要

はあそこドル箱で本当に増便にもなってるしもうかってるんだけれども、それを踏まえた上で

の執行額というか、何ていうかな、支援額になっていると認識していいのか、まず伺いたいと

思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ありがとうございます。地域間幹線バス路線運行支援事業でございますが、こ
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ちらの補助金額につきましては、前の年の実績に基づいて、補助金を出すというような仕組み

になってございまして、令和６年度の決算額に示させていただいてる補助金額は、令和５年の

白金線の実績に対し、白金線を含めた美瑛を走るバス路線に対しての支援ということで、令和

５年度はまだ、白金線の増便がされてない時代時期になりましたので、ある程度の支援が必要

ということになってございました。現状、ちょっとバス会社との話の中では、令和６年度に白

金線を増便しまして、議員おっしゃられますとおり、すごく乗客の方が多くなってございます。

この中で、まだ確定ではないんですけれども、今後は白金線の増収がありますので、美瑛町の

補助負担はないということを確認しているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁、今後の補助負担なしというかもうかってるからね、補助負担な

しということでそれは大いに結構なことです。ただ、やっぱり例えば、市街地のバス停なんか

でも、青字に黒文字で道北バスって入ってるもんだから、親和性ということでいったら、私も

たまたま最近通りがかりの人に道北バス乗り場どこですかってこちらですって、言うんだった

ら他の別なバス会社については、親和性はっきりしてるんだけども、道北バスだけはね、青地

に黒で書いてる、バス停があるとかどこか分からなかったっていう、そういうとこもあるもん

だからね。その協議のときには、より何ていうかそういうユニバーサルというか、やっぱり使

いやすい。そういう風なものにしてもらいたいということをね、きちんと町のほうからも申し

でてもらえて、それでやっぱりね、せっかく路線がしっかりなってるんだから、その環境づく

りとか降りる場所とか含めてね、その辺りについても協議をねしてもらいたいなと考えており

ますが、いかがでしょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ご指摘頂きましてありがとうございます。バス会社のほうともですね密に連携

をとるようにしておりまして、特に中心市街地活性化の関係でも、協議をしておりますし、主

にバス路線、おっしゃられましたバス停の場所、どこに置くことが一番利便性が向上するかと

いうところも含めて協議しております。また、今後公共交通の整備、整理等も、計画を立てな

がら進める必要もあると考えておりますので、そのような議論をする中でも、議員からご指摘

頂きました内容をよく協議してまいりたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。質問変えます。地域脱炭素推進事業について伺いま

す。事業概要書でいうと令和、この事業概要書の２頁になります。それで、今回太陽光発電と、
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あと、脱炭素推進支援業務と再生可能エネルギー設備等導入設置補助業務、これまた同じよう

な質問になるんだけども、富士山と言ったら何合目ぐらいまで到達してるのかね、脱炭素これ

からのやっぱファクターっていうか、大事なところだと思うんだけれども、着手したはいいけ

ど、どのあたりまでまだ１号目の２号目なのか、これからやるべきことが山積されているのか、

認識について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 令和６年度からの補助事業につきましては、太陽光蓄、電池事業は、

令和６年度においては４件で、木質燃料まきストーブの部分が４件、電動生ごみ処理機につき

ましては５件という申請状況であります。登山に例えますと、まだ令和５年度からスタートし

た事業でありますし、こちらの２０５０年のゼロカーボンシティー実現に向けてっていう部分

につきましてはまだ１合目ぐらいになっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） これやっぱ理解促進っていうか、啓蒙というか啓発というか、いや脱

炭素なんか要らないよって人もね、もしかして中にはいるかもしれないし、やっぱりこう町民

詳しく知ってもらうというかね、果たしてどこまで理解進めてるかなって言ったら最近１０月

号から広報にも何かいろいろね、身近なところでどんなことをやってますかだとかそういうこ

ともやってる。そういうことが、積み重ね大事だと思うんですけど、令和６年で町民からの反

応というかね、脱炭素やりますよっていう、聞こえてきた中身で、大いにやったらいいよって

いう風な声が多いのか、いやそんなことやらなくてもいいんじゃないか。町民の反応について、

もし６年度中の何かあればですね、エピソード含めて聞かせていただければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 令和６年度につきましては普及活用としまして、出会いふれあい祭り

とか、婦連協、婦人連絡協議会の方々のところに実際出向いて、ゼロカーボン省エネの部分の

説明会で、ゼロカーボンセミナーということで開催のほうさせていただいて、もちろん広報の

ほうで毎月掲載をさせていただいて、町民に対して、普及の部分の活動をしているところでご

ざいます。やはり参加者の部分につきましては、やはり省エネの部分で、例えば高効率に切替

えたらこのぐらい変わるよとか、電気は金が落ちるよっていうのを、やはり理解してない部分

もやはりご意見としてありますので、引き続きですね、こういった部分の、効果の部分ですね。

より分かりやすく町民の方に伝えられるよう、広報を通じて、セミナー等を開催させていただ

いて、引き続き、進めていきたいと思っております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 変えます。ごめんなさい。質問を変えます。答弁頂き、質問変えます。

次１０、備考欄の中、美瑛町中心市街地活性化整備事業について伺います。こちらの成果物と

してはいろいろねできてきたんだけれども、こちらも何ていうか着手は、なかなかねするのは

あれだけれども、令和６年度中の成果物どのようなですね協議、町内町内ってのは役場庁内の

協議でですね。どのような受け止めだったのか、まず伺いたいと思います。コンサルに委託し

ての、何ていうかな、成果物を見てのその辺りを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 令和６年度成果物といたしましては、都市再生整備計画の中身、そ

れから都市再生整備計画にかかりますですね、民間の力をなぜ活用しなかったかですとか、基

本的に、施設の合築移設地区、こういったものがですね求められる事業でもありますので、そ

れが今回できなかった理由等々も入れたものをですね、庁舎内でも協議させていただきました。

今後実際にですね進められていくもの、それから新たにつけていかなきゃいけないもの考えな

きゃいけないものをですね、その結果を見て、横断的にもう一回考えがあるんじゃないかとい

うところで、今現状いろいろ進めさせていただいてる次第です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。一つだけね、都市再生整備計画が申請にかなわない

というか、何て言うのかな。これちょっと難しいんじゃないのかなっていうのは分かったのは

いつなんですかね。令和６年度中なのか、令和７年度に入ってからなのか、それをご回答くだ

さい。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 認知、言質できたのがいつ頃かというところでお答えさせていただ

きますが、昨年令和６年のですね４月成果物が出来上がって、５年度の成果物が出来上がって

以降、６年の４月、５月からですね、北海道、まあ国に協議はするんですけども、まずその前、

窓口の国と協議をさせていろいろさせていただきました。で、その時点でですね要件に合わな

かったこともですね、把握できつつありまして、実際７月、８月にですね、本要望するための

協議。それから事業計画の中身をつくっていたんですけれども、合わなかったという風に言質

ができたのは、大体９月、１０月頃。ただ、分かったんですけども、ただそれもそれも向かっ

てやっていこうという風に考えていたところだったんですが、以前から皆さまにもご説明させ
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てあげてますようにですね、町民の皆さんへの説明が間に合わないことですとか、その施設、

もしくは事業の中身の運営運用をですねまとめきれずこと、まとめきれませんでですね。確か

１０月頃に見送ることを庁舎内でも協議させていただいた状況ございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これはね、やっぱり町長公約にも出してるから、担

当課っていうか、この場でなくね、改めてきちんとね、理事者に私は説明をね求めたいという

風に、町民に対してきちんと説明をねしてもらいたいなという風に思っている大切な案件だと

思ってるんで、これ以上深掘りはしないんだけれども、ただその予見、可能性というかね、こ

れ例えばコンサルに頼む前段階で、職員の皆さんがねいろいろこう積み上げて考えていく中で、

その整備計画に乗っかる、乗っからないっていうその予見、可能性は当然、少しはあったんじ

ゃないかなと思うんすね。ただやっぱりいけるんじゃないかとか、その辺のところはね、やっ

ぱり出してみないと分からない部分も当然あるかと思うんです。宿泊税でもそうかもしれない

し、ただ、その予見可能性がある中で、都市再生整備計画が、をぽっしゃったら全部駄目にな

るっていうねそういう風なもので、かなりリスクがあったと思うんだけど、その予見、可能性

は当時なかったのかなっていう。それは５年度に遡るんだけれども、その辺について、６年度、

やっていく中で、２期にわたってね、要は合計１，０００数百万、２，０００万弱の金額が、

使われてるんだけども、そういう予見、可能性としてそれがね、なかったのかどうか認識を伺

いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 予見、可能性というとこでお答えさせていただきますが、ちょっと

話がずれるかも分かりませんが、令和７年３月までにですね、立地適正化計画というものがな

くとも、都市再生整備計画も運用計画を進めていけば、７年３月まで実施できる、実行できる

といった時限法みたいなものがございまして、その中で、そういったとこ部分からもですね、

進めさせていただいた部分も少なからずございます。で、予見できなかったかとちょっと、ち

ょっと私個人は正直難しいことあるんですが、やるからにはですね実行したい思いでやらさせ

ていただいておりました。で、そのエリア要件ですか、いろいろ、昨年度令和６年度で分かっ

た部分もあるんですけども、小さくなってしまったんで、小さくなってしまった中でもできる

ことを、北海道さんといろいろ協議させていただいたって、国にも聞いていただきながら、で

きる範囲で考えさせていただいておりましたが、何としてもやりたいと思って

進めさせていただいたんでちょっと答えになってないかもしれませんが、やる気がありました。

すいません。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。空振り三振はいいと思うんですよ。よくってそのま

まですね、見送り三振になったらね、これは本当にひどいもんだけれども、空振三振でやろう

と思ってできなかったっていう。やっぱそれはね、いろいろ事情変更のほうもあるかもしれな

いし、それはいいと思います。ただやっぱり今、各課でブラッシュアップしてるっていうかね、

あそこで、ちょっと決算から離れるんだけどもここはやっぱりしっかりやってもらってね、一

つでも二つでもね成果に結びつけていただきたいなと思ってるんでそこは、課長から、意気込

みなり何なりをですね、しっかりとここで伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 中心市街地のですね活性化整備事業についてはですね、今、課長補佐の

ほうから説明あったとおり、いろいろな補助要件と交付金等のですね要件になかなか見合わな

い部分もあってですね、実際箱物というか工事的な部分では難しいという部分

もあったんですが、今回のこのいろいろ各課でありますとか町民の皆さんの声を頂いてですね、

実際まちづくり、中心市街地にこだわらずですね、もっと広い視点でまちづくりとして、今一

体どういうことが必要なのかというところで、ハードだけじゃなくてですね、ソフト的なそれ

ぞれの施策をですね、各課長がですね、なかなか横断的にですね、みんな集まって課長が何度

も協議するっていうかなかなか、今までも、予算査定のときぐらいしかなかなかなくてたんで

すけども、今回の事業の流れの中でですね、実際に集まってですね、それぞれが横断的に各課

がまたがって施策をつくっていくっていうようなですね、だんだん情勢も出来上がってきてお

りますので、今説明あったとおりですね、今後ですね、ハード整備にこだわらずというかです

ねまちづくり全体としてですね、どのようなことが必要なのかっていうものをですね、きちっ

と計画としてつくっていってですね、町民の皆さんの声を聞きながらというところで計画のほ

うつくっていきながらまたご説明できればという風に思ってます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きまして、質問を変えます。関係人口創出事業についてござい

ます。これ先ほどもちょっと話触れてたんだけれども、まちづくり総合計画の中に達成目標値、

関係人口に関しての達成目標があって、例えば大学連携による事業者数であるとか、企業連携

による事業数、事業者数の事業数ですね。企業連携の事業数、関係人口イベントするというこ

とで、令和３年、９年、１４年ということで、その達成目標ＫＰＩについて掲載になっており

ます。それで、６年度の時点でですね、関係人口の数値的な達成目標、結構これ数字言ってる
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んじゃないかなと思うんだけれども、それについてどのような認識なのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ご質問ありがとうございます。関係人口の層に関わる総合計画でのＫＰＩの達

成度なんですけれども、申し訳ありません。正確な事業数の数字ただいま押さえてないところ

ではあるんですけれども、結果としましては現状で達成、目標値よりも超えている、達成して

いる状況ではございます。以上となります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで今回大学の連携による事業者数、企業連携に

よる事業数だとか、関係人口イベント数という風な目標の設定にはなってるんだけれども、私

これはやっぱり投資を呼び込むことがやっぱりこのね、一番の目的関係人口という定義の中で

も、やっぱりその住めばいいのか買ってもらえばいいのか、何をしたらいいのかっていうそれ

でね関係人口の定義って、町が独自それぞれ考えるもんだと思うんですよね。だから、ここに

おいてやっぱり一番大事なのは、美瑛町においては、住む人もそうなんだけれども、企業を呼

び込むだとか投資を呼び込むことっていうことで、企業の誘致だとかっていう、企業が進出し

てきたことについてのカウントというかＫＰＩをね、設ける必要があるんじゃないかなと思い

ます。それで６年度のそういうね、数値記憶で結構なんですけど、数字出せということじゃな

いですよ。進出企業だとか、そういうのがあったかと思うんですけども、現状どのような認識

その企業誘致っていうこと言っている企業の進出についてか。美瑛に企業来てもらって、どの

ように認識でおられるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 令和６年度の企業が当町に進出した感覚の部分になりますけれども、以前より

も、新しい取組といいますか、仕組みづくりですとか、新しい事業が組まれているなという実

感はございます。現に、まず、町が関わった中でという話になりますけれども、包括連携を締

結する機会も増加しておりまして、令和６年度は４件の包括連携協定の締結がございました。

また地域活性化起業人の任用も、令和６年度から多くなってきておりまして、地域活性化企業

人、元は主に首都圏で、にお勤めのお勤めの方が、美瑛町の取組に関わっていただけるという

仕組みにもなってございますので、地域活性化起業人との関係性というのも新たなと首都圏の

企業との連携ということに入るかなという風に思ってございます。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 



 

－ 53 － 

○委員（青田知史議員） ちょっと私の聞き方悪かったかもしれないけど、要は企業進出した企

業が何件あるのかとか、そういうことがね分かれば一番いいんだけども、今後そういうときに

とめてもらいながら、何ていうのかな、達成目標というか、関係人口で考えていただけたらい

いなと。投資を呼び込む、企業を呼び込むということも大事なところだと思うんで、まちづく

り総合計画を得ない視点から、ちょっと認識をしてもらうというか、抑えてもらえればなと思

いますけど、お考えお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ご指摘のとおりですね、進出した企業がいくつあるかということも重要なＫＰ

Ｉの指標になってくるとは思っておりますので、今後一つ一つ拾い上げて把握するように努め

ながら商工会とも連携が必要かと思いますけれども、そのようなところを意識しながら関係人

口創出事業に取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） 午後１時まで休憩をいたします。午後１時から、第７目地域振興費

について、再開をいたします。 

（休憩宣言 午前１１時５８分） 

（再開宣言 午後 １時００分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き委員会を再開します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。２款１項７目地域振興費、５８頁の備考欄に５番

の景観づくり推進事業と、６の地域脱炭素推進事業についてお伺いいたします。まず、５の景

観づくり推進事業の事業助成金の内訳について教えていただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 景観づくり推進事業の助成金の内訳についてですけれども、重要景観建造物及

び重要景観樹木の指定に係る交付金という形になっております。現在指定しておりますのが、

建造物が２件、樹木が３件となっておりまして、計３件、計５件です。失礼しました。計５件

かける３万円で１５万円の交付となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。この事業については、当初というか観光客の方た

ちの分散を促すための事業にも目的の一つにあったと思う。あったと認識しているんですけれ

ども、現状今こういう状況の中、オーバーツーリズムで重要の、重要となる景観の重要となる
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樹木建物の協力を得られる状況になかなか厳しいのではないかなという風に感じています。で、

この事業について、今後どういうような考え方というか推進を進めていくのか、その辺をお伺

いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 こちらの補助事業につきましては、混雑を緩和するという視点よりもですね、

現状も混雑している場所の所有者さんに対して、建物や樹木を管理するのに、いくらの手間が

かかってしまう部分がありますので、その手間をとってに対する助成というような視点が強い

かと思います。例えばゴミ拾いですとか、草刈りですとかそういったことが発生する可能性が

ございますので、その部分に補填するという意味合いが強いところでございます。一方で、こ

の補助をこのままがいいのかどうかというところの議論が必要かとは思っておりまして、まだ

明確な議論を開始していないんですけれども、在り方。例えば、この助成金を高くすればいい

のかというわけではない部分もあり、それ以外にも、オーバーツーリズム対策様々な取組をし

ておりますけれども、この助成金に限らず様々な取組を横断して、問題は解決しなければなら

ないと考えておりますので、関係機関で今後も議論してまいりたいと思っております。以上で

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。ありがとうございます。それでは次に、地域脱炭

素推進事業の再生可能エネルギー設備導入設置費補助事業についてお伺いします。この事業に

ついては、モニターアンケートを導入していると当初聞いていましたので、その中で、どのよ

うなアンケートであってどういう風なお答えがあったのかお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 各補助、予算につきましてアンケート調査のほうさせていただきまし

て、太陽光発電につきましては、やはり年間、蓄電池もセットでやっておりますので日中使え

なかった太陽光で発電したときは、蓄電池溜めて蓄電された電気を夜に使うという形で、アン

ケート、利用状況を報告していただきますと、約年間１２万円ほどの節電効果があるっていう

形で頂いております。木質燃料ストー、主に薪ストーブにつきましても、やはり灯油と比較し

て薪購入費のほうが、安価で安いっていう形でも受けてます。もう１個電動生ごみ処理機なん

ですけれども、こちら、ごみの出しが週１回から月１回とかで、やはり生ごみの割合というの

が非常に可燃ごみでも多いので、やはりその分削減効果があったって形で、またですね、生ご

み、特に臭いとかコバエとかっていうのも非常に改善されたという形で、準環境の部分でもで
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すね、改善を見られた形で報告受けております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。ありがとうございます。薪ストーブの件につきま

して、住宅街とか、密集してるおうちの場合でストーブを使うときって、結局その薪ストーブ

の煙の影響が近隣の住宅の方に迷惑というか、その煙のにおいとかそういうので、苦情があっ

たりとかっていうのが、薪ストーブが当初普及されたときに、当初札幌市とかは結構そういう

ので、苦情件数が多くあったっていう風に聞いています。今、ストーブ、薪ストーブも高価な

ものだと、煙とかもなくなっていてっていうのもあるんですけど、現状を購入する方によって、

ストーブの気分、また違ってくると思うんですけど、今現在の中で１年ぐらいですから、薪ス

トーブも何件もなかったので、現状そういうような苦情というか、設置場所にもよりますけど、

そういう案件はあったのでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 薪ストーブの部分なんですけれども、やはり補助する段階で、薪スト

ーブガイドラインというのもございますので、それをガイドライン守った上で設置という形で

もお願いしているところでございます。現状として、皆さま木は町内の木材屋さんから購入さ

れているという形で報告を受けておりまして、その関係で、煙とか出てっていう苦情というの

はこちらのほうでは受けていないという部分になっております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。２款１項７目、地域振興費、６０頁の１２番デジタ

ルトランスフォーメーション推進事業及び１４番の関係人口創出事業について伺います。まず、

デジタルトランスフォーメーション推進事業。これ、たしか小林製薬の社員さんがこちらに来

て何かやるっていう話だと思うんですけども、何かその成果というのはありますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） デジタル推進係長。 

○デジタル推進係長 よろしくお願いします。令和６年度については小林製薬の方がですね、こ

ちらに来られて何かやられたという実績等はございません。ちょっと会社の諸事情等によって、

入っていただいてないという状況にございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 
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○委員（興梠勝也議員） いや、予算説明のときに、確か小林製薬のっていう風に話があったん

で、それがなくなって別のことをやったということになるんですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） デジタル推進係長。 

○デジタル推進係長 負担金の部分では、活性化起業人の方で東京の民間企業の方をお呼びして、

来ていただくという予定がございましたが、小林製薬の方については当初来ていただく予定で

はあったんですが、はい、ちょっといろいろちょっと社会的諸状によって、はい。ちょっとと

いうことで来ていただけてないという状況でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域みらい創造室長。 

○地域みらい創造室長 すいません。今係長のほうから話ありましたように、小林製薬について

はそういう状況ですけれども、企業連携という形でですね、ＤＸのロードマップの作成にご協

力頂いたという経緯がございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） これでしたら、でしたらこのトランストランスフォーメーション推進

事業って何をやったかってちょっと説明願います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） デジタル推進係長。 

○デジタル推進係長 令和６年度についてはですね、相当、内閣府の地方創生人材制度というも

のを活用して、民間企業から専門人材の方をお呼びした上で、これからＤＸ進めるための５年

間の指針となる美瑛町のＤＸのロードマップというのをまず作成させていただきました。今年

度についてはそれに基づいて今課題に向け、課題解決に向けて、ワーキンググループを結成し

ながら協議であったり、デジタルの何でしょう、導入に向けてのテストであったりとか、そう

いったのを進めているといった状況になってます。と、それから来ていただいた人材の方につ

いては、職員に対してのＤＸ研修であったり、小中学生向けの教室であったり、そういったと

ころで支援していただいたという形になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） ロードマップ作ってこれ３，０００万の事業です。委託料ですよね。

１，０００万１０万までね。そんなかかるものなんですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） デジタル推進係長。 
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○デジタル推進係長 説明不足で失礼いたしました。こちらの委託料については、コンビニ交付

に係る委託料になっております。コンビニ交付、はい。構築に係る経費をデジタルトランスフ

ォーメーション事業で見ていただいているといった状況になっておりますので、それにかかる

経費として記載された金額がかかってきた。そういったことになっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 分かりました。それから聞きます。関係人口創出なんですけれど、こ

れ、プロジェクトマネジャーの人、関係人口の部分と関わってくるんですよね。それだったら

旅費、もしこの肩代わりをどっか東京行くとかそういうところだったら、こっちの旅費から出

るような形になっているようなことなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 関係人口、プロジェクトマネジャーは、おっしゃられるとおり関係人口創出事

業に深く関わられている方になってございます。実態としましては令和６年度につきましては、

関係人口創出事業からその方が東京に行かれる際の旅費は支出していないという状況。失礼し

ました１件ですね、１回の旅費は支出しているという状況になってございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） いや、この辺が何かこう関わってるのか、変わったのか。別なんかも

ちょっと分かりにくいんですよね。関係人口というとほかのところでも何かやったりしてるか

ら、少しまとめてもらったら、まとめるか何かもう少し分かりやすくしてもらえないかなと思

います。それってできますでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 プロジェクトマネジャーの様々な活動に係る旅費の部分につきましては、そう

ですね、はい。関係人口のほう、関係人口創出事業の中で行っている大学連携企業連携の取組

で、プロジェクトマネジャーが旅費を支出する間、必要があるときには、関係人口創出事業か

ら支出させていただいてるところでございますが、一方で、このプロジェクトマネジャーは

様々な活動、農業ですとか、観光ですとか様々な活動にも参画させられておりますので、それ

ぞれの事業の中で旅費、旅費が生じる場合には、それぞれの事業から支出しているという実態

でございます。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。２款１項７目、地域振興機構、こちらのうちの 

５８頁、備考欄４番、日本で最も美しい村推進事業。こちらのほうにつきまして質問させてい

ただきます。こちらの事業概要書によりますと、担当者会議、サポーター交流会、現地学習会

と、この辺のところの参加が出ておりますけれども、頂いた資料の中では、担当者会議が出て

いるようですけれども、サポーター交流会、現地学習会、この辺のところ記載なかったように

記憶してるんですけれども、その辺の状況をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 よろしくお願いします。サポーター交流会は現地や現地学習につきましては、

今回、総会ですとか、美しい村連合の総会ですとか、あとは全国の代表者会議に合わせて、今

回は今年は開催されたところではあったんですけれども、いずれも、日程の都合が合わず参加

できなかったという事情になってございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） それからあと、予算のほうでは、２７４万計上、決算額が２１５万と

いうことで大幅に減額になっておりますけれども、その辺の要因についてお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 減額の要因につきましては一つが、今申し上げましたとおり、急遽行けなくな

った、予定していただけなくなった旅費の部分が落ちているという部分になります。もう一つ

は、美しい村の当町の協議会の部分で、缶トリー作戦ですとか、それらの景観保全事業等にの

部分の予算を計上しているところでございますが、消耗品費、消耗品などがですね、前年度か

ら繰越しになった消耗品等も一部ございまして、購入をしなくても済んだという部分も一部あ

ったために減額しているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ありがとうございました。それでは、あとですね、６月の２７から 

２８にかけて定期総会が行われておりますけれども、この参加状況を見ていきますと、町長議

長職員１名と、こういうことになっておりますけれども、今後の展開として広げる方向がある

のかないのか、その辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 
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○政策調整係長 広げる可能性につきましては、今後議論の必要があるかと思っております。町

長、議長、職員１名ということは、例年、今後も今後はちょっとまだどうなるか分からないと

ころではございますが、例年３名で参加しているところでございますので、定例の部分はおよ

そ変わらないのかなと思いますけれども、必要に応じて参加者数を増やし、学ぶ、よその地域

から学ぶという取組も必要かと思っておりますし、また総会に限らず様々、ほかの美しい村の

地域と関わる機会がございますので、総会ではなくそちらに多くの人員を参画させるというよ

うなことも考えられるかと思っておりますので、様々な方法を検討したいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。実は、伊根町こちらが会長の出身地かと思うんですけれど

も、このホームページ見てましたら、６月２６、２７に行われた定期総会に町民の参加を呼び

かけてですね、こんな形でやはりこの町民参加の働きかけ、こういったことも必要になってく

るのかなと思っておりますんで、その辺の考え方についてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 町民参画の方法につきまして現状、当町の美しい村協議会のほうでは、当協議

会が主催する事業に関しましては、主に町民の皆さまにお声掛けしているところではございま

すが、委員おっしゃられますとおり、全国の連合で実施されているような事業の参画はあまり、

周知といいますか参加できるような仕組みづくりができていないという状況ではございます。

一部、先方の地域に出向くなどというところに関しまして、かなりハードルが高い部分もある

かとは思うんですけれども、ほかにも、ウェブで参加できるような事業等も一部ございますの

で、そのようなところで参画できる部分は検討し、実施してまいりたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 町民のほうがハードルが高いというお話だったんですけども、やはり

この町民同士の交流といいますか、こういったこと。あとは、子どもたちの交流。こういった

ことがやはりこの同じような地域同士でいろんな議論を交わすと、こういったことが大事にな

ってくるかなと思っておりますので、そのきっかけづくりの一つがこの美しい村連合の動きだ

と思っておりますので、この辺の推進についてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員からご提案頂きますとおり、子どもたちの交流ということは、すごくいい

取組になってくるかと思います。現状当町の協議会のほうでも絵画コンクールですとか、あと
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は社会科の副読本などで、子どもたちへの美しい村の理念の周知はしているところでございま

すが、また地域から学ぶというところも、美しい村の大事な取組の一つでもございますので、

何かの方法がないか検討してまいりたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の６１頁から７０頁まで。第８目地域おこし協力隊事業費中、備考欄４丘の町

チャレンジショップ事業、９地域資源を活用した地方創生推進事業中、１０美瑛の食の魅力を

生かしたまちづくり事業、１１ＳＮＳ等を活用した情報発信推進事業及び１２情報発信強化支

援事業について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石議員。 

○委員（白石久代議員） ７番、白石です。よろしくお願いいたします。２款１項８目、９番の

地域資源を活用した地域創生推進事業なんですが、地域資源を活用したというのが、私ちょっ

とよく理解できないので教えていただきたいんですが、３名の地域おこし協力隊で、３名フリ

ーミッション型で、資料でかなり詳しく活動内容頂いたんですが、その３名の中に、民泊事業

が１人と、あと芸術分野に２人でこれが地域とどういう風に関係してるか、ちょっと私理解で

きないので、教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 地域資源を活用したという部分につきましては、おっしゃられるとちょっと分

かりづらい部分があるかと思いますけれども、何かこう特定した分野というわけでもなく、広

い意味で地域資源を活用しながら、町、美瑛町の地域の振興に資する取組をしていただきたい

という思いがあり、この事業名になっているところでございます。具体的には、１番目の協力

隊につきましては、民泊の事業になりますけれども、地域資源という広い意味で見たときには、

空き家ですとかそういったところの空き家解消ですとか、そういった取組にも寄与する取組か

という風にも考えております。また、芸術分野の２名につきましても、ただ自分たちの芸術を

やっていれば良いというわけではなく、美瑛町の人たち、人ですとか物ですとか、取組。それ

らに関与しながら、芸術を振興するというところを実践していただいているところでございま

すので、地域のものを生かすという意味で地域資源を活用したという書きぶりになっていると

いうところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ７番、白石委員。 
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○委員（白石久代議員） ７番、白石です。答弁頂きました。民泊はそうですねちょっと理解で

きますが、芸術っていうのが以前も申し上げたんですけども、町民が求める芸術文化とちょっ

とずれがあるような気がするんですが、地域おこし協力隊がやりたいことをやったということ

でよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 芸術の美瑛町内での、美瑛町としての活動になりますと、文化スポーツ課が推

進している芸術の事業もあるかと思いますけれども、その文化スポーツ課の芸術事業にも、こ

の２名は関与しております。一方で、この彼ら２名が推進したいという内容は、それに限らず、

芸術を基盤としながら、何か起業したいという思いを２名とも持っていらっしゃいます。資料

に記載させていただいてますとおり、２名ともそのようなアートのスペースを美瑛町につくっ

て、それをもとに様々な人と交流したりだとか、食の振興、食の発信をしたりだとか、そうい

う思いをそれぞれの協力隊で持っておりますので、皆さん自分たちの思いを持って活動してい

るというところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 白石です。ありがとうございます。地域資源を活用したという事業名

であれば、もう少し、地域の歴史や文化を知った上での協力隊の起用というか、活動をお願い

したいと思うんですけど、いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられるとおりですね、美瑛町のバックグラウンドを正しく深く理

解していただいた上で活動するということが理想だと我々も感じております。一方で、促す取

組を我々ができても、最終的に起業するのは彼らであって、彼らの人生の中での起業という、

この節目でもありますことから、全て誘導できるわけではないという風にも考えているところ

です。なので、我々も、何ができるかというと、いろんなことを美瑛町のことを教えてあげる

こともできますし、日々疑問に感じることがあればサポートすることもできると思いますので、

そのようなサポートしながら、それぞれの協力隊の活動を応援したいという風に考えています。

以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。８目の地域おこし協力隊事業、こちら６４頁の４
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丘のまちチャレンジショップ事業から６８頁の９地域資源を生かした地域創生推進事業。同じ

く、６８頁の１０、美瑛の食の魅力を生かしたまちづくり事業、この３件につきまして質問を

させていただきます。まず丘のまちチャレンジショップ事業。こちらのほうですけれども、も

う既にセレクトショップオープンされているということですが、先ほど統一した事業の中でも

お話ししたんですが、経営面、あるいは販売促進の面の面でのサポート体制は十分とれている

のかどうなのか、この辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 経営面でのサポートができているかと申しますと、我々経営に関する専門的な

部署ではありませんので、一協力隊としてサポートできるところはサポートしてこられて、く

ることができたかと思います。例えば、町内のこういった事業所の事業者さんを紹介してほし

いと言われたときには、そのような紹介してあげるなど、サポートすることができました。一

方で、起業の経営学とかそういったところになりますと、我々も専門知識がないので、商工会

ですとか、あとは一部そういった専門部署に委ねながら、サポートしていたところでございま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはり、全体を通してサポートしていくっていう

か、そういったことが必要だと思っております。そんな形でもう一つはですね、地域おこし隊

の起業に当たっては町民の理解、こういったことを欠かせないと思っておりまして、先ほどか

らもお話ありますように、やはりこの見えづらいといいますか、そういったこともあろうかと

思いますんで、見せてあげてるんで見づらいということはないんですけれども、やはりこの町

民に対してどう遡及して、どう、訴えかけていくっちゅうのはちょっと変ですけれども、町民

に対してどんな形でかかれ、関わり合いを持っていくか、その辺のところにつきまして考え方

をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 まず、関わり合い。町民との協力隊との関わり合いの部分につきましては、ま

ずは、第一には、協力隊自身が積極的に関わり合いを持って活動してほしいということで、我々

も協力隊にお願いしているところであります。実際にこちらの資料でも記載させていただきま

したが、ミートアップという協力隊が主催して、町民の皆さんに自分たちの活動を伝えるとい

う機会を協力隊自身がつくりました。そのような場でも発信しておりますし、広報紙でも、そ

れぞれの協力隊の活動内容ですとか、あとは退任するときにも、今このような活動をしていき
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ますというような、広報記事の掲載なども実施しております。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはりここは、後に続く方に対するメッセージという面も含めまして、

やはりこのサポート体制がきっちりできてるよと、こういったメッセージをやはり今働いてい

ただいてる隊に届けるという意味もあります。やはりこの管理事業全体に関わるところですの

で総務課のほうの流れになろうかと思いますけども、含めて議論をきっちりとしながら開きな

がら全体としてサポートしているよといったこういったイメージを隊員に伝えるような働き、

こういったことが必要だと思いますので、最後にその辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられますとおり管理全体、協力隊全員の管理全体の話で、そのよ

うな取組をするべきではあるであると考えております。我々も、一部の協力隊、

まちづくり推進課に所属していただいて活動してるところでございますが、どのような取組を、

それぞれの協力隊が実施しているかということを、所管、地域おこし協力隊の所管であります

総務課等も共有しながら、他の課に所属している協力隊も含めどのような取組、周知をするこ

とができるか今後庁舎内横断的に検討してまいりたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。変えまして、６８頁の９番、地域資源を活用した地方創生

推進事業こちらにつきまして、お伺いをいたします。まずこの番号で言って申し訳ないんです

けれども、隊員①の方のところで、もう既に民宿事業を開始しているということで理解してお

りますけれども、やはりこの町内でもう既に民宿いろんな民宿出てきておりますけれども、や

はりこのまとめるような人材が必要なのかなというようなことを思ってまして、この方がふさ

わしいかどうか分からないんですけれども、やはり町民と、それから民泊事業者の方との交流

を図るような、活動に持っていけるかどうか。その辺のところの考え方をお伺いしたいと思い

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 民泊の事業、町内に様々ありそれらをまとめることができるかどうかというこ

とに関しては、ちょっと何とも想像ができないところではございますが、現にこのこちらの協

力隊につきましては、自分たちの民泊事業だけではなく、ほかの民泊事業をしている方とも交

流をして、情報共有ですとか、様々な交流をしているというふうに聞いておりますが、そのよ
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うな取組をすることで、全体の取りまとめという言葉にはいかないかもしれな

いですけれども、その一端を担うような取組を推進し始めているのかなという風には思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木、です。続きまして２番の方、３番の方、同じような方向性なの

かなと思ってるんですけれども、やはりこの何か分かりづらいんですけれども、何か新しい事

業ができそうで期待してるところなんですけれども、町がやはりきっちり応援体制をとってコ

ントロールしながら、理解し、町民が理解してもらえるような動きに持っていくことが大事な

のかなと思っておりますので、期待はしつつ、不安を持っているということなんで、その辺の

ところの考え方についてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 こちらの協力隊が推進している芸術の部分につきましては、委員おっしゃられ

るとおりですね、理解できる人とできない人で、しにくい、しやすい人、様々いらっしゃるか

と思います。我々も、こちらの協力隊とも話し合う中でですね、いろんな、こういう現実があ

るんだという話とかも聞くことがございます。よく話を聞けばそういうものだったのかと分か

る部分もありますし、こちらの協力隊もいろんな人に後押しってほしいという思いを持ってお

りますので、そのような今後もですね継続的に町内の方と触れ合う機会を、例えばこの企業が

できた場合、このようなアートスペースができた場合に、そのような取組も実践してくださる

と思っておりますので、町としてもこのような取組を応援し続けたいという風に考えておりま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） それから２番の方、こちらのところ見ていきますと、韓国語講座を模

索しているような動きありますけれども、何かこう韓国とのつながり、あるいは人脈があって

こういったことかかってるのかその辺のところの考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 こちらの協力隊につきましては、韓国出身の協力隊ということでございますの

で、もちろん韓国語が堪能というところで、韓国はしゃべれるというスキルをお持ちなので、

ぜひそのようなスキルを町内の人、町民の人と関わりながら、貢献することもできるんじゃな

いかという提案を町のほうからしまして、このような講座を開くということを検討開始されて

いるところでございます。まだ実践には至ってないんですけれども、検討はしてくださってる
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という状況です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはり観光面では、インバウンドとしては一、二のところが韓国とい

う事だろうと思っておりますけれども、やはりこのオーバーツーリズムの解決に向けて、やは

りこの人的なつながりを持って何かをやっていくと。例えばですけれども、以前課題解決プロ

ジェクト、こういったものをやっておりましたけれども、こんなところに韓国の大学生を呼ん

で議論を交わすとか、こういったことからも新たなオーバーツーリズムの解決といいますか、

解決策を見つけていくと。こういったことも可能なのかなと思っておりますんで、その辺の展

望につきまして、最後にお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられるとおりかと思います。海外の方がたくさん来ていただき、

例えば問題が生じてしまうこともあろうかと思いますけれども、相互の人事で考え方の食い違

いなどもあろうかと思いますので、そのような考え方の解消につながる取組が例えばこの協力

隊の韓国語講座というようなところで、解決に結びつくことができれば、まさに地域おこし協

力隊が地域に貢献する活動の一つになってくるかと思いますので、そんなそのような活動は応

援したいと考えています。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 続きまして、質問を変えさせていただきます。それから、それでは、

説明欄の１０、美瑛の食の魅力を生かしたまちづくり事業、こちらのほうにつきましてお伺い

いたします。この方につきましては、任用１年目というんですかね。これから期待するところ

でありますけれども、予算審査資料によって内容を事業内容見ていきますと、３番目に規格外

農畜産物や食品ロスの問題解決、それから５番目に、美瑛産食材の魅力を発信と。こういった

ところで、書かれているんですけれども、この辺のところ、どのような状況で活動されていた

のか、その辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 規格外野菜の活用につきましては、令和６年度でなく、令和７年度の取組にな

ってしまうのでここに記載させていただいてなかったんですけれども、規格外野菜を活用した

レトルトカレーの開発に、この協力隊が関わり、貢献しております。また農産物の振興につき

ましては、主に一番密に活動したのが、ラスノーブルの部分で、ラスノーブルを活用したおい
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しい食の発信ということで、例えば都内の飲食店でフェアを開催して、そこでラスノーブルの

活用した、食をと首都圏の人に食べていただき、美瑛の魅力またはラスノーブルの魅力を知っ

ていただくというような活動をしていただきました。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはり規格外野菜、この辺のところの取組、非常に重要かなとなって

おりまして、やはり美瑛の物流というのは、やはりこの市場原理に基づいた一般的な流れしか

ありませんので、やはり美瑛の食材を、に対応できる単独の物流きっちりこの辺のところも議

論できればいいのかなと思っておりますので、その辺のところの考え方についてお伺いをいた

します。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 まちづくり推進課という立場でどこまでお話ししていいのか、農業分野の話で

もありますので、どこまでお話できるかちょっと分からないというところでございますが、ブ

ランディングという視点におきましては、正規の商品ではないものもおいしいというようなブ

ランディングの仕方もあろうかと思います。その一つが、この協力隊が開発しましたレトルト

カレーというところにもなろうかと思いますが、そのような様々な方法を模索しながら、いろ

んな活用を検討していくべきだと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 最後にこの物流ということで広いことでお話したんですけども、やは

り外に向けての物流というより、美瑛の事業者に対する供給仕組みといいますか、そういった

意味での物流ということを考えてますんで、その辺はやはりこれからちょっと必要かなと思っ

ておりますんで、最後にその辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられるとおりですね、美瑛のおいしい食材が町内で食べられない

という声も一部聞かれて、我々も聞いております。その理由につきましては、流通の問題が大

きく関わってくる部分だと思いますので、一長一短にはいかないと思いますけれども、例えば、

まちづくり推進課でできることといえば企業等の等との連携という役割は我々担わせていた

だいてますので、様々な企業と連携し、協議しながら、そのような流通が形成されればすごく

良い形にはなろうかと思いますので、そのような視点でも、企業連携進めてまいりたいと思い

ます。以上です。 
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○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） １項８目４番、丘のまちチャレンジショップ事業。これ事業活動内容

見たんですけれど、サロンの参加とかボランティア活動、物件探し。こういうのってお金もら

ってやるようなことなのかなって。個人でお店やりたいんだったら、個人でやるようなことな

んじゃないかなと思うんですけれども、この丘のまちチャレンジショップ事業っていうものの

目的っていうの再度伺いたいです。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 こちらの協力隊は、フリーミッション型での業務に従事しておりまして、最終

的な目標は達成しましたけれども、お店を開業するという目的で活動されておりました。一方

で、お店をつくるだけでは協力隊の活動にはなりませんので、地域の活動を活発化する、人と

人との交流を活発化するという思いも持っていただきながら、協力隊の活動をしました。この

サロン等につきましても、まさに人と人との交流を活発化させるという思いのもとを実践した

取組になっているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） そうじゃなくて、それはまた違う事業ですよね。丘のまちチャレンジ

ショップ事業っていうのは、当初の目的っていうのは一つの建物が空き店舗があって、そこを

使ってくださいって、そこで商売してください。そして成功したら、そこの店を買って買上げ

て、その資金でまた別のところの空き店舗をやります。空き店舗対策とリンクしてた事業のは

ずだったんですよ。だから、何かこれだと３年間で１，５００万ぐらいいってんですよね。何

の見返りもなんかないような形になってるんで、その意味でチャレンジショップ事業というの

は目的っちゅうのはどういうものだったんですかっていうことですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられるとおりですね、当初の目的や目的にはそのような視点はあ

ったかと思いますが、活動していく中でですね、すんなり行くことも、すんなりいかないこと

も多く、当初想定していたような斜面の空き店舗の活用、というだけではない活動にも１年、

２年、３年と進む中で発展的にいろいろこうされていった部分も一部あります。実際、あとで

すね、ただし実際に店オープンしたお店につきましては、空き店舗の活用をしてたりする部分

もありますので、当初の目的を達成しつつ、ほかにも、地域の町の振興に資する取組を企画し、
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実践していただく頂いたということで、当初の目的ではない活動も結果的には実践していると

いうところがあります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。いや今もう本通りもすごい建物がいっぱい売りに出

て、ちょっと大変な状況になってるんで、ここの事業って本当に空き店舗対策とリンクさせれ

ばいいものになっていくんで、ちょっとここで難しいからって言うんじゃなくって、どうすれ

ばうまくいくかという風な方向性を可能と考えていってほしいんですけれども、その辺どうで

しょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ですね、空き店舗たくさんある空き店舗をそれぞれと解決に結びつくというミ

ッションを、こちらの協力隊が担ってた、担っていたわけではないので、その部分は実践でき

ていないのは致し方ないのかなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） それだったら、丘のまちチャレンジショップ事業じゃないですよね。

極端なこと。違う事業ですよ。活性化事業とかそういう事業に入ってきますよね。丘のまちチ

ャレンジショップ事業っていうものが、目的っていうのをきちんと捉えられてやっていっても

らわないと。だからさっき言ったように３年間で１，５００万使ってるんだったら、これちょ

っとどうかな。３年間で空き店舗一つ借りる人が１人で来ましたっていうぐらいだったら、 

３００万のちょっと対費用効果っていうのは全然ないんで、その辺をちょっともうちょっと、

チャレンジショップ事業というのをどう考えてるかっていうのは伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 委員からご質問ありましたけど、この町チャレンジショップ事業って恐

らく、例えば商工観光交流課なり、活性化協会なりで、チャレンジショップ事業という名前で

事業やりましたけれども、今回この協力隊についてはですね、令和４年５月に来た段階で、フ

リーミッション型で自分が空き店舗を活用して起業したいという思いでこの方がこられてで

すね、その起業に向けてですね、当然起業するといっても、ただ起業しますという風にいかな

いので、町内の方いろいろな方と交流をしながらですね、実際美瑛町でどういう事業を行えば

起業していかいけるかというようなことを模索しながらですね、我々の公的な業務を行いなが

らですね、自分の起業に向けてのいろいろな人づくりでありますとか、交流を行いながらこの
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事業を自分の起業に向けて準備してきたということで、これの地域おこし協力隊のですね、小

事業名が同じチャレンジショップ事業というだけであってですね、ほかの課でやってるチャレ

ンジショップ事業とたまたま名前が同じ混同になってるだけですね。丘のまちチャレンジショ

ップ事業として、一つ同じ事業をやってるというわけではなくて、この地域おこし協力隊の事

業名が丘のまちチャレンジショップ事業ということで、空き店舗対策をやったということです。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） よく分かりましたけど、これ非常に紛らわしいんで、名前ちょっと変

えてもらえないでしょうかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 この確かに委員おっしゃるように、これ事業みんな一緒なんじゃないか

という風になってしまいますので、次年度以降というかですね実はもう既にこの方の事業を終

わらし、終わっておりますので、今度地域おこし協力隊ですね今各課で持つということになっ

て、それぞれの単位ごとにですね、いろいろな事業名をつけてこのような編成になってますの

で、その辺は議員の皆さんに混同されないよというかですね、分かりやすいような事業名つけ

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の７７頁から８０頁まで、第１３目東京事務所費及び第１４目諸費中、備考欄

１、美瑛高等学校教育環境振興補助事業、１２まちづくり寄附管理事業及び１３、企業版ふる

さと納税推進事業について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書８５頁及び８６頁、第５項統計調査費、第１目統計調査費について質疑を許し

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これでまちづくり推進課所管の歳出に関わる審査を終わります。 

暫時休憩します。まちづくり推進課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後１時４２分） 

（まちづくり推進課説明員 退室） 
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（住民生活課説明員 入室） 

再開宣言（午後１時４３分） 

○委員長（保田 仁議員） 住民生活課の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、決算書の６９頁から７４頁まで、第２款総務費、第１項総務管理費、第９目移住対策

費及び第１０目交通安全対策費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ７４頁、２款１項９目移住対策費の備考欄８について、テレワーク推

進事業についてお伺いをいたします。テレワーク事業で、行政報告には二世帯居住の増加や町

内関係機関との事業連携に展開するよう努めましたとあります。今日、ここを使ってる方で、

入居中、二居住した令和６年度の方はいらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 テレワーク住宅をお使いの方、令和６年度でいうと、人数でいうと３９人

ほどいらっしゃいます。会社、事業者名とかは、ちょっとここではあれなんですけれども、は

い。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 使ってた方が、いい時期使えますよね。２か月とか、特に夏はすごく

楽だ。私に居住して、会って話を聞いたことあるんですけど、テレワークの人にそういう風に

いいように、こういうことはよくないかもしれませんけど、より利用して、そしてまた帰って

いくと、また来年、ね、それは利用してもらって、美瑛を知っていただくっていう意味では非

常にいいことだと思うんですよ。だけどそれが移住つながらないと、移住対策としてはどうな

のかな、ちょっと思ってるんですけど。どなたか。令和６年はそういう風にお家を持ったりと

か、アパートを借りたりするとか、聞いたことありませんか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ありがとうざいます。令和６年度につきましては、残念ながら、そういっ

た方は今のところいないんですけれども、過去、ご利用頂いた中で、こちらで、把握してます

のは、令和２年度にお使いの方々からは、お二人、一応そういったような、住宅を持ってとい

うか、移住という形で住民票もこちらのほうに移していただいたような方もいらっしゃいます

し、令和３年度にご利用された方は３名ほど、そういったような方もいらっしゃいます。続い
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て、令和４年度にも１人、そういった方がいらっしゃいました。今後についてですね、利用さ

れてすぐになかなか移住っていうところには結びついてこないのかなというのが正直、私の考

えているところでして、これは継続していくことによって、今後ですねこの数がどんどん増え

ていければどういう風には考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございました。細かく調べていただき。やっぱり来てくだ

さってる方いるんですね、私も知っているので。すいません。聞いて申し訳ないんですが、や

っぱりこれ増やしていかないといけないし、関係人口関係もありますので、ここは入ってくる

ときにね。出るときとか、一声かけて、これから先、何年先なのか分からないけれども、そう

いうのでうちのほうはウェルカムだよっていう話をきちんとやっぱり関係機関としては、して

いただきたいと思って、提案をしておきますのでよろしく、どうでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ありがとうございます。今後もですね、移住につながるような形で、気持

ちよく受入れさせていただきまして、利用していただいて、今後も、利用していただけるよう

な、そして、さらにＳＮＳの発信もお願いしているところですので、さらなる顧客といいます

か、利用者の増加に向けての情報発信等も力を入れて、事業を進めていきたいと思います。以

上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。２款１項９目移住対策費。こちらのうちの７０頁

の備考欄１、移住対策事業、それから７４頁の備考欄７ＵＩＪターン新規就業支援事業、こち

らの２点についてお伺いをいたします。まず１点目、移住対策事業。こちらですけれども、提

出頂いた資料で、年齢別移住者実績、こういったものを出していただきました。中では、２０

歳から３９歳の子育て世代の移住者が全体の５５％、こういったことで、非常に好ましい状況

だなという風に理解をしております。その中で、ホームページを見ていきますと、移住コーナ

ーも充実した形になってるなと思って理解をしております。この中で、移住実績は、多様な取

組の相乗効果があらわれてきてる。こういったことと理解してるんですけれども、現在、移住

定住コーディネーターは何名かということと、もう一つはホームページの移住コーナーのアク

セス数が分かれば、お聞きしたいんですが。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ですね、今現在のコーディネーターというところなんですけれども、令和

７年度当初は、２名ですね。本日付けという形でいきますと、はい。失礼しました。アクセス

数ですね、ごめんなさい。そちらのほうについては、ちょっと、すいません。現状把握してな

くて、申し訳ないです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 後でアクセス数分かれば教えていただきたいなと思っております。そ

れから、町のホームページで募集している、プライベートツアー。こちらも何か興味持って興

味を持って見させてあげました。よくできたデザインだなと思っておりました。この辺でプラ

イベート等ツアーの申込み、どのぐらいあったのか。どのぐらい実行できたのか、この辺のと

ころをお伺いいたします。 

○委員長（保田 仁議員） 暫時休憩します。 

休憩宣言（午後１時５０分） 

再開宣言（午後１時５２分） 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） それではアクセス数とあわせて、プライベートツアー。この辺のとこ

ろの状況を後でお知らせ頂ければなと思っております。なぜこんなことを言うかというとです

ね、先日テレビ番組で愛媛県の西条市の事例が載っておりまして、ここでも本町と同じような

プライベート体験ツアー、こういったものを企画しておりまして、ここでは東京での移住セミ

ナー、こういったことをやってるようで、ここの参加者の中から無料でツアーに招待すると。

こういったことで、何でもかんでも助成すればいいということではないんですけれども、もう

一工夫が必要かなと思っておりますんで、その辺のところどう考えているか、お伺いをしたい

と思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 本町で実施しておりますプライベートツアーにつきましては、それぞれ申込み

頂いた後、後日、ウェブ等々でヒアリングをさせていただいて、どういったきっかけで美瑛町

のほうに移住したいかっていうのを聞き取った上で、その方にちょっとおされになりますけれ

ども、その方に合わせた例えば、子育て世帯であれば保育所であったり、幼稚園、小学校の見

学であったり、また町内のスーパーであったりだとかっていうところをご案内しますし、例え

ば起業したいという方であれば、同じような起業をされた方、先輩移住者のところの面談のセ
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ッティングだとかもさせていただいております。料金につきましても一応、交通費と宿泊費以

外は町のほうで調整の部分ですので、町のほうでということでやっておりますで、議員言われ

たように東京のちょっと私その事例まだ、西条市の部分はちょっと存じておりませんでしたけ

れども、マンネリ化してると言ったらあれですけれども、言われるとおり、もう一ひねりが必

要な部分も出てくるのかなとは感じてますんで、その辺ちょっと内部でもいろいろ協議しなが

ら、今後のツアー、ツアーの在り方について検討させていただければなという風に思います。 

○委員長（保田 仁議員） 八木委員。ちょっとすいません。 

ただいまの１０番の八木委員から資料要求のがありましたけれども、その資料要求に関して

提出を求めることにつきまして、皆さんからご異議ありませんかということをお伺いします。

なしということでよろしいでしょうか。 

（「なし」の声） 

資料についてよろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。続きまして、７４頁の備考欄７、ＵＩＪターン新

規就業支援事業、こちらのほうに移らせていただきます。ここは東京圏からの移住者新規就業

支援事業こういった事業ですけれども、予算額に対してこの決算額が大きな開きがありますけ

れども、この辺のところをどう理解しているか、考えているかお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ＵＩＪにつきましてなんですけれども、当初予算のほうでは、予測といい

ますか、こられる見込み数での予算を組ませていただいたんですけれども、実際に令和６年度

に申込み頂いたのは１件ということで、６０万円の支出という形になっております。補足とい

うかあれですけども、令和７年度、今現在の話なんですけれども、利用人数大分多くて、とい

う状況には頂いてますので、タイミングの関係もあるのかなと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ちょっと見させていただいても、ちょっとややこしいかなという思い

はしています。そんな形で道が運営する就業マッチングサイト、こういったところとの連携と

いう事業だと思うんですけれども、やはりこのこの事業を応募する人たちに対してどのような

情報発信をするのかしてるのかなと。そういった面と、それから本町の企業でこのマッチング

サイトに登録しているのはどのぐらいの企業があるのか。その辺のこと分かれば教えてくださ

い。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 まず周知についてなんですけれども、こちらのほうは本ホームページです

とか、ＳＮＳでの周知はさせていただいております。そのほかに移住フェア等で、実際に東京

等にお住まいの方たちと接するときにですね、こういう制度があるということも、そのときに

発信しております。町内でのマッチングの業者数に関しては、名前はありますけども、一社登

録ございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはり登録が一社であることはやはりなかなか申しづらいのかなとい

う面もありますので、その辺のところをきっちりコントロールしながら事業を進めていく必要

があるのかなと思っておりますんで、その辺のところの考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 このＵＩＪターンの支援事業につきましては、議員おっしゃられるとおり、マ

ッチングサイトに登録されている業者に就職するっていうようなパターン等をあと実績とし

て今美瑛町に来ていただいてるのは、ほとんどテレワーク型って言われてる、東京を美瑛町の

ほうに住所を移していただいて、そのままテレワークで業務、仕事を続けてるよっていうのが、

ほぼほとんど、各この事業美瑛町で行ってから、実績は全てテレワーク移住という形になって

ます。当然マッチング型の告知周知も必要でだと思いますし、やってこうとは思うんですけれ

ども、実際のなかなか使い勝手の悪い部分があるのかなという風な正直思ってます。ただこれ、

地方創生のお金を使って北海道と共同して全道で、全道の市町村、全市町村ではないんですけ

れども、やってる事業なもんですから、北海道とも連携とりながらもしつつ、テレワーク移住

という部分がかなり実績として多いということもありますんで、そちらも、メインって言い方

ではないんですけれども、双方告知しながら、いろんなところでＰＲしていきたいなという風

に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 最後にですねちょっと住民生活課に言っていいかどうか分かんないん

ですけども、ここでＵＩＪのＵのところなんですけれども、ここのどこも事業ないもんですか

ら、この辺のところでちょっと分かる範囲で聞かせてていただきたいんですけれども、Ｕター

ンに関する事業展開ですね、この辺のところで、美瑛町出身者で大学行ったり、就職したりで

道外出てる人もいると思うんですけれども、この辺に対してＵターンの働きかけというのが、
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こういったことも必要だと思ってて、このことを住民生活課ではないのかもしれないんですけ

ども、この辺のところもやっぱり必要かなと思っておりますので、ＵＩＪという以上はやはり

このＵへの対応、この辺のところをどう考えているのかその辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 Ｕの部分ということなんですけれども、今現在、行っている事業で、奨学

金の返還の助成事業というのがございまして、こちらのほうがそちらにちょっと内容としては

近いのかなという形です。制度としましては、美瑛町に３０歳以下でお住まいになられる方で、

正職員で定住が見込まれる方っていう形ですね。そういう方に対して、奨学金の額の毎月上限

が１万５，０００円の助成をするという制度の内容になってます。そこに美瑛高校の出身の方、

出身というか卒業された方についての加算という形で、月２万円。上限という形で対応させて

いただいておりますので、こちらの部分がちょっとそちらのほうの内容に合致している部分が

あるかなと考えてはおります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） 奨学金のところ、これ住民生活課でいいんですよね。すいません。そ

んな形で今奨学金というお話ありましたんで、やはりこの受けてる人に対するフォローといい

ますか、Ｕターンへの働きかけこういったことをきっちり、やはりこのしていく必要があるの

かなと思っておりますんで、その辺のところの対応について考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 役場で、移住施策ということで様々な事業をさせていただいております。その

中の一つに奨学金というこの事業もありますし、その他の事業もありますけれども、これらは

ＰＲしてなんぼだと。ＰＲを積極的にしなければならないという風に当然理解しておりますん

で、相談会等でのＰＲもそうですし、ＳＮＳインターネット等でもそうですけれども、まずは

皆さんにこういう制度があるよっていうのを知っていただくというような取組に今後もさら

に力を入れていきたいと考えます。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。よろしくお願いします。２款１項９目移住対策費、

１、６、８、お願いします。まず１番移住対策事業について、令和６年度のですね実績という

ことで頂いた資料のところ、年齢別移住実績があるんですけども、まず社会増、社会減という
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ことで言ったらこれプラスマイナスでいったらどんなような状況になってるか。令和６年度の

状況をまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 社会増というところでいきますと、令和６年で６年度でいいますと、１０

名までいかないぐらいなんですけども、プラスではあるというような形になっております。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁いただきました。移住されてきた方のですね、ように様々な要因

があると思います。例えばセカンドホーム使ってですね短期で利用される方なんかは、南海ト

ラフがあったりだとかっていうことで、それを避けるために、ちょっと移住考えてるだとか、

様々な思いがあって移住しているかと思うんですけども、令和６年度の移住者の中の移住の傾

向というかね、そういう中で、どのような思いがあって美瑛に移住されてきているのか、その

辺り傾向概要について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 移住された方々の思いといいますか、こちらのほうで、聞いておりますの

が、やはり景色がいいところに住みたいっていうのが、まず第一。そして、移住される方、結

構ご年配の方も多いんですけども、リタイアされた後ゆっくりその農村で暮らしたいっていう

ような、要望をお持ちの方はもちろんいらっしゃいますし、若い方でも、就職口、働き口があ

れば、働きたいというお声は頂いております。実際に移住された方々のお話を伺いますと、や

はり景観もあるんですけれども、タイミングもありますし、求めてるお家というのがなかなか

市場に出てこなかったりとかしますので、それをやっと見つけて移住されたという方もいらっ

しゃいますし、あとは日曜に拠点生活も始めていらっしゃる方もいらっしゃいます。そのよう

な状況になっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。まち・ひと・しごと総合戦略ってやっぱあるじゃな

いですか。まち・ひと・しごとで仕事なかったら駄目だし、そういうところで言ったらね、移

住したくても、やっぱその辺がきちんと確保されてない。担保されてなかった移住してもね生

活困ったら大変だから。だからそういうの大変だとかそういう踏みとどまったりする人やっぱ

りいると思うんですけれどもね。例えば、今回のいろいろ、今年の令和６年度の移住相談の中
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で、職があればもうちょっと来れたのにだとか、結局移住にはつながってないんだけれども、

何かそういうような分析をされてますかね、分析されているとしてはちょっと見解について伺

いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 今議員おっしゃったとおり、その仕事さえあれば美瑛に行きたいという方

はいらっしゃるというのは把握はしております。ただ、ちょっとそこに対して何人いるとかそ

こまでは、ご相談頂いた中で、何名かいるというのは把握はしてるんですけれども、それが本

来どれだけいるのかっていう掘り出しまではちょっと至ってはいないような状況ではありま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。ご存じのようにね、令和７年度８年度からか、ふる

さと住民登録制度始まりますよね。そん中で、ここに来てる人たち、足を運んでる人たちって

いうのは、やっぱりね、二拠点居住にならなかったとして、また美瑛に移住しなかったとして

も、潜在的なそういう美瑛に対してね思い入れがある方なんじゃないかなと思うんですよ。だ

からそういうこれまで移住されてなかった人に対してね、何らかのそのアフターフォローとい

うか、そういうことが必要になってくるんじゃないかなと思ってるんだけれども、その辺り、

令和６年度中に相談を受けた方、結局移住にはつながらなかったんだけど、令和６年に限らず、

５年、４年、その辺りのところでね、何かつながっていないんだけど、そのつながらなかった

人たちに対して何か働きかけだとか、そういうのは何かこうお仕事の中でやっていますが、ど

のような考えで。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 やはりそういった美瑛町に行きたいけどもというところの方々っていう

のがいらっしゃいますので、その対応としましては、そういう方たちは例えば東京にお住まい

でしたら、移住フェア毎年今行ってるんですけども、そのほうに毎年来てもらうですとか、そ

のあと、その働き口についても、こういう、ちょっとホームページとかにもその町内の仕事紹

介のページがあったりとかしますし、ハローワークのインターネットも見れますよとか、そう

いったような案内をしまして、その後、移住につなげるようなものを提供といいますか方法を

表示をさせていただいております。また、そういった方たちって結構観光にも、遊びに来てい

ただいたりとかしますので、そういったときにでも美瑛町に移住定住促進協議会という移住者

が中心となった団体がございますので、そちらのほうが開いているサロンがですね、月２回開
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いておりますので、そちらのほうを案内して、つながりを、さらに、行政だけではなくて横の

つながりといいますか、地域の方たちとのつながりもそこで持ってもらうような案内もさせて

いただいているような状況になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。いろいろな試みやってるのはよく分かるんだけれど

も、その中でね、例えばだよ。例えば、例えば移住してきてて、その方が美瑛町内で働くよう

になりますと。やっぱそこはね、しっかり町の中でもやっぱり活用していくというか、言葉よ

くないかもしれないけど、大事にして、それはずっと仕事を続けてもらいたいというところが

あるんだけれども、令和６年度に従事していた移住の職員の方いらっしゃるかと思うんだけど、

その方が６年間ぐらいやってるのかな。６年間ぐらい勤めてて、先頃、退職されたっていうこ

とがあるんだけれども、そういうような事例はちょっと非常に私もったいないんじゃないかな

と思うんだけれども、６年のね、従事してて、今後なんだけどもそういう方がね、再び働くこ

とが可能なのかどうか。ある可能なのかとか、やっぱりそういう風な人たちがきちんとやっぱ

り発揮しなかったら、今係長一生懸命やってるかもしれせんが、また人が変わったらね、なか

なかそういうのが難しくなってくると思うんだよね。だから、移住してきた人がなおかつ移住

でこういうとこでいいところだから来てくださいっていうことで、今回も大阪行った人の中に

は、そういう移住者の方もいたのは私よく分かってるけれども、その方ってやっぱりね、藍染

めのね、服着てで行ったりだとか、やっぱり美瑛に惚れ込んでやってるんだから、そういうよ

うな移住者の方が移住を呼ぶようなことをね、やっぱりやるべきだと思うんだけれども、ちょ

っと私その人材のことで言ったら今ね、個人名も出せないけれども、近頃やめた方がいらっし

ゃるということだからね。そういう方がやっぱり長く続けて働いていくということが私大事な

んじゃないかなと思うんだけど、その辺り認識について伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 今おっしゃられたとおり、今回コーディネーターの方、長く勤めていただいた

方は退職という形になりました。私もちょっと去年からいろいろその方とは面談とってて、理

由としましては、家庭の事情という。ちょっとこの場ではお伝えできないんですけれども、そ

れでは仕方ないよねというような理由で一旦、退職というような形になってますけれども、今

後またその問題が終われば、また力を貸していただけるというような話も聞いてますで、議員

おっしゃられるとおり、本当にこの移住の仕事って、人と経験っていうのが重要だなという風

には考えてますので、コーディネーターの方条件面、条件面も含め、職場の中でまた大切に育

てるって言い方が適切かどうかあれですけれども、対応させていただきたいなという風に今後
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とも思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。生活課長、今答弁頂いたから、別なちょっと話角度

からいくんだけれども、もともと移住はね、まち課が担当してて、それで政策部局であるまち

町が移住定住やったそういうときから、今回住民の窓口だからってこと住民生活課。機構改革

の一環でね、それはもういいんだけれども、移行された後、いずさであるとか、齟齬が生じた

りだとかっていうその政策部局と実際の現場の移住定住やってるあたりが、きちんと連携とれ

てないとなかなかこううまくいかないんじゃないかなと思うんだけれども、いずさであるちょ

っと言葉ね、いずさって分かるかね。いずさとかってあるけど、いずさであるとか、例えばそ

の何ていうのかな、齟齬が生じたりだとかっていうのはないですかね。その辺りちょっと私気

になってるとか、令和６年度のやり方、やり取りの中でだとか、伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 機構改革という形で住民生活課のほうに移住定住推進室が来ており、移動しま

した。で、正直いずさがないのかどうかっていう部分に関してはまちづくり推進課については

町全体のまちづくり、都市計画、施策的な部分を取り持つからですので、当然、担当課、現在

の担当課の住民生活課移住定住としては、連携はとってるつもりではありますけれども、そこ

がちょっと希薄になってる部分も、ないとは言い切れないのかなという風には考えております。

ただ、担当課としてはまちづくり、関係人口テレワーク等々の住宅じゃないですけれども、関

係人口という部分でも力を入れていきたいなという風に思っておりますので、引き続き、連携

という形で協力体制をつくっていきたいと思っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田委員です。質問変えます。６番の奨学金返還事業について

ございます。午前中の総務課のやりとりでもあったんですけれども、やっぱり人材確保がなか

なか難しいということで、これ以前ですね予算のときは決算と聞いてはいるんだけれども、公

務員に対してのこの奨学金のですね制度運用上、公務員まで広げてはどうかということを言っ

たんですけど、これ令和６年度中に当然制度的に変わってはいないと思うんだけれども、そう

いうことをやる、公務員に門戸を広げるというか、対象を広げることによって、人材確保につ

ながるんじゃないかなと思うんですけれども、その制度設計上そういうことが可能なのか不可

能なのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 制度設計上ということなんですが、こちら奨学金については、補助が入っ

ている、こちら交付税ですね、失礼しました。交付税が入っている関係上、公務員を対象にそ

こには制度上出来ない形になっているのが、ちょっと現状という形になっております。以上で

す。失礼しました。制度上はできるんですけども交付税の関係上、今ちょっとできないような

状況という形です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 頂きました。安心しました。ただね、やっぱり人材、いい人材を入れ

るだとかっていうことになると、あそこはね、考えたほうがいいんじゃないのかなと思うんで

すよね。だからそこは、制度上、交付税措置がね、あるのかもしれないけれども、金額として、

年間１万５，０００円かける１２か月の例えば４年間なのかね。その辺のところで、そんなに

やっぱり人材入れるんだと私はそこに惜しまずにね、出してもらえたらなと思ってますね。そ

ういう風に公務員に広げることによって、いい人材役所に入ってね、それこそもう美瑛だった

ら、こういうことね、一生懸命やりたい、そういう奨学金のね、返還してくれるんだったら頑

張ってやりたいっていうちょっと新しい職員がね、出てくるかもしれないじゃないですか。そ

の辺については、ちょっとこう、理事者にもね、検討頂くと、そんなようなことでお願いした

いと思います。認識を伺いたいと思います。 

（「なし」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 奨学金返還支援事業につきましてはちょっと、委員おっしゃるとおり、予算だ

ったか、決算だったかのときに、以前にもお話し頂いておりました。その後令和６年度の、失

礼しました。７年度の予算編成をするときに、一応理事者協議をさせていただいております。

公務員も対象にすべきではないだろうか。これだけ人材不足だというところでっていうところ

で、協議はしてるんですしたんですけれども結果として、ちょっと見送るかという部分になっ

ております。で、委員おっしゃるとおり、人材不足という部分も多々ありますので、来年でき

るかどうかは別にして、また改めて理事者とも協議をさせていただこうと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁いただきました。質問変えます。テレワーク推進事業、これ私テ

レワークが目的じゃなくて、やっぱこれが端緒というかきっかけになって、やっぱり投資を呼

び込むだとか、そんなような感じをね、やっぱりやっていきたいな。やっていただきたいなと

思うんだけれども、さっきも答弁あったんですが、これまでのテレワーク事業っていうのは、
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果たしてその何ていうのかな。１回件数としてはあるんだけれども、そういう投資を呼び込む

ためのものになってるのか、例えば支店をつくってもらうとかそこに現地の法人を作ってもら

うとかっていう、そういう風につなげることが私大事だと思うんだけども、その辺り取組、６

年度についてはなさってましたか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 先ほどちょっと回答の一部でさせていただいたんですけれども、実際に移

住してきていらっしゃる方も、数は少ないですけれども何人かいらっしゃるというような状況

でして、まだそういう状況ですので、直接こちらの美瑛町に支店をつくるですとか、そういっ

たところにはなかなか至ってないところではあるんですけれども、ただテレワークの特性上と

いいますか、そういった方が個人事業主であれば、引っ越してきたら、実質そこが事業所では

ないんですけれども、そういうような形っていうのはあり得ているのかなというところがござ

います。また投資についてはちょっとそこまでまだ至ってないのが現状かなと思っております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。フリーランスでも、個人事業主でもいいんだけど要

は、美瑛町にお金を落としてもらいたいってそういうところがあるもんだから、テレワークを

していただいてね、美瑛町気に入ったってなんだったらそういう風な仕組みをね、作ってもら

いたいという風に考えてます。認識を伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 おっしゃるとおりそうですね、今後につきましても、引き続きそうＰＲは

もちろんさせていただきますし、その移住につながるようにももちろん努力をさせていただき

ますし、はい。地域に経済効果をもたらすような形の何か仕組みづくりも何か考えていこうと

思っております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、１４時です。３０分まで休憩します。 

休憩宣言（午後２時１７分） 

再開宣言（午後２時３０分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、決算書の７７頁から８０頁まで。第１４目諸費中、備考欄２、地上デジタル放送受信
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障害対策事業、４地上デジタル放送受信対策設備更新事業及び８防犯協会支援事業について質

疑を許します質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の８３頁及び８４頁、第３項戸籍住民登録費、第１目戸籍住民登録費について

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１１３頁から１１６頁まで、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第６目環境

衛生費及び第７目墓地管理費について質疑を許します。ただし、第６目環境衛生費中、備考欄

に合併処理浄化槽設置整備事業及び３浄化槽保守管理協議会補助事業を除きます。質疑ありま

せんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） お願いします。８款５項２目、ごめんなさい。間違えました。４款１

項７目墓地管理費、２１６頁です。に伺います。最近は墓じまいということが言われています

けれども、この墓地についても墓じまいをしている令和６年度はありますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 よろしくお願いします。墓地管理事業の中の墓じまいということでご質問

お答えします。６年度の墓じまいの返還届、うち返還届が提出された件数につきましては、２２

件ということで、はい。ということなっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ２１件あったってことは、２２件ということは、そこをまたお貸しす

るっていうことは、ことはあるんですか。売るんですよね。貸すんですよね。お貸ししてます

か。その人が、やめて墓じまいしちゃった人のところを入れているのか。それとも新しいとこ、

まだ売れてないころを借入れがないところもあるような感じもするんですけど。そういうこと

ありますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 今現在基本的にですね墓地の価格ですね１区から７区までありまして、１

から４までは古い区画で、６、７区は割と新しい区画となっております。５ブロックの額を借
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り人多いんですけど、古い４区のほうも使っていただく、使いたいという人もいらっしゃいま

す。その場合には、以前使った人もいらっしゃいますということで、事情をお伝えしながら、

それでもよければ使っていただくということで、説明しております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１１５頁から１１８頁まで。第２項清掃費、第１目清掃総務費から第３目し

尿処理費までについて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２項３目し尿処理費ですけれども、これ６年度の使用実績出してもら

ったんですけども、し尿処理が大体７、８、９、１０、１１月ぐらい、結構ぐーんと伸びてる

んですけれども、これ観光客がやっぱり来るから利用するからという考え方で増えるんでしょ

うかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 そうです。やっぱり夏場、春先から夏場に置かれましては、観光客いらっ

しゃることも多い、多くありますので、浄化槽も、浄化槽ですが、清掃に関するくみ取りが多

いということで、捉えております。逆に冬場に関しましては、場所によってはそのバキューム

車が行きづらい場所もありますので、そうならないように、雪のないうちに、汲み取りを行う

という風になっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） むしろ観光客が増えるというのは今度年度の見ると、２７年度よりも、

令和６年度というともうがっくり減ってるんですけれど、これ確か人口が減ってるから減ると

いうのもあるんですけど、今、観光客が２６０万人も来ていっぱいいっぱいトイレ使ってるか

らお金が足りなくて、宿泊税とか駐車場代とか取るって言ってるけど、そんなにそんなに観光

客の影響は、年間では増えていないっていう話になってくるのかなっていう風に思うんですけ

れど、そういう考え、そんなに影響を受けてないっていうことですか。年間のし尿量の処理料

っていうのは、どうでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 例えばです。あの、観光客が多いところの青い池の通りですとか、そうい
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ったとこに関しましては年間の予定の汲み取り回数よりも、汚れ具合が追いつかなくても増や

してしまうということもありますので、そういった場合には汲み取りの回数を増やしたりとか

っていうのを聞いております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） でも全体的にはそんなにそんなに影響は受けてないっていう形ですよ

ね。これだったら、この数だったら減ってる、減ってるんで、実際のとこ、し尿出るんで、事

業費にしてもこれ旭川になったからここ少し増えてるけど、そんなにそんなに変更はないです

よね。２６、２７年度ぐらいから料金は。だからそんなに観光客が増えてる、減ってるってい

うのは、影響はそんなにここには出てきてないっていうことで、考え方でいいんですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 主に北西の丘ですとか、新栄の丘のほうの展望公園のほうは、以前は資料

のほうの件数の数字だったんですね。それから浄化槽に切替えまして、汲み取りを行ってきた

っていうのもあります。ただ各関係課としますと、汲み取り数が増えるかなと思いますね。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） まずよろしくお願いします。４款２項３目、同じくし尿処理費、令和

６年度のくみ取りのみということで言ったら、町内の市街地の件数、大体で結構なんですけど、

大体どのぐらいあるかって、私が聞いたところによると、民間事業者さんに聞いたら、１００

件を超えてるだろうっていうなことでですね。市街地の汲み取り。要は、水洗になってないお

宅ですね。それが１００件を超えて１５０件ぐらいあるかもしれないっていうそういう話なん

だけど、大体その辺りどのような認識か、まず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 市街地の汲み取り件数ということで、まず全体の町内全体の件数としまし

ては、２，３６７件。そのうちの市街地の件数とあとちょっと申し訳ありませんが把握はして

おりません。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 頂きました。これ町民の方から本当に役場のごく近くのお住まいの方、

事業なさってる方からなんだけれども、観光地、美瑛町だって言ってるのに、やっぱり汲み取
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りの車が観光地の前を走っていく。事業者さんはすごい神経質にっていうか私車載せてもらっ

たこともあるし、そのルート一緒に回ったことあるんだけれども、本当に一生懸命考えて、な

るべく目立たないだとか、観光客の方にね、不快な思いさせないってことでやってはいるんだ

けれども、結局水洗になってないお宅ってのはやっぱり町の中にもあって、それで果たしてね、

観光地と言えるのかっていう風に言われて、それで私件数調べたりだとか、実際には建水のほ

うで水道課のほうのね、あれも関係してくるから一概には言えないんだけれども、やっぱその

辺り水洗にねしていかなきゃならないっていうか、いろんな経済的事情までできないかもしれ

ないんだけれども、町としてね公衆衛生担当する係としてどのような認識でおられるか。この

まま放置と言っていいものなのか、できれば何とかそうやって水洗化を進めていくのか。その

辺り認識について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 あの市街地の汲み取りの件数がまだたくさんあるというところで、下水道のほ

うに接続する。ちょっと下水道の普及の関係についてはちょっとまた建設水道課ともいろいろ

あるかと思うんですけれども、原課としては一般廃棄物であるし尿を収集するっていうのが、

法律上、環境衛生、住民生活課のほうの所管になってるというところで、それは置いといても、

議員おっしゃるとおり観光地で汲み取り、バキュームカーが走る。最近のバキュームカーも議

員乗られたんでご存じだと思うんですけど、大分臭いも出ないような車ではあるんですけれど

も、やはり見たときに、バキュームカーってだなっていう思われる方はいるのかなと思います

けれども、町と住民生活課としてっていうよりは、町として、下水道に接続されてないところ

は衛生上の関係もありますんで、なるべく下水道に負担も生じてきますけれども、その辺りも

建設水道課等々の協議、何ができるっていう、ちょっと具体的にちょっと話はできないんです

けれども、水洗というのは当然、必要なのかなという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） それで水洗化なんですけどもね、昭和の時代古いなんかなんていう公

衆衛生上の観点から補助金だとかっていう国のやつもあるみたいなんだけれども、古い昭和の

話なんでしょう。これ一生懸命水洗化、水洗化で何かやってたと。美瑛町の水洗化の比率とい

うかね、それは何％ぐらいなってるのかなと思って。一般の住宅、また浄化槽、ざっくりとで

もいいんですけども、水洗化がどこまで到達してるのかっていう、登山に例えなくてもいいで

す何パーセントにしてもらったらいいんですけどね。大体で結構です、はい。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 
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○住民生活課長 水洗化率につきましては所管的に言いますと、建設水道課水道整備室のほうに

なるのかなとは思います。ただ、すいませんちょっと今資料持ってないんですけど資料の収集

計画という中でもうたってる部分が、把握してる部分が、今、手持ち資料ないんですけども、

あるんでですけれども、すいません水洗化率については、所管は水道課、水道整備室になりま

す。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１番、武田委員。 

○委員（武田信玄議員） １番、武田です。ちょうど今水洗化の話があったんですけど、白金温

泉の関係なんですけどね、あっこの何ちゅうか、観光地であって、ほとんど何なんて水洗化に

なってないんですよね。そういうのは、そのことを把握してるかなと思って。課長のほうでと

いうことは、安山岩、穴が、穴があんね、ろ過するもんだから、残らないんですよ。水が。安

山岩だからね。そういう関係で、その辺は把握してるかなと。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○住民生活課長 先ほども話ちょっとしましたけれども、住民生活課としては、一般廃棄物であ

るし尿収集する業務法的になっておりますので、くみ取りがあるところは把握してますけれど

も、くみ取り自体ないっていうところにつきましては把握はしてないです。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１３１頁及び１３２頁、第７款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費中

備考欄２、消費者行政推進事業について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書１５７頁及び１５８頁、第８款土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費及び

第２目住宅建設費について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ３番、京屋です。お願いします。１５８頁の８款５項２項住宅建設費

の備考欄３についてですが、東町団地ストック改修事業ですが、これ、去年、見せていただき
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ました。今回お金が相当かかってますよね。かかってるんですが、４棟、でしたね。５棟か。

１棟４戸を変えてるはずなんですが、今全部そこはもう入居してますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 東町ストック総合改善事業につきましては、令和５年度から年度につき、４戸

の改善を行っております。現在、入居者の数としましては８戸中６戸が入居されているという

状況にございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。それで多分公募してると思うんですが、入ら

ない理由は、ありますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長  東町団地につきましては、新規の入居者の募集に加え、廃止団

地からの移転の希望というのもとってございます。なかなか埋まらない理由の一つとしまして、

やはり市街地から遠いという理由が挙げられておりまして、その辺の課題等についてはですね

福祉部局とかとも相談してですね、高齢者の買物サービスですとかそういったところをご案内

して、周知に努めているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございました。とても分かり、その理由も分かります。確

かに古い。でも、風呂はきれい。この辺、せっかくお金をかけてきれいにして、空き家はやっ

ぱりよくないかなって私も思いますので、この辺はしっかり広報していただいたり、今、ほか

の古い住宅に住んでる方に見に来てもらって、入ってもらうとか、その辺の工夫をして来年度

はしていただきたいと思います。いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 引き続きですね、廃止団地の入居者に加えですね、同じ東町団地内にお住まい

の方もですね、やはり設備等が改善されるということで、団地内の移転もですね呼びかけてま

いりたいと思いますのでご理解のほどお願いします。 

○委員長（保田 仁議員） 質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 
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○委員（八木幹男議員） ８款５項２目住宅建設費、１５８頁の備考欄５、安心子育て住まい整

備事業こちらにつきまして、お伺いをいたします。令和６年度から始まった事業かと思ってま

すけども、居住されている方からはどのような意見が寄せられているのか、その辺のところを

お聞きしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 安心子育て住まい事業につきましては、令和６年度に西町のなかよし公園横の

旧教員住宅を改修して子育て向けに供用しているという状況にございます。お住まいになられ

てから特段、そうですね、聞き取り等は行ってはございませんが、特に問題なく生活されてい

らっしゃるのではないかと思っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはりこの単純な思いで提案して平屋のというこ

とでご要望させていただきます。やはりこの子どもが家の中で自由に走ってもらいたいような

走り回ってほしいなって、こんな単純な思いから提案した次第でありまして、あとはですね、

町の中心部、あるいは学校の近くにいいなといった要望はないのか、その辺のところをお伺い

いたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 子育て住宅につきましては、旧教員住宅を利用しているということもございま

して、ほとんどが学校の近くになろうかと思います。平屋ということもありまして、音で騒音

ですとか、そういったことを気にせず、伸び伸びと育っていただけるのではないかと思ってい

る次第でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 今後の展開についてですけれども、今日の読売新聞に国交省、こちら

の来年度予算ということで、高齢者世帯のみが暮らす住宅などを子育て世代向けの住宅や施設

に再生するモデル事業に乗り出すといったことも出てまして、やはりこの町なかに子育て世代

を呼び込むという意味から、やはりこの空き家の活用ですとか、そういったことも将来展望と

して入れていただいて、このまちの中に子どもがわいわい騒いでいるような環境が欲しいなと

思ってるもんですから、その辺のところにつきまして考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 
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○住民生活課長 まず前段の安心子育て住まい整備事業、たまたま入居された方のお子さんが私

の子どもと同級生でございまして、学校の近くで非常に便利だという話は伺っております。は

い。その他いろいろ住宅のことがあればということで話をしているところでありますけれども、

今言われた空き家の活用につきましては、そもそもこの子育て住まい住宅についても、新築で

建てるには相当なお金がかかるもんですから、今ある既存の施設を活用して活用していこうと

い う こ と で 整 備 を し、 い ろ い ろ 議 員 の 皆さ ん に ご 意 見 を 頂 いた と こ ろ 、 こ う

いうところで採用していこうというような形の発想でございます。当然空き家につきましても、

今後相当数出てくるだろうなという風に考えておりますので、具体的に何って形ではないんで

すけれども、国の制度なんかも情報収集しながら、既存の施設を利用、再利用できるような形

というのがこれからなのかなという風には思っておりますので、今後そういったところで情報

収集等も進めていきたいという風に考えております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員）ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで住民生活課所管の歳出に関わる審査を終わります。 

暫時休憩します。住民生活課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後２時５０分） 

（住民生活課説明員 退室） 

（保健福祉課説明員 入室） 

再開宣言（午後２時５２分） 

○委員長（保田 仁議員） 保健福祉課の皆さんよろしくお願いをいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、決算書の８５頁から９２頁まで、第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉

総務費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石議員。 

○委員（白石久代議員） 白石です。よろしくお願いいたします。３款１項１目の社会福祉総務

費のすいません。９番民生委員児童委員協議会補助事業。民生委員の方ちょっと知り合いがい

るんですけども、何か報酬が少ないのよっていうのを顔合わせるたびに言われて、ちょっと今

回の数字を出していただいたんですが、資料頂きました。報酬というのはないということを、

今回初めて、すいません。知りました。で、活動費として、金額上げていただいてます。ただ、

年間の実働数も、明記されてるんですが、何か多分個人的によってやる人はやるし、やらない

人は必要以上は動かないっていうこと、かなりの差があると思うんです。私の知ってる民生委

員さんは地域行事に行くと、必ず会うので、多分義務づけられてる活動プラス、地域の行事へ
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の参加っていう、積極的にされている方だと思います。この活動費が高いか安いかっていうの

は個人差がかなりあると思うんですが、定期的にこれ、民生委員さんたちと膝突き合わせて再

検討をされてみてはどうでしょうか。いかがでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 よろしくお願いします。民生委員、児童委員なんですけれども、民生委員につきま

しては民生委員法のほうで定められておりまして、給料というものは、支払われないというこ

とで活動に基づいた実費を、活動費として支給させていただいているところです。美瑛町にお

いては資料、提示させていただいたとおりの活動費のほうを支給しておりまして、そのほかに

研修があれば、一部旅費のほう実費出させていただいたりですとか、あとは会議について移動

する際に遠くから参加される場合はその分の一部、交通費を出したりっていうのは実費での支

給をしているところです。近隣各町を含めてですね金額の差異はあるんですけれども、１番低

いような金額ではないところでありますけれども、実際の活動に基づいて、活動費を支給して

いるところではありますので、近隣各町の動向も踏まえながらですね、検討のほうはしていき

たいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ７番、白石です。答弁頂きました。成り手不足、深刻になってきてま

すので、検討のほうよろしくお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 民生委員、児童委員の報酬につきましては、町からの補助金という形で補助を行っ

ておりますので、まず協議会の中でお話しするところと、あと町の予算上の兼ね合いもありま

すので双方で協議を進めていきたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） １項１目社会福祉総務費のごめんなさい。１番社会福祉管理費、これ、

予算では６５０万なんですけれど、今回３６０万中で、会計年度任用職員が１人増で５００万

になるはずが、今回２００、２９０万だったってことは、これ１人来なかったっていうことな

んですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 
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○社会係長 募集をしていたところではあったんですけれども、はい。応募がなく、人数はこの

ままとなっております、はい。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） １人減ったということは、それだけ皆さん負担が増えたということで、

大丈夫なのかなと。余計なお世話ですけど。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 業務につきましては、決まった人員の中で協力し合いながらですね、執行してまい

りました、はい。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。３款１項１目社会福祉総務費、この後９０頁、備

考欄１０、新結婚生活支援事業。こちらについてお伺いをいたします。こちらのほうは婚姻数

のデータ出していただきましたけれども、この中で利用状況、こちらの利用状況、何名で、支

援内容はどういった内容なのか、お伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらの支給の状況ですけれども、令和６年につきましては、２５７万９，９８４

円で８件の補助を行っております。具体的な内容としましては、最大補助６０万円の２９歳以

下が３件、上限３０万円の３０歳以上の世帯につきまして合計の合計８件となっております。

内容としましては全て家賃に対する補助となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ちょっと、決算額と数字、これで割っても合わないのかなと思って昨

日見てたんですけども、その辺何かきっちりした金額になるはずがならないなと思って見てた

んですけど、何かこの辺のところはあるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 この端数についてですけれども、実費に対する支給となっておりまして、家賃がい

くら支払ったかという形で、実際の領収を確認できるものを持って支給している補助、報告、

実績報告をしているという形になりますので、円単位での決算となっております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはりこの費用のかかる時期で、支援というのは非常に大切な事業だ

と思っておりまして、今後このような形で同様な形でいくのか新たな対策というか、設けてい

くのか、その辺のところの展望についてお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらの結婚新生活支援事業で、こちらの引っ越しですとか家賃に係る助成につい

ては、今のところ令和８年度以降については、補助をする見込みがないという形で考えており

ます。理由としては、令和４年から開始しまして令和４年が３件、令和５年が９件、令和６年

が８件の補助をしていたところなんですけれども、実際に申請に来られる方っていうのが実際

結婚した際に、初めてこの事業を知って、そこで説明をして、該当するのでぜひ申請しますと

いう形の方も多く、かつですね所得が５００万未満という形で、収入ではなく所得で５００万

という形の対象となっております。実際に所得で５００万となると、生活が苦しい世帯に対し

ての支給となると。なかなかそうはなっていないという現状もあります。というところとあと

は結婚ということを選ばないという方も出てきているということも含めて今後は、この結婚新

生活支援事業ということは継続しないということを今検討しております。結婚、これはちょっ

と別の事業になるんですけども、Ｂｅコインで結婚した方に祝い金の制度もやっているんです

けども、そちらのほうは継続する見込みで検討しております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。よろしくお願いします。３款１項１目で３、

５、６、１２お願いします。まず成年後見制度推進事業、これ毎回聞いてるんですけども、６

年度の概要というか申立ての件数であるとかあるいは受任の件数であるとか、その概要につい

てまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 令和６年度の活動について、ご報告をさせていただきます。まず、市民後見人

の養成研修を修了された方が１名そのまま登録をされます、しております。その後、市民後見

人の候補者研修会が、１０月２０日に旭川のほうで開かれておりまして、３６名が参加をされ

ております。あとは、首長申立てにつきましては、令和６年度１件、後見類型にて申立てを行

っておりまして、後見人には社会福祉士さんが選任をされているところでございます。以上で
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す。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。今回の社会福祉の方が１０人というか後見人入った

ということで、なかなかいい流れというか、いいんじゃないかなと私思うんですけれども、た

だこれ申立て費用については、何ていうかな、記憶でちょっと曖昧なとこあるんだけど、申立

て費用については公費負担になるとは思うんだけど、そのあとのね、何かいろいろこうもろも

ろのそういう報酬だとかについてはどのような状況にあるのか、６年度の受人のケースでも結

構なんですけども、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 受任後のことについてということでしたが、実際に社会福祉士さんが選任され

たケースとは、また別のケースの例としてになるんですが、報酬助成制度というものを設けて

おりまして、令和６年度に関しては報酬助成制度を利用された方は１ケースございます。以上

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きまして、質問を変えます。社会福祉団体補助事業、こちらも

度々質問させてもらってんですけど、令和２年ぐらいには補助金が６５万円ということでして

今年度、令和６年については７万円ということで最近は社会福祉団体の活動というのがちょっ

となかなか停滞というか、もしかしたら手弁当でやってる方たちもいらっしゃるのかもしれな

いんだけれども、その補助の額だけ見ると、なかなかその社会福祉団体という部分ですね活動

がちょっと今停滞してるんじゃないかなというとこあります。くらし援助サービスのところで

も触れようと思うんですけれども、ちょっとこの辺町としての考え方といいますかね、担当課

として、社会福祉団体の活動についてどのような認識でおられるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 参事。 

○保健福祉課参事 社会福祉団体事業のほうが停滞傾向にあるんではないかというようなお話

なんですけれども、金額だけ見ればですねただ減少しているというところで、以前もちょっと

答弁したかと思いますけれども、やっぱりその団体があってそこに加盟している方々が、役員

なり、それぞれ協力してやってるという中で、負担感というのも出てきてだんだんなくなって

いってる経過があるのかなという風には分析はしております。町としてお金を出せばいいとい

う話ではなくてですね、そういった団体が何かをやりたいといったときにお金の面だけではな
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くて、例えば知恵を出すのか、こういったことでできるというようなお話ができるのか分かり

ませんが、そういったことで、お金だけではなくて、そういった福祉団体が発生したときには、

積極的に協力していきたいという風に思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。質問を変えます。福祉ハイヤーについてなんですけ

れども、令和３年度の福祉ハイヤー借上事業の概要書をちょっと今手元にして見てるんですけ

れども、これ市街地と郊外でですね金額が変わって、恐らく積算にあたっても今回も、市街地

と郊外等で分けて算定予算編成されたかと思います。そこの中で、やはり執行額が６４３万 

７，８００万に対して６４３万７，０００円で使えてない人なのか使わなかったのか、必要が

なかったのか。その辺りどのような認識でですね、どこの部分が使われなかったのかとか分か

れば、令和６年度の状況について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 まず、一番利用の多い高齢者のハイヤー助成をもとに回答させていただければと思

うんですけども、まず、市街地が配布が３０枚で、１枚当たり５００円の１万５，０００円、

郊外が４０万で、１枚５００円などで２万円の配布となっております。市街地のほうにつきま

しては、４７２人に配布しております。郊外につきましては、７９人に配布しております。実

際に利用した方なんですけども、市街地のほうは６８％で、郊外のほうも６８％となっており

ます。なので実際に配布した人数と使用というのはちょっと乖離があるっていうところがあり

ますけども郊外と市街地で大きく乖離っていうのはありません。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これ非課税世帯で例えば障がいのある方のご家庭だ

と、給付というかね、これ対象にはなるかと思うんだけれども、過去には車の運転できてまし

た。ただ車なくなりました。そういう方も対象になるかと思うんですけど、そういう方で申請

が漏れてたりだとかっていうようなことがね、あるのかどうかってちょっと気になったところ

があって、認識いかがでしょうか。６年度について申請があってた方とかそういうのいらっし

ゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらのほうなんですけども、一応あくまで申請制のはい、制度をとっております。

ただ、令和６年度７年度につきましても免許返納したので申請したいですですとか、車も乗ら
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ないで処分したので、申請したいですということでお話あって、処分したり申請してください

という形で申請頂いて実際に交付した方もいらっしゃいます。はい。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。質問変えます。福祉人材確保支援事業、令和６年度

の事業概要書になります。１５頁になりますが、これ新規採用になった方たちに対してなかな

かね、補助というかいい制度だと思うんですけれども、ただ、３１０万の予算に対して執行額

が２０７万円ということで、思ったよりも福祉人材確保の事業としては、ちょっと３分の１程

度、執行残というか不用額発生してますけど、その辺りどのような分析をされてますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 令和６年度につきましては決定ベースになりますが、全体で 

２０名の方が申請をされて決定を出しております。うち１７名が介護、うち３名が保育の方に

お出しをしてございます。職種に若干偏りがあるかなというところと、初年度は、令和５年度

決定ベースでいきますと、２９件のところから２０件にちょっと減ってございますが、各事業

所さんには浸透しているのかなというところではありますが、これを例えば移住定住の施策の

冊子に載せさせていただいてる部分もありますので、事業所さん発信ではなく、こちらの勤め

たいと思うような方にも届くような形ができていければいいのかなというところで、件数が少

ないところに関してはそのように感じております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 同じく、同じく２番の戦没者式典事業と、９番の民生委員のことにつ

いて伺います。この戦没者の戦没者の事業ちゅうのは、町内会助成しているんですけど、なぜ

町内会が助成しているかという、そういう町民の声もありましたんでね。ちょっとお答えお願

いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 戦没者追悼式事業についてなんですけれども、ちょっとこの一般会計とは別の団体

で、戦没者追悼式を主催している追悼奉賛会という団体がありまして、そちらの美瑛町戦没者

追悼会のほうから、町内会ですとか、個人の方ですとかに寄附の協力をお願いしているという

形で強制ではないんですけども、お願いして、会の式典の準備をしているという形になってお

ります。 
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（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 町内会も世帯が少なくて、金にも困っていますんで、少しでも、削減

しようと考えている町内会もありまして、これ戦没者って町内会に負担しないでやっぱり国と

か町でやるのか。戦没者のためにね国のためにあったんですからね。そういうとこでやっぱり

金出したほうが、町内会に負担かけるというのはちょっと、私は年取ってるからよろしいんで

すけどね、若い人は納得するか、しないか。こういうのやっぱり戦没者に国か町が負担すべき

じゃないですか。それどうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 参事。 

○保健福祉課参事 先ほど係長のほうからも言いました。あくまでご協力というようなお願いの

ところになります。あと一方でですね町でとなると先ほど、戦没者追悼奉賛会ということでや

っているという風に話はしましたけれども、町でやると宗教関係も出てきますので、その辺も

ありますのでちょっとやっぱ町でそういったものを出していくという難しいのかなという風

に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 質問を変えます。今度民生委員のことで伺います。先ほどの白石議員

も言いましたけど、私も民生委員選ぶには大変苦労しまして、やっぱり待遇面ですね。年齢で

すね。ちょっと聞きますけど、新しくなる人は年齢制限があると思うんですけど、６０、７０

歳以下とか、ちょっと年齢制限ほどちょっとお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 年齢制限という表現ではなくてですね、一応北海道のほうの審査会の基準のほうで、

この年齢のほうが好ましいという形で審査基準の一つとなっているところであります。なかな

か委員おっしゃるような、なり手不足ですとか待遇のところもありまして、なかなか見つから

ないというような自治体も多く出ております。という中で、そういった審査基準はあるんです

けども、弾力的に対応していただきたいというような通達が来ておりますので、あくまでも審

査基準の一つとなっておりますので、その年齢以上であるといけないということではないとい

う風に捉えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 民生委員は、厚生省だと思いますけどね。無報酬で活動費だけ。それ
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は活動費だけで、もう少し上げればいいねよろしいんですけど、あとはもう少し待遇面で例え

ば、民生委員がしっかりしないと困りますんでね。健康診断と１年間の無料でやったらどうで

すか。健康診断、消防でも交通指導員でもみんな健康診断、少しは助成頂いておりますのでね。

民生委員やったたらやっぱりね、健康診査は１年１回しっかりします。どうですか。無料に、

今言いますか。無料にしたらいかがですか。脳ドックでも何でもいいですよ。やったらいいん

じゃないですか。どうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 民生委員につきましては、特別職の地方公務員という形にはなっているんですけど

も、あくまで委嘱はされておりますけど、私たちですとか、公務員ですとか、民間企業のよう

な組織に勤めているという形式ではないのでその職場検診ですとか、そういった待遇というの

は今のところ用意はしていないので、町のほうでちょっと用意させていただいてる検診のメニ

ューをぜひご利用頂きたいと考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） ３款１項１目社会福祉総務費ですね、の備考欄の８の福祉ハイヤー借

上事業、先ほども答弁質問と答弁あったんですけれども、過去に私も申し上げましたけれども、

距離に応じてこれある程度支給額が変えられないのかなということなんですね。市街地とそれ

から郊外において、かなり離れてる例えば１５キロとか２０キロ近く離れてる方とですね、が

２万円と。それが同じ郊外でも、例えば、市街地から例えば５キロ圏内のところでも同じよう

な感じということでは、ちょっとこれやはり使い勝手といいますか。足りないという風なこと

も以前聞いたことですよ。今回についても今後このような状況なんですけどこれはずっと変え

られないんでしょうか。それとも変えることできるんでしょうか。それについて伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらの郊外と市街地での枚数の差なんですけども、一応過去に見直しをかけたと

ころでこの枚数ですとか、そういったものも見直しをかけてきたところです。なので今後につ

きましても、この枚数で決まりっていうことではなく、検討した中で毎年決定していく内容か

なとは考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。それとですねこれチケットなんですけれども、これは配
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布されるチケットっていうのは各個々に配布されると思うんですけども、その方しか使えない

ということでよろしいんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 委員見込みのとおりでして、チケットと身分確認できるものを提示していただいて、

利用してくださいというような、配布の際のご案内をさせていただいております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本議員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。今はどうなるか分からんちょっと以前に聞き及んだとこ

ろで、余ったからチケットですね、ほかの方に、余ったからあげるはっつって使えないとかっ

て渡されたものは、使われてたという事例があったという風に聞いてるんですけども、今はそ

ういうことはないということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 一応こちらのほうですね、美瑛ハイヤーさんと契約を交わした上でチケットのやり

とり現金のやりとりを行っておりますので、そんなことはないとは思って事務処理を進めてお

りますけれども、美瑛ハイヤーさんのほうにも、身分確認等のですね、当方の再度確認をした

いと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の９１頁から９４頁まで、第２目高齢者福祉費について質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ３番、京屋です。よろしくお願いします。９４頁、高齢者福祉費、備

考欄１３、認知予防支援事業についてお伺いいたします。今回、予算額かなり減ってはいる。

使ってはない。減額２０、２５万９，０００円だったのが１７万４，０００円しか、今回決算

で使ってないですよね。この辺受講者は少なかったということですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 活動につきましては、キャラバンメイト連絡協議会さんの予算決算のもとに、

こちらの補助金を執行させていただいておりますが、コロナ以降ですね、養成研修自体が少し
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減少してきておりまして、キャラバンメイト連絡協議会の中でもですね、いろいろご議論を頂

いているところではございます。今のところは、研修の開催から主に啓発が主となってきてし

まっているというところがございますので、今後新たな取組っていうところも、検討していか

なければいけない状況にあるかなと思ってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） お答え頂きましたけれども、今回、出していただきましたけど、サポ

ーターになった方が１，６４７人現在いるわけですね、非常にもったいないと思ってですね。

支援員がたった１人、何かすごくもったいないかなって思っています。これをやはり認知症を

出していただきましたけど、人数は横ばいですけども、やはりかなりの数の方が認知症になっ

て、ですからこの人たちをしっかりとフォローアップして、研修も１回やるとか、何か、ちゃ

んとブラッシュアップしていかないと、せっかく講習を出したのに、活動してなければ、ただ、

持ち腐れになってしまいますので、この辺やっぱり指導、保健福祉課から、きちんとそういう

指導するようし何ていうかな、計画を立てて、もちろんキャラバンの方と一緒に、もう少し活

動を多くしたほうが、そうすると認知症のご家族も、そういう方が、こんな風にやってるんだ

って、もちろん広報もしていただいて、そうすると頼りになりますよね。ケアマネさんや介護

施設だけではなく、そういう方は、こんなにいっぱいいるわけですから。ぜひ活用して活動し

ていただきたいと思いますけどいかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域包括支援センター所長。 

○地域包括支援センター所長 たくさんの方に認知症サポーターになっていただきましたので、

サポーターの皆さまが活動しやすいようにキャラバンメイトの皆さまとともにフォローでき

るように、検討してまいりたいなと思っております。以上です。終わります。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ３款１項２目高齢者福祉費、９４頁、１４番、外国人介護福祉人材育

成支援事業ですけれど、これも予算のときは１，４８２万、人確保するということだったんで

すけれど、約半分になってることっていうのは２人しか来なかったっていうことでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 もともと、２年間の要請専門学校の在学中の２年間を養成していくというもの

になっておりまして、１名当たり３７０万円ですので、１年生が２名、２年生が２名という予
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定で予算組みをさせていただいております。予算をちょうだいしていた、おります。１年生、

令和６年度に関しましては、１年生が映画専門学校のほうで入学者数が減りまして少なかった

もんですから、美瑛町のほうにマッチングをすることが６年度の１年生についてはちょっと難

しいというところからですね、予定をしていた、２名は要望として見込みとしてのところでご

ざいますので、それが１年生が０名になったということで半減しているというところでござい

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これさっきの福祉人材確保事業も減ってるんで、福祉人材って今すご

く厳しい集めるのが厳しいっていう風になってるのかなと思うんですけど、これからどうやっ

て集めていくという何かこう方針みたいなものって言われてるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 事業所さんも、ほうからもですね、やはり人材不足というところが、現場のほ

うに少し影響が出ているというようなことも聞いておりますので、この外国人介護福祉人材育

成支援事業ですとか、福祉人材確保事業ですとか、いろんな方策をもとにですね、事業所さん

とのほうでも、実際の現場、町民さんだとか、働かれてる方が困らないように、何がしかの策

を応援していければと考えておりますが、ちょっと今具体的にっていうところまでは申し上げ

られないところでございますが、そのように考えております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ３款１項２目高齢者福祉費、９４頁の備考欄５、高齢者団体支援事業、

それから９４頁の備考欄１３、認知症予防支援事業、同じく９４頁の１５、高齢者補聴器購入

費用助成事業、こちらにつきまして質問させていただきます。まず、高齢者団体の支援事業。

こちらのほうにつきましてですけれども、これからの地域共生社会実現に向けては、支える側

と支えられる側と、こういった関係を超えた支え合いの仕組みをつくっていかなければならな

いと、このように考えております。高齢者団体の中に、支える側になるような事業展開はある

のかどうかその辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員（興梠勝也議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらの事業になりますけれども、美瑛町の老人クラブ連合会への補助を行ってい

る小事業となっております。この老人クラブ連合会において支える側の事業あるかというとこ
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ろだったんですけども、一応、美瑛町老人クラブの福祉のまちづくり支援事業というものをこ

の老人クラブ連合会の中、実施しておりまして、内容としては、各単位老人クラブの中で、お

互いに支え合うためのつながりを重要視するというところで安否確認ですとか、話し相手にな

ったりですとか、軽作業、草取りですとか、洗濯掃除等を行っていただくための補助というこ

とで申請を頂いた、老人クラブに補助を行っているという事業があります。以上となります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはりこれから支える側、支えられる側、こういったルールを乗り越

えて、やはりこの自分たちも社会貢献してるんだよってこういう認識を持てるような活動が必

要な時期に来てると思ってますので、その辺のところを含めて今後展開を頂ければなと思って

おります。あわせて安否確認事業やってるよということで、高齢者同士の安否確認、こういっ

たことも重要かなと思っておりますんで、再度今後の方向性について、考え方をお伺いいたし

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 参事。 

○保健福祉課参事 この事業老人クラブ連合会から、各単位クラブの老人会に対する補助も行っ

ております。役員さんがですねそれぞれの会長さんが出てきておりますので、それぞれ情報交

換をしておりまして、その中で例えば、ある地域の老人クラブの中で、地域のこもりがちなお

年寄りのとこにですね、例えば誕生月にケーキを持っていくような確認をしていく、元気にし

てるかというような話をしていくというのは、事業もやっておりまして、そのつながりなんか

もまあいいねというような話を情報を共有しましてやっておりますので、そういった事例をで

すね、共有しながら各地域の共生社会の実現に向けばという風に思っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） このような展開をまた今後とも期待をし、するところです。続きまし

て９４頁の備考欄１３、認知症予防支援事業は先ほど京屋さんからもお話ありましたけれども、

やはり認知症カフェの活動、こちらについてですけれども、やはりこの減少傾向にあるなとい

うことありまして、減少の要因、どのように分析しているのか、まずその辺のところをお伺い

いたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 認知症カフェの人数減少につきましては、立ち上げ当初、認知症の当事者の方

とご家族、それからそれを周りで支える方の活動からですねこのサロン、認知症カフェ出来上
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がりましたが、その当事者の方がですねちょっとこの認知症カフェに通わなくなったっていう、

具体的に言うと亡くなられたというところがありまして、そこからですね少しずつ今、減少は

してきているというのが実際のところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはりご本人と家族へのサポート。こういったことも大事になってく

るんだろうと思っております。したがってこのカフェにおいて、家族へのサポートをこんなど

んなことやってるのかその辺のところを含めて、今後との考え方をお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 認知症カフェはそもそもですね、本人さんそれからご家族さんが認知症カフェ

に通って、本人さんが楽しんで頂いたりですとか、ご家族さんが何か困ったときに専門職に相

談ができたりですとか、それから家族同士が交流をしてですね、お互いに悩みごとを共有し合

ったりとか、そういった目的でやっているのが認知症カフェというところでございます。これ

については、一部分ですね今の認知症カフェの中でですね十分にカバーし切れていない部分も

ございますが、そこら辺ももう少しですね、今後に向けて検討をしてまいりたいと、キャラバ

ンメイトの皆さんも含めてですね検討してまいりたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） それでは質問変えます。備考欄１５、高齢者補聴器購入費助成事業に

ついて行う、お願いいたします。こちらにつきましては、予算に対して決算額が３分の１ぐら

いになってるという状況なんですけれども、この辺のところ、要因をどのように分析している

のか。この辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 こちらにつきましては、日頃ですね包括支援センターの保健師が地域の方を訪

問させていただきまして、気になる方の場合については、補聴器の導入について、制度のほう

利用についてお声かけをさせていただいたりということを実際行っておりますが、場合によっ

ては既に考慮し、購入されていたりですとか、場合によっては機器の既にお持ちの機器の調子

が悪いというところで、その制度を使ったことがない方に対してですね、では、更新をしては

というところでお声掛けをしてもですね、月１回、様子見に来てくれる福祉センターのほうで

やってるような会でちょっと調書を見てもらおうというようなことがあったりですね、様々購

入される方のタイミングがあるのかなという風に感じてございます。ですので、町民さんがで
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すね、必要な人が必要なときにですね、この制度自体を活用されるように、引き続き、周知に

努めてまいりたいという風に思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。まず使うほうの身になってみますと、私も使ってるんです

けども、調整がなかなか難しいんですよね。こういった場面でということで、想定しながらや

ってるんですけどもなかなかうまくいかないと。こういう現状もあるかなと思っておりますん

で、その辺のところ、利用者へのフォローといいますか、その辺の対応をどのようなことをや

るというのかその辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 今現在、補聴器を実際にこの制度でいきますと難聴という形で利用されている

方に、購入後の事後フォローを包括支援センターのほうで行うということ自体が実際行ってい

ないのが現状でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） 補聴器の価格が今、本当に高級化してきて高いんですね。そんな形で

やはりこの方向性としては、機能低下、やはりこの耳に聞こえないってのは非常にこの基本低

下につながるのかなと、自覚しておりますんで、その辺のところ非常に大事なものだよなと思

っておりまして、やはりこの補助上限額を上げるとか、あるいは町民非課税世帯の枠を撤廃す

るとか、その辺の方向性について、今後の対応につきまして、お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域包括支援センター所長。 

○地域包括支援センター所長 ご指摘のとおり、難聴の方は本当に認知症のリスクを上げる可能

性があると言われております。なぜならば、やはり難聴による社会的孤立が認知症のリスクを

上げているからということですので、これからも引き続き介護予防活動を充実させて、社会的

孤立を減らせるように取り組んでいければなと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） やはり今回、もうくどいようですけども、やはりこの上限を上げると

か、あるいは町民非課税世帯の枠を撤廃すると。この辺のところまで踏み込まないとなかなか

利活用が進まないのかなというような思いもしてますんで、やはりこの今使っていただいてい

る方、事業を受けた方の意見を取り入れながら、どういったことが危惧されるのかその辺も含
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めながら、これからの事業展開が必要ではないかなと思っておりますんで最後にその点お伺い

いたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○保健福祉課長 そうですね。上限のことですとか、対象要件のところにつきましては、委員お

っしゃられるように、ちょっと実態をもう少し正確に把握しながら、検討して

いきたいと思うんですけれども、やはり身体障がい者のほうの制度もございますのでその辺で、

どこら辺の上限が適正なのかっていうところも踏まえた中で最初この事業を立ち上げたとき

に、金額設定をしていたという背景もございますので、種々そういった事情も含め、また検討

させていただきたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） よろしくお願いします。３款１項２目高齢者福祉と備考欄の２、６、

９をお願いします。まず初めに、緊急通報。これ毎回聞いてるんですけれども、令和６年度の

通報の概要というか、あとどういうような内容でですね、どんな通報があって、あと更新の状

況、その辺り概要について一括でご説明ください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 まず、通報の状況についてでございますが、令和６年度は２８件の通報がござ

いました。その内訳としまして、実際に救急搬送、救急として受診した件数は０件になってお

ります。ほとんどが誤報といいましょうか、例えば鍋焦がしで煙が出てなってしまったという

ようなことが、ほとんどでございます。実際に６年度時点末時点で利用されている、つけられ

ている方の件数につきましては、３４件となってございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ご答弁頂きました。もう３４件の方ね本当に上手に使ってくれたらい

いなと思ってます。それで慣れというか、やっぱり本当に私の知り合いなんかもね、本当にこ

れで救われたっていう方もやっぱりいます。そのペンダントタイプのものであるとか、壁に設

置してる上手に使ってやっぱりやっていくことで、本当にいざというときに命づなになるとい

う風に思ってはいるんですけれども、その更新の状況、例えば古くなったりだとか今いろいろ

新しい製品出てると思うんですけれども、その更新の状況についてどのような感じで、故障だ

とか不備だとかないようにってのは絶対に大事なことだと思うんですが、その辺についてどの
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ような対応をされてたか伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 更新の状況につきましては、例えば煙センサーがついてございますそちらがで

すね、たまに調子が悪くなることがございましてそれの付け替えを行ったり、あとペンダント

の、につきましては、中の電池もそんなに長く持つものではございませんので、

場合によっては取り替えをしたりとしてございます。こちらに関しては機器そもそもがですね、

ＮＴＴさんからのレンタルで１件当たり大体４００円ぐらいで、それを町民さんに無料でご使

用を頂いているというところで、費用対効果がすごく高いと感じておりまして、日々ですねい

ろいろな新しい機器出てございます。その情報自体は、様々収集をさせていただいておりまし

て、その費用対効果などと比べてですね、中身検討しながら、毎年、場合によっては、新しい

機器ということも考えなければいけないとは思っておりますが、今のところはこれを現状維持

で使っているというところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。質問変えます。６番の白金線老人交通費補助事業に

ついてございます。こちら事業の発端というかそれ、そもそものところでどのような目的があ

って事業が導入されているのかまず分かれば伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらなんですけれども、道北バスの白金線、美瑛駅から大雪交流の家までの区間

について、７０歳以上の高齢者及び障がい者に対して無料の調査券をお渡ししているものにな

ります。効果として求めているものとしましては、高齢者などに温泉入浴などのリフレッシュ

の機会をつくるとともに、それに付随して買物等の交通の利便性を高めて高齢者福祉の利便性

を図るというものを目的に実施している事業となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これ先ほどですね、地域間幹線バスの話で申したん

だけど、これ営業協力に近いものもあるのかなという風に思ってるんですよね。ただ本当に必

要なんだけれども、ただ本当に逆に言ったら、もうかってるんだったら道北バスちょっと何て

いうかな、割り引いてくださいよだとか、企業版のふるさと納税やってくれないかだとか、そ

ういう風に何ていうのかなコストをちょっと考えたりする必要、本当にこれ大事なことだと思

う。ただ、本当にね青い池路線がそれこそご存じのように、駅前から出るバス、２便になって
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いくこともあったりだとか、本当に高齢者の方は障がい者の方、乗るのが大変なんじゃないか

なっていうそういう時期的にね、あると思うので、その辺りについては、令和６年度、６年度

はそんなになかったのかなんかちょっとその辺りどのような認識でおられるのかね。パスはみ

んなに配られて、当然費用についても払ってはいるんだけども、乗ってっていう方たちの満足

度合いだとか、たまやっぱり運転者によってはなかなか乱暴な運転される方もいると私聞いた

ことあるんで、その辺についてはよく詳しい人もいるかもしれないんだけども、どのような認

識でおられるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらの乗車状況なんですけども、個人ですとか、満足度まではちょっと調査はで

きていないところではあるんですけども、乗車人数としましては、令和６年度が、片道は１回

とカウントして１万１，３３２、令和５年が１万飛んで１２１となっております。実際もし美

瑛駅から白金温泉まで乗り、そういった場合は今現在、９００円の運賃がかかっておりますの

で、もし実際に利用した場合は９００万円、負担しているという形になるので、費用対効果だ

けを考えると、その範囲内に収まってるかなと考えております。前の状況がまず満足度につい

ては現状調査はしていないところではあるんですけれども、実際に利用されてる方が、本当に

全て対象としてなっているのかそれとも、一部の人の利用になっているのか、本当に一部の人

の利用であれば、本当にこの３７０万っていうものが本当に適正なのかというものも含めて検

討は必要かなと考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 質問を変えます。くらし援助サービス事業について伺います。これ先

ほどの福祉人材の確保等、同列で話しさせてもらうんですけれども、正職員というか、職員と

して、職業としての担い手ってのはやっぱり不足している中で、くらし援助サービスというの

は本当シニアボランティアの方たちが隙間を埋めるようなサービスだという風に理解してる

んですけれども、なかなかその担い手も不足してて、例えば１週間のうち２回食事で来ていた

だいてたっていうのが、何か人がいなくてなかなかこうそういうのが難しくなってるとそうい

うのを聞こえてきます。そういうところもあるんでね、やっぱり担い手をどうするかっていう

ところも考えていかないとこれもさっきの福祉団体に対する助成と一緒で、だんだんだんだん

こう縮小していくっていうそういう風な何か懸念というかね、何かそういう風な危惧してると

こあるんですけど、どのような認識を伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 
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○地域支援係長 くらし援助の実施をしていただいているＮＰＯさんの６年度の会員数につき

ましては２２名という風に伺っております。やはり会員さん、また事務の担い手の方がなかな

かいなくて困っているという声も実際に伺っております。そこの部分につきましては、少し前

の福祉人材確保事業のところで、シニア向けのイベント、そういった団体さんに少しでもつな

がっていただきたいというところで、６年度につきましては開催をさせていただきました。き

ちんと確認はできていないんですが聞くところによるとイベントをとられた方のうちに３名

の方は、どっかの団体さんにつながれたというところは聞き及んでおります。定着をされてる

かどうかちょっと分からないんですが、聞いております。やはりこちらのほうとしても町内の

そういったところが困られている、あとは社協さんのボランティアセンターさんとかとの金だ

とか、連携だとかっていうところもございますので、そういった部分を考えながらですね、協

力をしていきたいというふうに思っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） じゃこれシニアボランティアＮＰＯ法人なんですよ。私も何か民間の

助成金の申請だとか一生懸命やって、それで何ていうのかな、お手伝いした経緯があって、こ

れ例えば、時間当たりの単価だとかねそういうことについてそのＮＰＯ側のほうから、例えば

もう少し上げてくれないだろうかとかそんなようなね、あれでちょっとやっぱりなかなかこう

そういう運営に対しても厳しいとこあるかと思うんで、その辺りについてどのような認識を持

ちか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 予算編成の段階でですね少し、ＮＰＯの方からお話を伺いながらですね、やは

り人が来ないということは賃金というか保守といいましょうかそういった部分の影響もある

という風に団体さんがお考えの部分もあるもんですから、その辺の事情を伺いながら、予算の

ほうを検討していっているというのが実情でございます。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。同じく高齢者福祉費のすみません。９２頁、３、

備考欄３の介護サービス利用料軽減助成事業についてお伺いいたします。令和６年度の実績は

こうなんですけど、令和７年度と年度途中で、これ非課税者の方の自己負担１０％のうちの

５％助成と認識しているんですが、これが１％減、４％になった理由を聞かせ頂きたいんです

けれども、ケアマネジャーのほうからは、まずこの、介護サービスの利用の普及が目的で始ま
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ったことで、今回目的が達成になったっていう、目的達成になったということが理由で減にな

ったっていう風にお話を聞いているし、また文書でも伺っているんですけれども、なぜ今だっ

たのか。生活、非課税世帯でそれこそ介護サービスが、それこそ年が年々たつにつれてそれだ

け量も多くなってくる中で、１％とはいえ年間にするとそれなりになる方もいらっしゃって、

この生活が苦しい状況の中でなぜ今、今、１％減という形になったのかをお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 こちらに関しては、７年度の８月から１％減になったということで６年度の話

ではないというところでございますが、なぜ今なのかというところでございますが、こちらと

役場としましては予算の対、段階毎年こちらのほうの事業の、こちらだけに限らず、全てにお

いてですが、様々検討をしてきている上で、やはりいろんな高齢者福祉サービスを全体的に見

て適正化を図っていくというところを考えておりますので、軽減助成のみに係るのみならずで

すね、ほかのものも含めて全体を見ながらのこちら５％から４％のタイミングが今だっだとい

うところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。とういうことであれば事業が見直しになっている

という風に把握するんですけれども、であればこの助成も今後の中では、今回は１％減でした

けど、最終的にはこの事業はなくなるという風な考えもあるということでよろしいんでしょう

か。 

○委員長（保田 仁議員） 高田委員。令和６年度の決算審査なので、そこら辺を考慮の上。 

○委員（高田紀子議員） はい、分かりました。質問があります。 

○委員長（保田 仁議員） 今、訴えますか、答えない。いいですか。 

○委員（高田紀子議員） 今の件は、はい。質問は削除します。 

○委員長（保田 仁議員） 高田委員ほかの質問。 

○委員（高田紀子議員） なしです。 

○委員長（保田 仁議員） 終わりますか。ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の９５頁から９８頁まで、第３目障害者福祉費について質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、京屋委員。 
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○委員（京屋愛子議員） ３番、京屋です。よろしくお願いいたします。３款１項３目、９８頁

ですね。備考欄１０と１２について伺います。１０は、地方、地域生活支援事業、ですが、予

算よりは少し何か。地域生活支援事業について伺いたいと思っております。ちょっと予算オー

バーになっていますけれども、ここは特に私は、あれこれ言うわけではないんですが、ここで

言いたいのは、手話通訳の方の委託費として上がっているのかどうか、ちょっとお聞きしたい

んですが。 

（「はい」の声） 

石澤さん。 

○委員長（保田 仁議員） 福祉係長。 

○福祉係長 よろしくお願いいたします。委員のご質問ありました、地域生活支援事業になりま

すけれども、手話通訳の派遣につきましては、今現在町とですね北海道ろうあ連盟さんのほう

と、契約を行った中で、委託料と、報酬等でこちらのほうから支出をしているという形になっ

ております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋議員。 

○委員（京屋愛子議員） そこはよく分かりました。それで、手話通訳をやってる方はやっぱり

非常に疲れるんですよね。国会でも必ず１５分経ったら替わってますよね。やっぱり３０分や

る場合には、２人いないとなかなか難しいんですよね。まして講演会とか何かあったら、順番

で２人で交代で１５分ずつ。でもやっぱりここをやってると頚腕症候群という病気になるんで

すね。私よく分からないんですけど。私はできないので、そういう病気にもなるらしいんです

よね。現在、診断書も出てるみたいですけど、必ず１人ではちょっとかなり厳しいので、これ

必ず２人、うん。前、今回も２人ずつですよね。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 福祉係長。 

○福祉係長 今のご質問なんですけれども、委員おっしゃるとおりですね、基本的には１５分で

１名対応しまして、そのあとの１５分は別の通訳者が対応するという形になっております。や

はりその読み取りをする部分でも発言をする場合でも、かなり負担が大きい部分がありますの

で、こちらもろうあ連盟さんのほうに派遣の依頼をする際にも、そういった通訳者が十分に足

りているかといいますか、派遣が満足になっているかっていうところも、確認をしながら対応

しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 町民の方いらっしゃるの方はいらっしゃいますので、やはりその子た
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ちが普通の生活みな私と同じように、ちゃんと安全、安心、そして子どもの教育ができるよう

に、ここはしっかりやっていただくとありがたいなと思っています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 福祉係長。 

○福祉係長 委員おっしゃりますとおり、情報保障という部分で、障がいある方とない方等しく

ですね、情報が取得できますできるようにですね、こちらにももちろん依頼がありましたら、

対応するというところと、あとですねほかにも合理的配慮という部分もありますので、ここの

部分は聴覚に障がいがある方のみならず、様々な障がいの特性に応じた、配慮等ですね進めて

いきたいという風に思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） １２番、備考欄１２障がい者グループ施設整備事業についてですが、

一度私たちもあそこを見学に行きました。そのときはやっていなかった。今はどうなっていう

か、この進捗状況をお聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 福祉係長。 

○福祉係長 ただいまご質問がありましたグループホームの施設整備事業になりますけれども、

今ですね、事業所のほうに聞き取りをしておりまして、１１月の１日のですね閉所を目指して

ですね今、上川総合振興局に必要な手続を進めているという風に聞いてお聞きしております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 本当に出来上がってからね。１１月というこれだけのお金を使ってや

ってるわけですから、もちろん役所のほうから。うん。何とか管理をちゃんとできて開所でき

るようにっていう、指導はなさってると思いますけど、本当に予算とってやりたいやりたいっ

て言ってるんだったら、もうやっぱりそこの時期に合わせてきちんと管理者と中の人たちを集

めておかなければいけなかったって、私は今思ってるんですよね。去年の予算はこれしっかり

使ってるわけですから、今後、うん。１１月１日の予定でということですんで、またこれ延期

にならないように、ぜひ見直していって、きちっとご指導頂けたら、いいと思ってますけど、

いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 福祉係長。 

○福祉係長 今委員ご指摘のとおりですね、令和６年度に施設整備をしたところなんですけれど
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も、まだ現在開所ができていないという状況になってございます。町のほうで施設整備に対し

ましては、財政支援というのも行っておりますし、あとグループホーム、今後利用されたいと

いうことで、それを予定されている方々に現状お待ち頂いてるような状況となっているという

ところからしましても、大変申し訳ないということであると認識をしているところです。今委

員おっしゃったようにですね、町のほうでも事業所とですね、何度か進捗、その開所に向けた

ですね、進捗状況の確認や相談をですね、行ってまいりまして、法人の全体のグループで人数

何とか調整できないかとかっていうお話もちょっとさせていただいたんですけれども、なかな

かその職員、お仕事をして勤務頂ける職員がちょっと不足しているということで、事業所のほ

うでもいろんな様々な媒体を使いまして、募集のほうをしてきたんですけれども、結果的に今

までちょっと時間がかかってしまったという状況になっております。ようやく事業所のほうか

らも、何とか職員の確保の見込みがちょっとついたということで連絡がありましたので、そち

らの開所に向けた手続っていうところで進めているとともに、こちらの町としてもスムーズに

始まりましたら、当施設の生活移行ができるように、こちらとしても支援をしてまいりたいと

思います。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、４時５分まで休憩をいたします。 

休憩宣言（午後３時５３分） 

再開宣言（午後４時０５分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に、決算書の９７頁から１００頁まで。第４目福祉センター費から第７目地域支援事業費

までについて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 京屋です。またお願いします。１００頁、３款３款１目、ごめんなさ

い７目の地域支援事業費の（１）番、介護予防日常生活支援ここについてお伺いします。かな

り、去年比べると、やはり利用者少なく少なくてなっているな。予算的には同じ大して変わら

ないかなと思ってますけど、地域のほうは、かなり減ってきてるかな。前回よりは減ってるか

な。この資料見せていただくと回数とかなんかも、それとフレイル予防ですよね。この事業に

ついては、増えてきてるんですよね。１，７５０人ということで延べやっていく、これは私ち

ょっと入れてもらってるんですけども、非常に人気があるんですよね。皆さん、頑張って元気

に来てるんですね、みんな元気になりたいんですよね。ただし、やっぱり年齢がね、差がある

ので、これではちょっと物足りないっていう人と、それから、これで丁度いいって人もいる、
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いろいろあるんですよね。ですからそれ一つにするのはちょっと厳しいかなって、やってるほ

うはちょっと思っているので、その辺、皆さんが来てくれることに対しては、担当としてはど

ういらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 フレイル予防講座につきまして、令和６年度大変人気がございまして、こちら

のほうについても、続けてほしいというような声たくさん頂いてございます。委員ご指摘のと

おりですね、やはり運動の強度というのは、様々やはり、個人個人、どういった強度が適正な

のかというのがございまして、人気の要因は、やはりフィットネス的にダンスがとても楽しか

ったというところがございます。やはりあくまで介護予防として福祉課のほうでやってる事業

なもんですから、そういうところを踏まえてですね、今後どういった形でやっていくかってい

うのは、きちんと検討をした上で実施をしていきたいという風に感じております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。やはりちょっとそこは考えていただいて、体

力に合わせたこと。それからちょっと、予防課がやってるフレイルとか、それからリハビリテ

ーションとか、福祉課がやってる、それから町民センターでもこのような同じようなものをや

っていたり、何かばらばらでやっているかなって思っています。やはりこれ、町民が健康にあ

るためにみんな運動しましょうって言って、今回、また、保健センターに聞きますけどそうい

う風に、何か。うん。自治基本条例が横のつながりの課をきちんと立てじゃなくて、横にして

くださいねって、確かつくったような気がするので、今ばらばらなんですよね。やはりこれか

ら、来年度のこと、これは６年度の決算のことですけども、これを効果的にやるにはやはり、

もうちょっと横のつながりで、うちはここの部分が何か工夫をしていただくと、町民も使いや

すい。一覧にしていただくと、私はここの体力だからここに行くとか、中身どこに行っていい

か分かんないみたいな。うん。でもこれは非常に人気つったら、やっぱ健康になりたいんです

よね。ですから運動したいっていう人は、この間もありますけど、全く動いてないという人も

いますので、その辺、ちょっと残念なことには男性が少ない。男の人が出てこないという風に

思いますけどそういう方も出てきてもらえるように、ちょっと工夫していただきたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 様々な事業が、こちらのほうでやっているフレイル予防の事業としてもござい

ますし、サロン事業として運動を少し取り入れているところ。また、介護予防の給付サービス
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として運動しているところもございますし、あとは町民センターで自主的に活動されている運

動スポーツの場面もございます。様々なところですね、委員ご指摘のとおり、分かりやすくで

すね、何らかそのすみ分けであったり特色であったりというところを、町民の皆さんに分かり

やすく、お示しをできればいいかなという風に思っております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

１０番、八木委員。 

○１０番（八木幹男議員） １０番、八木です。京屋さんと同じところで、１００頁の説明欄１、

介護予防日常生活支援総合事業。こちらにつきまして質問させていただきます。京屋さんから

お話あったとおり、フレイル予防講座、あるいはこのあるくらぶは、この辺のところ非常に参

加人員が増えてきているということで好ましい状況だなと思っておりますけれども、現状見て、

人手あるいは設備の面で足りないとか、その辺のところの課題がありましたらちょっと欲しい。

聞きたいところです。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 現状の人員の中では最大限かなというところは感じてございます。先ほどお話

させていただきましたとおり、フレイル予防講座、大変人気でございました。募集の定員を超

えて受入れたという状況もございます。そこにやはり包括支援センターの保健師がちょっと張

りついて、安全確保なども行っていたところもございますので、そういったところの配慮とか

も含めてですね、きちんと実施をしていきたいと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○１０番（八木幹男議員） 八木です。やはりこの人員的な面なんですけれども、ここが一番な

のかなと思ってまして、やはりこの何でもかんでも保健師、あるいは保健センターでやるので

はなくて、やはり間接的にサポートする人材、この辺のところを登用していったらどうかなと

いう提案であります。そんな形で、令和８年度からは健幸ポイント事業、こちらの新しい仕組

みが入ってきますけれども、この辺のところも含めて、フレイル予防に取り組む人たちをサポ

ートする人材。こんなところを想定して、フレイルサポーターという名称がいいのかどうか分

かりませんけれども、ちょっと保健師等、健康に関心のある人の中間にちょっとここを動きで

サポートすると。こういった役職を設けて、ちょっと保健師、それから保健センターの負担を

少しでも減らしながら事業を拡大していくと。こういった形が必要ではないかなと思っており

ますので、その辺のところの考え方を伺います。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 先ほど認知症サポーターのところでも、いろいろなサポートできる方をという

ことでお話を頂いております。また、こちらのフレイルもですねおっしゃられるとおり、でき

る人たちで分散をしながらというところも必要なことだと思ってございます。また、ちょっと

令和７年度の話になりますが、フレイル予防講座自体は、少し自主化を目指してですね、やっ

ていきましょうというところで考えているところもございますので、そういったところを様々

含めましてですね、今後実施してまいりたい検討してまいりたいと思っております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。３款１項７目備考欄が２の包括的支援事業任意事

業について。本町の場合直営でですね包括支援センターやってますよと。あと障がい相談支援

のほうも町直営でやってますよということで、本当に大事な担い手というかですね本当に人材

確保も含めて大事なところだと思ってます。その中で、相談ケースのですね、担当しているそ

の何ていうんですかね１人当たりの件数であるとか、足りてるのかどうか。足りなかった大変

なことなんですけど、足りているのかだとか、これから人材どのような感じで考えてるのか全

般についてですね、まず概略ご説明頂ければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 現時点地域包括支援センターの人員体制につきましては、社会福祉士である、

地域包括支援センター所長と係長である私とあと丸山、３名が社会福祉士として在籍してござ

います。あと保健師につきましては、産休中で１名お休みを頂いておりますが、正職員として

は２名保健師がおりまして、あともう１名、会計年度任用職員の保健師、それから事務でお１

人会計年度任用職員がいる形でございます。令和６年度の相談件数、全数ではございませんが、

介護保険の申請等に関わる相談が、約１，７００件ほど頂いておりますので、人数割りすると

１人当たり、ごめんなさいちょっと。大体３００件強という形になります。実際年間日々、１

人当たりですね、その件数をこなしているわけではございませんが、そういったところで、今

後人材については少し検討していく余地があるのかなという風に感じております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁ありました。やっぱりモニタリングだとかでご家庭訪問しなかっ

たらなかったりだとか、やっぱり本当にデリケートな部分って結構多いと思うんですよね。本

当に専門職の皆さんがしっかりやっぱりいるから安心して利用者さんもね、相談できるってい
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うことになると思います。その中で、何ていうのかな、やっぱり職員がなじみの関係っていう

か、やっぱり家に入ってるってことがあると思うんで、新しい人なかなかこう入ってもね。だ

からそれも今いる方本当に長く勤めてもらわなかったら大変なんじゃないかなと思います。本

当にさっきも総務課の時に見てワークライフバランスっていうか、本当やっぱり仕事にね、そ

れ本当に２４時間これ休む日もないかときもあるかもしれないんで、その辺りについてね、本

当に心の健康管理踏まえて、やっぱりしっかりと雇用のほうですね、考えていただきたい中に

は、本当に自治体によっては民間にね、委託したりだとかっていうところ結構ありますね。札

幌包括なんか社会福祉法人でやってますかもそうですけど。ただ、やっぱり直営でやってて、

公務員だからっていう、そういうところはあるかもしれないけどやっぱ本当にその辺り、何て

いうかな、大事な担い手で、本当にこうかけかけることによっては、それこそ入り口の部分っ

ていうかね、そこから機能しなくなると大変だと思いますので、その辺りについてどのような

ね、雇用のことを考えてやってる運営しているのか、ご回答頂ければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 地域包括支援センター所長。 

○地域包括支援センター所長 ありがとうございます。本当に相談の場面で慣れた方に行ってい

ただいて、今も安定した雇用が図られて、特に障がいのほうとかは安定的に同じ相談員が訪問

できてるかな。ここ数年できてるかなという風に思っております。やはりでも、今議員がご指

摘頂いたように、職員の負荷がかからないようにっていうことは本当に今後の課題だなという

風に思っているので、そこについても、また課内でまた協議しながら動いていければなと思っ

ております。また包括支援センターも同様で先ほどご説明させていただきましたけれども、ワ

ークバランスのほうをきちんと整えながら、支援する人もやっぱり健康的な心持ちで対応でき

るように努力してまいりたいなと思っております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１０１頁から１０６頁まで、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費から、

第５目児童館費までについて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、３款１項１目出産子育て応援交付金事業についてございます。

こちらは本当にね、本町においては大事な子ども、本当にこうね、今少子化が進んでますけれ

ども、その中でもこれまで大事に育てていく、地域が育てていく大事なことだと思ってますけ

ど、この事業のですね、まず令和６年度どのような取組をしてどのような効果があったと評価
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しているか、その辺りについて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 ご質問ありがとうございます。議員からご意見頂きました出産子育て

応援交付金事業についてです。こちらの事業なんですけども、まず妊娠をしたときに申請を頂

いて５万円を給付するっていうところと、あと実際にお子さんが生まれてからさらに５万円を

支給するというような事業を行ってまして、やっぱりお子さんを出産これから育てるっていう

ときにはどうしても費用がかかってしまう、お金がかかってしまうところがありますので、そ

ういうところの負担を軽減するという意味でこの事業を実施しております。実績についてなん

ですけども、令和６年度は出産、応援交付金のほうは４８世帯、子育て応援交付金の世帯とし

ては４１世帯２名と給付をさせていただいております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それでこれ移住の話になるんだけれども課としては

ね、当然違うんだけれども、やっぱりこう、こういう風に美瑛町で子育て応援するよっていう

ようなところがあって４８世帯中、外から来てるような、来たそうなんていう移住につながっ

たこれがきっかけで移住したような方っていうのはいるのかどうか、把握されてたら伺いたい

と思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 すいません。具体的な数字がちょっと今手持ちの資料がなくて具体的

な数字はお答えできないんですけども、確かにこういうものを町から発信して、実際今回受け

られた方の中にも、やっぱり町外から転出、転入された方ということで、方が数名いらっしゃ

ったので、もしかしたらそういうものをこれだけに限らず美瑛町は子育てにとても力が入れて、

入れている町でもありますので、そういうところのトータル面を考えて移住されている方にも

そういうところは少し影響あるのかなと考えております。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書１０５頁から１１０頁まで。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛

生総務費及び第２目保健指導費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 
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○委員（京屋愛子議員） お願いします、１１０頁の４款１項２項２目保健指導費の備考欄８、

健康増進事業についてお伺いをいたします。出していただきましたけど健康診断、毎年そんな

に変わらなく、あんまり受診率いいわけではないわけですね。それで、この受診率についてで

すが、一般の会社に発注、ごめんなさい。失礼しました。ちょっと疲れた人になってしまいま

した。病院に健康診断しないで、病院からの用紙をもらって、結果をもらってきてる人ってい

うのはこの中に入っていますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ただいま言っていただきました検診の受診率に関しまして、町内における医

療機関では、通院で定期的に検査している場合血液データを健診という扱いにみなし健診とし

て、扱うという仕組みを入れておりまして、令和６年度の実績といたしましてはデータ受領の

件数が町内においては５３件となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。５３件ということで、もっと持っているはず

なんですけどね。本当はね、絶対にね。だけど、それでも出してくださるっていうことはとて

もいいことだと思うんですね、健康診断って本当に大事なんですよね。実は健康診断を受けず、

何も病院にも行かず、実は具合が急に悪くなって、結局もう本当に重症になったっていう人を

７０過ぎですけど、見ました。うん、びっくりしましたね。病院の診察券がないと。町立病院

の診察券がほかの病院でもない。で、健康診断を行っていない。本当に嫌だということなんで

すよね。でも最終的には苦しいから病院に行ったんですよね。連れてってくれって。でもそう

いう人が少しでも１人でもなくなるように、やっぱりこの辺の健康診断はとっても大事だと思

うんですね。私も健康診断で、がんが引っかかって、結局今でも手術して、こうやって元気で

いられますので、本当に健康診断って大事だなと思ってますので、これ大変なんですよね。保

健師さん一生懸命やって、やってない人のところに行って直談判して、ね、何回も言って、そ

れはもう本当に労力大変だと思いますけれども、やはり町民が健康でいられることが１番です

ので、今後は、どういう風に増進していきたいと思っていますか。少しでも。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 応援とも受け取れるご意見ありがとうございます。大変うれしく思います。

私たち健診の受診率がゴールではなくて、やはり健診は自分の体を知っていただくきっかけと

して、ぜひ活用していただきたいと思っております。実際に健診を病院に行っているけれども、

病院に行ってるから健診を受けないという方もいらっしゃるんですが、病院に行ってるけど、
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自分は研修を受ける必要があるって言っていただいた方がいらっしゃいまして、その方は、や

はり保健指導を受けることで、自分のデータの変化が分かったり、生活でどこを変えたらいい

のかっていうのを自分に合わせて話をしてくれると。そういう保健指導を受けられるメリット

が自分にとっては、健診を受けるメリットだと思うということを言ってくださった方がおりま

した。私たち健診の受診率だけがゴールではなく、未受診者研修を受けてない方のうちに伺い

まして、通院のデータがあれば、通院のデータを拝見し、どういう今身体の状態だよというお

話をさせていただいたりとか、そのときにすぐに健診につながらなかったり、いいですって言

われても、何かあったら、保健師に話してみたいなって思っていただけるような地区活動を今

後も続けてまいりたいと思っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。本当に頑張っていただきたいんですが、来年、

今６年の決算ですので、来年度の決算がもうちょっとこう、数字が上がってきて、予算数字が

決算費が上がってきたら、頑張ったなっていうのは非常によく分かってしまいますので、冷た

いこと言いますけど、頑張っていただいて。ぜひ健康な町にしていただきたいと思います。ひ

どい、本当に保健指導って大事ですよね。病院で保健指導やってくれませんから、はっきり。

この薬飲んでくださいって言うだけですので。保健師さんの力本当に大きいと思いますので、

ちょっとさっき応援だって言ってましたけど、私を応援しますので、ぜひこの数字を上げてい

ただきたいと思います。終わります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 もう本当にありがとうございます。受診率のところでいうと、全国の同規模

の５，０００人から１万人規模の人口規模の自治体のところで言いますと、２２８自治体中私

たちが把握してる限りなんですけれども、美瑛町の受診率は６９位ということで、決して低い

ほうではありません。また美瑛町の特徴といたしましては国保の加入率がとても高いので、健

診を受けていただきたい対象者数がほかの自治体数よりも多いというところでは、受診率だけ

ではなく、何人に与えて何人を救えたのかという、実人数のところも大事にして考えていきた

いなと思っております。ライフワークバランスの話も今までも出てまいりましたけれども、保

健センターの女性職員多くおりまして、子育てしながらみんな頑張って仕事をしている中で、

優先順位をつけながら、より重症化しない対象にやみくもに回るのではなくて、医療状況です

とか、今までの健診の結果ですとか、そこから分析をして、どこに当たればより効果的な予防

活動ができるかというところで考えながらこれからもやっていきたいと思いますので、また今

後とも応援よろしくお願いいたします。 
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○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ４款１項１目保健衛生総務費で、７番の小児救急医療支援事業負担金。

これ、４、５、６についても、関連するんですけれども、本町過疎地域であります。都市部と

比較してもですね救急あれに関しては本当に充実してるというか、遜色ないんじゃないかなと

いう認識でいます。特に何ていうかな。医大があり、厚生病院があり、日赤がありといったよ

うなところで、非常に町としてはね恵まれているんじゃないのかなと思うんですけど、連携中

枢事業としての捉えというか、これ評価点数付けとしてどれぐらいの点数でね、１００点満点

でしたら、この事業、うまくいってるのかどうか。点数付けとしては何点ぐらいだと認識され

ているのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちら小児救急他の赤十字ですか救急病院も含めてなんですけども、特措法旭川を

中心としまして、１市８町もしくは途中上川中央郡の医師会ということで近隣の７町で行って

おります。事業になります。こちらのほうは救急医療ですとか新夜間休日等の医療体制等の体

制整備ですとか、あとは２次救急の部分で、旭川市で受入れていただく部分の負担金ですとか、

保険料の部分の負担になっております。美瑛町については、この体制を敷くに当たって、近隣

の中でも、利用率、特に旭川病院での利用率というのは、東川、東神楽、鷹栖についで高いよ

うな形になっております。このため、こういった広域で組むことによってのメリットってのは

非常に高く、恩恵を受けていると思っておりますので、点数をつけるというのはなかなか難し

いところであるんですけれども、満足度ということであれば何かあったときにはすぐに頼れる

病院医療機関があるということで、７割、７、８割の満足度はあるのではないかと担当者とし

ては考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。こっちかなと思ったんだけど、こっちだったんです

ね、ずっと健康づくり係長答弁するかなと。社会係長すいません。それで、やっぱりこれ、美

瑛町にとっては本当にこう、美瑛町もそうかな圏域、恵まれているというかそれがやっぱり売

りというかね何かそういう風になるかとはやっぱ思うんですよ私自身はね。だから本当にその

辺り、これからもずっとこういう風な体制を続けてもらいたいなっていうところ、ただコスト

的な面でいくと、これは今後やっぱりね、いろいろ向こうのほうからいろいろオファーはある

かと思うんですけど、この費用の負担について、令和６年度で、これ金額についての何か取決
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めというか、そういうどのようになって今後どういうふうな見通しであるのか分かれば伺いた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらのほうなんですけども、この負担金の種類によって一部違う部分はあるんで

すけれども、人口割で換算する部分と、あとは実際に旭川の医療機関を使用した実人数で逆算

して算出している部分もあります。そのため距離があって利用しにくい上川地区ですとかの負

担金が若干低かったり、利用率の高い東川、東神楽、美瑛が若干高くなったりというところも

ありますので、実際の利用に基づいた、重なってる部分もありますので、そこら辺は、実際の

利用と人口の対比になっておりますので、おおむね適正だと考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。４款１項２目健康指導費、こちら１１０頁、備考

欄８、健康推進事業。こちらについて伺います。第２次健康増進計画。ここではこんなこと書

かれております。無関心層をどう巻き込むかが、ここの大きなテーマであると、こういったこ

とを言われております。ここかなというような思いをしておりますので、この辺のところを今

どのように考えているかお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 健康無関心層への取組というところではですね、令和８年度からの事業には

なるんですけれども、健幸ポイント事業という新しい事業のほうを考えておりまして、誰もが

気軽に運動を始めるきっかけですとか、運動だけではなく健康づくりにつながるような取組を

しやすいような環境づくりを、令和８年度していきたいと考えています。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。１０番、八木です。今おっしゃられたとおり、広報６月号

から始まったこのすこやか広場の特集興味深く読まさしていただいてるんですけれども、多く

の町民が読んでくれてるとこはどうかがちょっとクエスチョンなりますので、この辺で、企画

する側の考え方として、よく私上司から言われたことは、伝えたことが情報ではなくて、伝わ

ったことが情報だよと。分かったって言ってもできないということは伝わってないし、分かっ

てないんだよと。そんなこと言われておりまして、繰り返し繰り返しやり方を変えながら伝え

ていくしかないのかなというような思いをしておりますけれども、やはり無関心層。ここをど
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うやって、やっていく、働きかけていくかと。ここかなと思ってくどいようですけれども、こ

この評価システムをきっちりつくってほしいなと思っておりますが、その辺のところの考え方

をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ありがとうございます。健康に無関心の方に健康という言葉を出しても、ま

ずは向いてもいただけないというのは実感しておりまして、健康気づいたら、健康になってた

っていうのが一番理想かなと思いますので楽しい楽しそうだなとか、やってみたいなとか、何

かそういう風に興味関心を持っていただけるような事業イベントを、保健センターだけではな

く、他課とも連携しながら、また行政だけではなく、町民さんの意見等も反映させながら、広

く浸透していけたらいいのかなという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはり概念的な話ばっかりなって申し訳ないんで

すけれども、これは実は５月の２２、２３で行われ、東神楽で行われたスマートウエルネスシ

ティ首長研究会、ここで山本町長が言われたことは、楽しくて気がついたら健康になっていた

と。こういう状況をつくりたいって今おっしゃられたとおりだと思いますんで、この辺の仕組

みづくりをきっちりやっていただきたいということと、あとやったことに対する評価の仕組み。

ここもしっかり組立てていかなきゃならないと思っておりますので、最後にその辺のところの

考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ありがとうございます。評価の仕組みっていうところは、今具体的にこうい

う評価をしたいですっていうところを明確にお答えできないところはあるんですけれども、や

はり健康なり心身の健康、体の健康だけではなくて、生きがいですとか、幸せですとか、そう

いったリルリビングの向上にもつながるような、ポイント事業になっていけばいいなと思って

おります。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１１１頁から１１４頁まで。第３目予防費から第５目医療扶助費までについ

て質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ７番、白石です。よろしくお願いいたします。４款１項３目の予防費

の予防接種事業です。この中の委託料というのは、医療機関で接種、医療機関に支払われる金

額のことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 今委員が言っていただいたとおり、医療機関に支払う接種料になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 今まで私が何回か一般質問で予防接種ワクチンのこととか言ったせい

か、接種を受けたほうがいいのかいっていうの時々聞かれるんですけど、何とも答えられない

んです。それで、多分、受けたほうがいい方いるんです。そんなにリスクがない。本当に受け

なくてもいいって言ったらちょっと語弊がありますけども、その辺の判断基準がやっぱり一般

の方はつかないので、保健センターなりで何か知識、データたくさんお持ちなので、そのアド

バイスも、今後考えていかれたほうがいいかもしれないなと思ってご提案なんですけども。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 予防接種の、はい。予防接種事業の中身なんですけれども、Ａ類定期とＢ類

定期とございまして、法定接種で是非受けてくださいという風に国が進めている接種と個人の

発症、個人の重症化予防を目的としたＢ類接種がございます。今委員が言っていただいたよう

に、受けたほうがいいのかどうなのか判断に迷われる方いらっしゃるというところでは、実感

としても、特にコロナワクチンなんかは去年から定期接種になりましたので、そういった方が

どのように判断したらいいのかを、より分かりやすく提示する、広報とかホームページ、そう

いったところの内容の精査、分かりやすい啓発っていうのが大事かなと考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ４款１項３目予防費、こちらのうちの１１２頁、備考欄４、健診事業。

こちらについて質問させていただきます。ちょっと先ほどの京屋さんの質問とちょっとダブる

部分があるかと思いますけれども、この辺のところを理解して、ここでもやはり第２次健康増

進計画で示されたやはりこの無関心層をどう取り組むか、無関心層をどう取り込むか。ここだ

ろうなという風に感じております。こんな意味から受診率向上の鍵はここだなと思ってるんで

すが、資料提出頂いた中を見ていくと、受診率の伸びが大体５０％台で横ばいかなと。特にこ
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の４０から４４歳の実績が減少傾向にあるちょっとここは大変かなと思っておりますので、そ

の辺のところの要因をどう分析しているかその辺のところの考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 今頂きました検診の受診率なんですけれども、やはり若い方は自分は健康だ

から大丈夫と思っている方も多くいらっしゃいます。ただですね令和６年度の実績といたしま

しては、４０代も受診率としては増加しておりまして、その背景としましては、３０代、３０

歳から４０代に対して、はがきで再勧奨を行ったという経緯がございます。また、保健センタ

ー開庁時間はどうしても仕事をされていて予約ができないという方もいらっしゃいましたの

で、新たな取組といたしましてはネット予約を開始しまして、それもあって若い方の受診につ

ながったかなというところがございます。ただ健診、無関心の方ははがきを送っても、それす

ら目を通していただけないということもあるかと思いますので、ただ周りにたくさんの方が受

けていると何となく健診の話ですとか、健康の話を耳にすることが多くなるかなと思っており

まして、町のイベントとかでお会いする若い方も、自分は尿酸値が高かった。おまえはどうだ。

とか、私はこうだったっていう話が気軽にされているのを見るとすごくうれしく思いますし、

そういう風に全体の底上げで受診率が上がってくることを期待しております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。それではあとは前向きな人に対する対応といった点かと思

うんですけれども、やはりこの特定健診の診断結果、これを前回と比較すると時系列で見てい

くということが非常に重要になってくるかなと思っております。そんな意味からして、さらに

発展させて保健指導、この辺のところを見ていきますと、２８年がピークで、平成２８年がピ

ークで７７．５％。すばらしい数字だなと思って、ちょっと最近ちょっと下がってるんで、そ

の辺危惧をしてるところですが、この辺のところは人手不足があるのかどうか、その辺のとこ

ろを聞かせていただい。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ありがとうございます。特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目

した保健指導になります。受診特定保健指導の実施率のところでは、大体同じぐらい高い数字

では維持はしてるんですけれども、やはり一定数ですね、継続の支援を拒否される方という方

も中にはいらっしゃったりですとか、健診の結果をお会いしないで郵送で返してほしいという

方も中にはいらっしゃいます。そういう一定数の方がいらっしゃるのでなかなか、９割以上 

１００％というのは目指せない部分はあるんですけれども、はい、あとは人手不足かというと
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ころのお話頂いたんですけれども、特定保健指導は３か月以上の取組期間がございまして、そ

の中でちょっと地区担当が変わったりするとその方との関係性の部分で、ちょっと相手との連

絡がとれなくなるケースも中にはあるんですけれども、はいそこもうまくこちらのほうで頑張

ってやっていきたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。やはりこの拒否する人っていうのは多分いると思います。

その辺のところを含めて、やはりそういった方に対してはやはり自己評価できるシステムとい

いますか仕組みというか、その辺も必要になってくるかなと思っておりますので、今後の対応

を期待するところです。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） 答弁は必要ですよね。 

○委員（八木幹男議員） 総括で回答頂ければと思っております。いいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ありがとうございます。来年度からの健幸ポイント事業とも絡めながら、は

い。無関心層の無関心の方も少しずつ関心を持っていただけるように、はい、保健センターだ

けじゃなく、ほかの課とも連携しながら進めてまいりたいと思います。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） ６番と、６番と７番と伺います。６番目の後期高齢者。これは私もそ

うなんですけど、大体今１００何％ぐらい。受診してるか、その辺がまずお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ７５歳以上の方の血液検査の部分になるんですけれども、令和６年度といた

しましては３０８名、１３．９％の方が受診となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） この頃知ってる人が大分亡くなっておりますのでね、平均年齢でね、

日本では男性が８０ちょっとで、女性が何ぼで、美瑛町はどのようになってますか。平均値は

分かりますか。男性とか女性、男性ですね、これ。平均寿命っちゅうのは、美瑛町の場合は。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 
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○健康づくり係長 えーっとですね、平均寿命と健康寿命がございまして、平均寿命と平均寿命

で言いますと、男性が８６ぐらいだったかと思います。女性では、女性も８８ぐらいだったよ

うに記憶しております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 次、７番のがん検診でちょっと伺いますけどね。がん検診の内容をち

ょっと。年齢と３０歳とか２０歳は関係者受入れないんです。いや、何歳からがん検診を受け

れるか。関係者の内容をちょっと教えてほしいんです。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 ７番のがん検診推進事業は、乳がんと子宮がん検診に特化したものにはなる

んですけれども、がん検診全体のご説明をさせていただきますと、胃がん検診は胃のバリウム

検査と胃カメラ検診になっております。胃のバリウム検査は美瑛町の場合は３０歳から受入れ

しています。胃カメラについては５０歳から、はい。になってます。肺がん検診は胸のレント

ゲンを撮る検査になってまして、肺がん検診も、３０歳から受入れをしています。大腸がん検

診は、２日間分の便の表面を取っていただく便鮮血反応を見る検査になるんですけれども、そ

ちらも同じく３０歳からの受入れです。子宮がん検診は２０歳からの女性受入れになってまし

て子宮頸がん頸部の入り口のところの細胞をとる検査、乳がん検診はマンモグラフィー検査っ

て言って写真を撮る検査になるんですけれども、３０歳からの検査となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ２番、桑谷委員。 

○健康づくり係長 胃だとか、大腸だとか、胃だとか、分かりますけど、私言いたいのは、膵臓

がんとか、ね、口頭がんとか、食堂がんとか、肝臓がんとか、そういうがんは調べてないです

けど、今血液ぐらいで分かるようなシステムあるらしいんですけどね。それでもやっぱり、そ

ういう病気がね、なったらなかなか治らない。すい臓がん。そういうやつが、できればいいん

だけど、血液でね。そういうことですか。もしできるならそういうのをお願いしたいんですけ

ど。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 今町で行ってる健診は国のほうで決められている、公益性、有益性のあるが

ん検診のみを実施しておりまして、唾液だとか血液で簡単に分かるような検査方法も出てきて

いるのは承知しているんですけれども、ただそれの発見率ですとか、その辺のところはこれか

らの国の方針等を参考にしながら、必要な時期について検討、導入等も検討になるのかなと。
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今現時点では、国で決め示されている、先ほどのがん検診を配置してまいります。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、認定第２号、令和６年度美瑛町老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の審査を行い

ます。はじめに決算書の１９４頁から１９７頁まで、令和６年度美瑛町老人保健施設事業特別

会計歳入歳出決算事項別明細書の歳入及び歳出全款について、質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１９８頁、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について質疑を許し

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１９２頁及び１９３頁、歳入歳出決算書について質疑を許します。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで認定第２号、令和６年度美瑛町老人保健施設事業特別会計歳入歳出

決算の審査を終わり、保健福祉課の所管の一般会計歳出及び特別会計に関する審査を終わりま

す。 

暫時休憩します。保健福祉課の皆さんご苦労さまでございました。 

休憩宣言（午後４時４７分） 

（保健福祉課説明員 退室） 

（農業委員会事務局説明員・農林課説明員 入室） 

再開宣言（午後４時４９分） 

○委員長（保田 仁議員） 農業委員会事務局、農林課の皆さんよろしくお願いをいたします。 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

あらかじめご承知おき願いますが、本日の会議時間は、本日の審査日程が全部終了するまで

会議を延長します。 

それでは、認定第１号、美瑛町一般会計歳入歳出決算の歳出の審査に戻ります。決算書の 

１１７頁から１２０頁まで。第６款農林水産業費、第１項農業費、第１目農業委員会費につい

て質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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１２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。６款１項１目農業委員会費です。備考欄、１２０

頁ですけども、農業者後継者結婚相談事業ですけれども、こちらのほうなんですけども、今回

の６年の事業でですね、どのぐらいの成功率と言ったら変な言い方ですけれども、カップルの

誕生というのはあったのかどうかそれについて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 事務局長。 

○農業委員会事務局長 アグリパートナー事業でございますが、６年度は、カップル成立が５件、

成婚まで至ったのが２件となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。今後ですね、今までの過去の実績もありますけれども、

非常にそういう形で進んでるということでよろしいかなと思うんですけれども。今の状況で、

相談員の方ですとかその辺についてですけれども、人材の確保というのはしっかりできてるの

かどうかそれについては。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 事務局長。 

○農業委員会事務局長 令和６年度いっぱいでですね、ベテランの結婚相談員が退職したという

ことで、一つ空きましたけれども、後任の相談員を雇うしているという状況であります。仕事

については、非常にまだ不慣れなところはありますが、農協さんの協力を得ながら、あるいは

引継前任者の指導を得ながらですね、私どももしっかりと協力をして進めているという状況で

ありますので、今のところ、心配してるようなことはございません。以上です。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑質疑なしと認め、これで農業委員会事務局所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。農業委員会事務局の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後４時５２分） 

（農業委員会事務局説明員 退室） 

再開宣言（午後４時５２分） 

○委員長（保田 仁議員） 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

はじめに、決算書の６１頁から７０頁まで、２款総務費、第１項総務管理費、第８目地域お

こし協力隊事業費中、備考欄１、農産物ブランド力強化推進事業、２農福連携推進事業及び３

農業後継者支援員育成事業について、質疑を許します。質疑ありませんか。 
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（「はい」の声） 

１２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。２款１項８目ですけれども、３のですね、６０頁、

備考欄３の農業後継者支援育成事業なんですけれども、こちらの地域おこし協力隊という形で

入っていると。農業支援ってはここは後継者というような形なのかという風に言いますと、新

規就農とのすみ分けってのはどういう風になってるのか。それについて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 よろしくお願いいたします。こちらの地域おこし協力隊を活用しました農業後

継者支援育成事業につきましてはですね、ちょっとモデル試験的に今回実施してる部分である

んですけども、赤羽地区の生産者のもとにですね、今農業農作業のですね体験という形で今入

っておりまして、今後ですね農業体験をする中でですね新規独立就農として、今この後ですね

美瑛町で活躍するのかそれとも経営体構成員として、就農のほうを進めていくのかというとこ

ろで、この後また協議なりますけどもそういった形で今、協力隊の方については活動頂いてい

るところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。そういう風になってくるとですね、結局これ、新規就農

の部分と、協力隊の部分というのは全然出どころといいますか、予算の程度が全然違うわけで

して、そうなってくるとですね、これ国からの、協力隊の場合は国からという形になってると。

新規就農の場合は町なんかも助成してるってことなんですけども、こういうような形になって

くるとですね農業者の方々からよく言われるのは、そういうものが活用できるのかと。協力隊

みたいですね、こういうのができるということになればですね、要望する方がですね出てきて

るんですね実際ね、そういう話も聞いてます。こういう部分については今後、町としてこれど

ういう風に対応していくのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 今回ですね、３番のですね、農業系農業後継者育成支援事業という形で地域おこし

協力隊の制度を活用した方が、初めてですね、令和６年度から初めてやっているんですけれど

も、やはりこれを財源としてですね、こういう風に財源を活用できる方法で担い手育成をする

方法というのがですね、これからもですね、活用できるかどうかというところを今検証させて

いただいておりますんで、今この方は２年目に入りまして、来年いっぱいということになりま

すので、この方がですねどのような形で就農できるかということを今、引受けていただいてい
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る農家の方、そして本人のほうと話しまして、進めていきたいなと。どんな形で農業担い手と

してつながっていくのかということを、今後進めてまいりたいという風に考えております。委

員のおっしゃるとおりですね、そのほかにもですね、これまでですねハウス、ハウストマトの

就農を中心に担い手育成という形で、農業、町もそうですし農協のほうも協力しながらやって

いた制度ございますけれども、その部分はその部分として今も活動をさせていただいておりま

す。ただ、その中ではやはりですね独立就農を最初から目指すということで、新規就農の事業

の中で研修を受け、そして自分で実践をして、ハウスの就農を行っていくということがござい

ますけれども、ちょっとこの制度もですね一応、なかなかですね今はハウストマトの価格だと

か資材費の高騰を回ってなかなかですね独立、就農までつながっていかないという現状もござ

いますのでこの辺もですね、良い見直しを図りながらそしてできる限りですねこの地域おこし

協力隊という財源の活用をしながら、しながらですねどうやっていけるかということを考えて

いきたいなと思います。ただ、地域おこし協力隊制度を活用するに当たってはですね、役場で

今雇用した形で、地域の農業者に派遣しているので、どうしてもですね年間の労働の仕方だと

かがですね、一般的なこういう会計年度職員としての雇用の形がどうもそぐわない部分もやっ

ぱり出てきておりますので、その辺も含めましてこの制度を活用するためには何が必要かとい

うのも検討しながらですね、担い手育成の中で、この活用を図っていければという風に考えて

おります。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） １款１項８目、今と同じ農業後継者支援育成事業。これ確認でお願い

しますけども、予算では９５３万上がってるんで、今の今の話だとこれ農業後継者のほうが１

人、１人だけ。ちょっとなかったいういう形でしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 一つ予算見ていただいたとおりですね当初はですね、この地域おこし協力隊の

事業を使ってですね一応２名の方マッチング予定で予算のほうを計上していたんですけども、

地域とですね調整がちょっとうまくいかない部分もございまして、１名分の予算の措置となっ

ております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） １名は農業後継者ということでいいんですかね。 

（「はい」の声） 
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○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 １名の方については農業後継者を目指す方ということで今担い手育成の関係、担い

手育成の形で農業農家のほうで就業しているという形です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これ、いやさっきの係長の話ですね、新規就農支援っていう風に言っ

てたんですけど、これ支援員っていうのももちろん育てていくっていう形にはするんですかね、

今後。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 農家に対してですね、入っていく方法としてですね、この方は、今やってる方はで

すね、第三者、最終的にはですね第三者継承を目指したいということで後継者ですね、という

形で入っておりますので、１人の方がそういう形になっております。で、ほかにもですねいろ

んな形で地域農業支援として入る形も模索できないかということで事業名としてはこうなっ

ておりますけれども、なかなかですねその地域に対してマッチングがうまくまだとれませんの

で今回についてはですね、未執行のままということで１人分の執行という形になってございま

す。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ２款１項８目、地域おこし協力隊推進事業。こちらの６２頁、備考欄

１、農産物ブランド化強化推進事業、こちらにつきまして伺います。活動内容から見ていきま

すと、道外の応援店舗拡充に向けて積極的に店舗を訪問したと。その後どのような活動をして

いるのかという点につきまして、定期的に道外応援店舗に美瑛町の小麦畑の情報等を配信した

とこういうことが出ておりますけれども、そのほかどのような活動をされているのか。その辺

のところをまずお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 こちらですね協力隊の方につきましてはですね、一応製粉会社のほうからです

ね美瑛小麦を使いたいという意向を示している店舗の情報を聞き取ってですね、その店舗に訪

問してですね、美瑛小麦のＰＲ活動ですとか取組についてのお話をさせてもらってですね、今

委員からお話あったとおりですね、美瑛町の町、美瑛町のですね小麦の情報配信ですとか、そ

ういったものをですね継続してですね、入込み店舗への認証のですね打診のほうしているとこ
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ろでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。やはり活動内容きっちり報告をもらって推進をしていくと、

こういったことが大事だと思います。また一方でですね、この方活動内容について、小麦の生

産者に対して発表あるいは報告されているようなケースがあるのかどうかその辺のところを

お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 毎年、美瑛小麦推進協議会としてですね年度始めに総会のほうを行っておりま

す。その協議会の構成員にはですね小麦部会の会長等もですね、構成員として入っております

ので、会長１人だけになってしまうんですけども、その場でですね、生産者の方に対しても、

ＪＡびえいコミュニティ推進協議会の取組についてご報告をしているところでございます。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） この活動はですね、応援店舗にさらにファンになってもらうという点。

それからもう一つはですね、店舗に来てるお客さんに対して、美瑛産小麦のファンになっても

らってこういう思いも伝えていくことが必要なのかなと思っておりますので、その辺のところ

の活動報告とかその辺の今後の展望についてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 今係長のほうから報告ございましたように、認証店舗をどんどん増やしていきたい

ということで今、本人もですね目標としては１００店舗、町内、町内３４今８０、９０弱ぐら

いまで店舗が、応援店舗が増えておりまして、いろいろな形でですね美瑛小麦を応援していた

だいておりますので、そういうのを伸ばしていきたい部分。そしてその辺は今、こっちの報告

を受けておりますけれども、あとですね、スタンプラリー。今年からですね、電子化しました

けれども、そういう風に店舗を回ることによって、美瑛の小麦をたくさん消費者のほうにもで

すね、認知していただくような活動も含めましてですね、今ブランドづくりというかですね美

瑛小麦の推進を図っているという全体の中で、今後もですね、積極的な形で、美瑛ブランド化

の中で活用させていただければという風に考えてございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １０番、八木議員。 
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○委員（八木幹男議員） 店舗でですね、お客さんに対して映像を流すというか、そういった動

きがあってもいいのかなと。やはりこの美瑛の小麦はこういったところで人の手を加えて、き

っちり育ててお届けしてるよと。こういったことが分かるような、来てくれているお客さんに

分かるような、こんな映像を出すと、こういったことも必要になってくるのかなと思っており

ますので、その辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 応援店舗の方がですねそういう積極的な関わりをしていただけるところがござい

ましたらですね、ポスターの掲示から含め映像、映像の作り方をどうするかっていうのは予算

の関係もございますけれどもそういうのも含めて、コミュニティ推進協議会という形の中でで

すね、積極的なＰＲを図れればという風に考えてございます。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１１９頁から１２４頁まで、第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農

業振興費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

１２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。６款１項２目農業振興費中ですね備考欄１の中山

間地域等支払い直接支払い制度、それから９ラスノーブル苗復活事業、１１の美瑛小麦推進事

業、それから２１の未来につなぐ農業支援、そして２５鳥獣対策被害防止対策事業ですね、そ

の点について質問していきたいと思います。まず中山間の関係なんですけれども、資料頂いて

おります。令和６年度の部分なんですけれども、全体的に見てですね減額っていう風になって

る部分も多いんですけれども、これ総額的にですね大体予算から見て１，０００万ほど減って

１，０００万２，０００、１，１００万ほどかな。弱ですけど、減ってますけど、これ理由に

ついて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 ええっとですね、予算とのですね予算と決算との実績差で１，０００万ほど出

てるということだったんですけども、ですね、提出してます資料の中でですね（２）の農業技

術実証展示支援事業等を見ていただきますと、こちらにつきましては当初予算とですね約４００

万ほど近くですね、減額となっております。こちらにつきましては当初の予定していました、

実証展示の運営等に関わるリース料の減額というところ、大幅に減少となっております。それ、
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そのほか事業についてもですねちょっと積算の見積りが甘いところがあってですね、実績と乖

離した結果になっておりますので、これからですね中山間の予算事業額調査がありますので、

関連団体等とですね十分協議した上で予算とですね決算の乖離がないように取り進めていき

たいなという風に思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。こういう形になるのであればですね、逆に今非常

に大事になってくるのは、やはりそのスマート農業関係ですね。通信ですとかいろんな形で今

非常に農家の方々も、その辺のところでお金がかかるような予算が必要になってきてるという

ことで、それについての支援ですね例えばＲＴＫの使用料にしろ何しろですねそれから情報通

信のデータの収集にしろですね、今そういうものがたくさん非常に必要になってきてるという

ことになりますので、その辺のところ拡充していただければ、これ６年の部分良かったのかな

と思うんですけども、そこに至ってなかったのそれともうそこをまず、その辺のところ拡充で

きなかった理由を伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 委員ご指摘のとおりですね、スマート農業の推進については、昨今の情勢から

鑑みるとですね、非常に重要なものとなっております。令和６年度については、このような実

績となっておりますが、令和７年度については、新しい項目でザルビオのデータ解析等のです

ね利用料ということで農協さんから新規事業が上がっておりまして、そちらの部分について予

算化しております。またですねスマート農業の推進というところではですね、スマート農業推

進協議会をですね母体としてですね、今後、スマート農業の推進というところで計画ですとか、

計画に基づいた整備等をですねしていかなければいけないんで、そこの部分については十分検

討した上で予算措置のほうをしてまいりたいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。この、今回のこの中山間の中でですね、馬鈴薯生産の部

分で、やはりかなり増額になっておりまして、この辺についての増額になっている理由という

のを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 暫時休憩します。 

休憩宣言（午後５時０７分） 

再開宣言（午後５時０８分） 
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○委員長（保田 仁議員） 再開します. 

（「はい」の声） 

地域支援係長。 

○農業振興係長 令和６年度のコントラ協議会の負担金、支援金となっておりまして、こちらの

事業についてですね、への経費等ですとか、実績が増額いたしましたので、途中で補正という

形で増額しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） 質問変えます。９のですねラスノーブル苗復活事業の関係ですけれど

も、今、令和２年から進めてきたという形で、今に至ってるわけでして、今アスパラのキャラ

クターＰＲですとかそういう形で今非常に皆さん頑張ってですね、この苗を復活させたことに

よってまた新たな事業という形で進めておられますけれども、これについてですけれども、今

の現状で、これからまたさらに、６年の現状ですね、苗の売渡しは今年でしたよね。去年はで

すね。昨年の状況でいくと苗十分に生育してたと思うんですけども、当初の計画どおりの苗の

状況だったのかどうか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 令和７年度につきましては、７，０００本のバイオ苗が提供可能ということに

なりましたので、７，０００本を生産者の圃場のほうに供給しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） それではまだ次、変えます。質問変えます。１１の美瑛小麦推進事業

なんですけれども、これですね今、先ほど地域おこし協力隊の方、今、会計年度任用職員がで

すね、昨年は地域おこし協力隊だったと思うんですけども、この中で進めてきたということな

んですけれども、この中で１番予算的に大きいのはですねスタンプラリーの関係ですけれども、

これ町内の店舗等ですねこれ協力しながらということになってますけども、町内の店舗の方々

の評判といいますか、評価というか、これについてどういう風な評価を受けてんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 令和６年度につきましてはスタンプラリーブックというものを印刷してです

ね、各店舗でしたりとか、町内のですね観光施設等のほうに配布しております。そちらのです

ねスタンプラリーブックを持ってですね実際に店舗を訪れ、訪れられた、訪れた、観光客の方

も多くいるというところでですね、皆さまからですねこういった取組については非常に来客に
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もつながっているということで報告を受けております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） それからもう１点なんですけども、亜リン酸に関する助成の部分です

ね資料がありますけども、これ対象補助対象者１５名ってなってるんですがこれだけしかいな

かったということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 こちらの取りまとめについてはですね、農協さんのほうに取りまとめをお願い

しており、実績として毎年約１０名弱の方の実績報告を受けております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） それでは、続いてですね２１の未来につなぐ農業支援について質問し

たいと思います。今回ですね令和６年の部分なんですけれども、これ毎年そうなんですけれど

も、申込み者数、申請者数が４１名いて１４名ということになってるということで非常に申請

者の数が多いんですけども、なかなかこの表、交付対象になるってのは大変厳しい狭き門にな

ってるのかなと思うんですけれども、今回の部分で、対象になる方というのはいろんな規約、

制約契約ですか。その辺あると思うんですけども、現状でですね、もうちょっと拡充してほし

いなって話はあったのかどうか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 委員ご指摘のとおりですね、持ってる予算に対しての要望額ということでかな

り乖離さに、補正予算にですね差があるところでございます。できるだけ皆さま要望された方

に支援をしたいところなんですけども、なかなかちょっと財政的に難しい部分もあってですね、

何とかそうですねこの予算拡充したり、他に町の何か支援ほかにないのかということでお話を

頂いているところでございます。あと自動操舵についてはですね、このような形で予算組みし

て支援をしているところではあるんですけども、実際にですね国の補助金を活用して、この自

動操舵を購入をですね補助金に振り替えるといった事例もありますので、我々としてももちろ

ん継続した支援のほうを進めていくんですけども、生産者の方にもですね情報発信をしっかり

としてですね使える補助金について伴走支援できるような形で体制を取りたいという風に思

っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 
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○委員（山本賢一議員） それではですね、質問変えます。２５の鳥獣等被害防止対策事業なん

ですけども、やはり近年の熊のヒグマの被害というのは非常に大きくなってますんで、これ対

策という形でしっかりやらなくちゃいけないってことだと思うんですけども、令和６年に関し

ては、資料頂いてますけども、捕獲頭数９頭ということでよろしいのかと思う。よろしいので

しょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 林務係長。 

○林務係長 よろしくお願いします。委員ご指摘のヒグマの捕獲頭数につきましては、令和６年

度については、話がありますのは秋の山の緑が豊富であったがために、前年度と比較しまして、

捕獲頭数の多い悪の秋の出没が少なかったので、９頭というあと前年比で少ない頭数という風

になっております９頭ということで間違いありません。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番、山本です。それとですねアライグマの被害という形で４３１

頭、駆除頭数ということになっております。これ、今年も多分多いと思うんですけど、昨年も

この４３１っていう数字なんですけれども、ここ近年の状況を見てですねどのぐらいの割合で

増えていってるのかちょっと教えていただきたいんですけど。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 林務係長。 

○林務係長 今、委員ご指摘のアライグマの捕獲頭数につきましては、昨年度 

４３１頭、ちょっと今年度、まだ途中経過時点なんですけれども、既にそれを上回る捕獲頭数

に至っているということから、生息頭数については増えているものという風に考えております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。捕獲するための罠といいますか、檻といいますかありま

すけども、これについて町でも貸出し等を行ってると思うんですけれども、今後これ増やして

いくといいますか、町民の方から例えば貸出しの要望というのはどのぐらい来てるのか。それ

から、ここを増やしていったほうがいいのかどうか。その辺の６年の状況見てどうでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 林務係長。 

○林務係長 アライグマの箱わなの数につきましては、例年経年劣化で壊れてしまう部分とかも

ありますので、毎年１０個ほど買い足しながら、運用を進めているところなんですけれども、
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近年では、捕獲頭数もこれほどに増えてきているということと、アライグマの貸出し、わなの

貸出しの要望が増えているということもありますので、その部分につきましては、今、受託し

ていただいている高齢者事業団さんのほうとも、運用上の部分を含めて協議をしていく中で箱

罠買い足す、保有数を増やすのか、それとも何か別の手段で効率を上げていくのかということ

は、ちょっと今後検討していきたいという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） １２番、山本委員。 

○委員（山本賢一議員） １２番です。あとエゾシカの部分です。捕獲頭数、令和６年７１０頭

という風になってる。これも増えてるんじゃないかなと思います。その分やはりこの鳥獣対策

の関係の予算がやはり膨らんできてるのかなと思うんですけれども、ここ近年先ほどから同じ

ようなことを聞いてますけども、この後ですねやっぱり、４年、５年、６年、ここ３年間ぐら

いでもいいんですけれども、増えてる状況を見たときに、今後やはりこの対策っていうのは、

もう少し拡充していかなくちゃならないような状況なのかどうかそれについて、今の状況を確

認してみてですねどういうような考えを持っておられるかちょっと伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 近年ですねやはり鳥獣被害、全体的にですね生息数が増えているのが推測されます。

今年もですね、エゾシカについても今年捕獲頭数が、捕獲頭数が前年よりはかなり増えている

状況もあり、ヒグマもですねかなり今回は発見駆除数も、今年度については、途中経過予定が

増えていると。アライグマも先ほど言いましたように増えている。ほかにもですね、酪農家の

ほうに当たっては、カラスが被害あるということで、ちょっと今までにないような鳥獣被害の

形も出てきているものですから、全体的にですねエゾシカに関しましても、今は電牧と駆除と、

電牧という形のやっていますけれども、それがほかに有効なものがないのか、新たなカラスと

かについてはどんなものがですね駆除として有効なのかっていうのもですね、その辺情報を収

集しながらですね、的確にっていうかですね必要な費用を十分考えながらですね、鳥獣被害の

駆除に関してはですね猟友会との関係もございますのでその辺しっかりとした形でですね、被

害を被害防止に対する対策を進めてまいりたいという風に考えております。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ６款１項２目、１２２頁、７番北瑛小麦の丘ですけれども、予算より

も予算が１６０万だけだけど上がってるんですけれど、予算説明のときに確か塾長が不在って

いう風に言われたんですけれども、これ塾長ちゃんと今確保できてできた状態で運営されてる
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んでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 今ですねビブレのシェフのほうにですね料理塾のほうを運営を担っていただ

いております。昨今ですねなかなか料理塾生が増えないという状況でちょっと苦労してるとい

うことでお話を聞いております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。実シェフの方がやるっていうことこれ塾としてのク

オリティというのは下がってないのかどうかっていうのは、その辺あたりどうなんでしょう。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 そうですね。そうですね。これまでの運営と同様にですね指導等については十

分技能を持った方ですので、適切な運営ができているという風に認識しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） これから新しい塾長という形の体制は取らないっていう形で、それと

も新しい塾長という体制とって、もう１回きちんとした料理教室みたいになって、きちんと生

徒を集めるような形にするっていうような体制をとるのか。どんな風に、どんな風に進んでい

こうとしてるのか。ちょっと。 

（「はい」の声） 

○委員長（保田 仁議員） 課長。 

○農林課長 今係長のほうからも説明しましたとおりですね、一応都度協議をしながら進めてお

りまして今、今のところですね、体制が変わったっていうかですね、シェフやっている方です

ね、運営を進めていただいているという風に考えております。今後につきましてもですね、ど

ういう体制が向こうでとれるかしてそれが適切な体制かどうかっていうのを含めながらです

ね、指定管理者でありますその業者の方とですね、しっかりとした打合せをして進め、実施し

ていければという風に考えてございます。 

○委員長（保田 仁議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１２５頁及び１２６頁。第３目畜産業費について質疑を許します。質疑あり

ませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１２５頁から１２８頁、第２項耕地費、第１目耕地整備費について質疑を許

します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１２７頁から１３２頁まで、第３項林業費、第１目林業費及び第２目町有林

管理費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、決算書の１８１頁及び１８２頁。第１３款災害災害復旧費、第２項農林業施設災害復

旧費、第１目農業施設災害復旧費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで農林課所管の歳出に関わる審査を終わります。 

 

散会宣告 

 

○委員長（保田 仁議員） 以上で本日の日程は全部終了しました本日はこれで散会をいたしま

す。農林課の皆さん、お疲れさまでした。 

午後 ５時２２分 散会 

 


